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業務実績の総合評価
総合評価：Ａ

１ 当該評価を行うに至った経緯、特殊事項等
① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務実績等に関するヒアリングをもとに、法人の中期計画項目について評価基準

に基づき評価を行った結果、業務実績がなく評価対象外とした「依頼検査」、「カルタヘナ担保法関係業務」、「法人の短期
借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済の見込み」、「重要な財産の譲渡又は担保に関する計画」
及び「剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に得られた成果」を除く中項目がＡ評
価となった。併せて「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点（平成22年5月31日政策評価・独立行政法人評価委
員会（以下「政・独委」という。））」及び「平成22年度業務実績評価の具体的取組について（平成23年4月26日政・独委）」
並びに「平成21年度における農林水産省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について（平
成22年12月22日政・独委）」を踏まえた評価を行った。その結果、法人の業務実績、達成度合及び対応状況等を総合的に
勘案して、総合評価はＡ評価とする。

② 法人では「東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査プロジェクトチーム」を設置し、
農林水産省からの指示に基づき放射能の測定に積極的に対応している。測定の実施にあたっては放射線の被爆等、職員の
健康管理に十分注意することが必要である。

２ 法人が行う事務・事業及び組織形態について
当該法人は、肥料、農薬、飼料、食品等に関する検査・分析業務及びこれらに関する情報の一元的な提供等を実施してい

るが、これらの事務・事業は、近年、食をめぐる様々な課題が発生する中で、食品の生産・流通・消費にわたる各段階にお
いて安全管理を徹底するなど、科学に基づく食品安全行政を推進するとともに食品の品質及び表示の適正化を図ることによ
り消費者の信頼を確保することが、極めて重要と考える。

当該事務・事業は、個別法令に基づく公権力の行使、検査内容の漏えい防止の観点から民間が実施することは適当でない
こと、また、類似した業務を行う他の独立行政法人等は存在しないことから、今後とも行政と密接な連携の下で引き続き特
定独立行政法人として直接行うことが必要である。

３ 各大項目ごとの評価結果
(1) 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務実績等に関するヒアリングをもとに、中期計画項目である「１(1) 組織体制

の強化」、「１(2) 業務運営能力の向上」、「１(3) 外部委託(アウトソーシング)による業務の効率化」、「１(4) 分析機器等
に関する効率化」、「１(5) 業務の効率化による経費の抑制」、「１(6) 人件費の削減」、「２(1) 生産段階における安全性等
の確保に関する業務」、「２(2) 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務」及び「２(3) 情報提供業務」につい
て評価基準に基づき評価を行った結果、すべての中項目においてＡ評価となったことから、大項目の評価はＡ評価とする。
なお、中項目の評価については、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ評価とする項目はなかった。

② 「１(1) 組織体制の強化」においては、理事長は法人に与えられた使命・課題を的確に認識し、社会的ニーズに対応し
て的確かつ柔軟に業務運営を行うため、各分野の専門家からなるプロジェクトチームの設置、緊急時や繁忙期に機動的か
つ柔軟に職員を配置するスタッフ制の活用など、効率的な業務運営に努めていた。

内部統制の充実・強化に関しては、業務の進捗状況及び予算の執行状況を定期的に役員会に報告し、業務の進行管理の
徹底を図り、法人の業務運営の基本である年度計画の確実な達成に努めるとともに、法令等の遵守状況の確認や業務改善
活動の重要な取組として業務運営の横断的な内部監査を実施し、その結果を理事長によるマネジメントレビューに反映す
るなどして、理事長のトップマネジメントの下、役職員が一体となって業務の有効性と効率性の向上に取り組むなど、リ
ーダーシップを発揮できる環境が整備されているとともに本部及び各地域センターの職員との直接コミュニケーションを
通じ、法人のミッションの役職員への周知徹底がされていた。さらに、監事監査においても法人の長のマネジメントに留
意した監査がなされており、監査結果について理事長あてに指摘がなされ、理事長からこれらの指摘に対する対処方針に
ついて監事に報告されていた。報告された対処方針等については、法人内のネットワークシステム等を通じて役職員に広
く周知が図られており、監事を含め、組織全体で内部統制の充実・強化に向けて取り組まれていたと評価する。

なお、財務・会計に関する専門的な内部監査を行う仕組みを構築し試行を行い、平成23年度から実施することとしてお
り内部監査の強化についても取り組まれていたと評価する。

③ 「１(5) 業務運営の効率化による経費の抑制」においては、競争入札の対象となる契約の増加等により、一般管理費で
3.5％（計画値：3％）、業務経費で5.0％（計画値：1％）抑制するなど、経費の節減を図っていた。
なお、給与振込口座の原則1口座への対応については、役職員への周知徹底を図り、2口座指定の職員数が、平成22年4

月の229名から平成23年3月には119名となって減少しているが、今後速やかに原則1口座となるようにすべきである。

④ 「１(6) 人件費の削減」においては、業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日時点の722名から49名削減すること
により、平成17年度決算額を基準として7.4％（計画値：5％）削減するなど節減に取り組むとともに、給与水準は国と比
べて98.8であり、給与水準の適正化が図られていた。なお、平成22年度においては平成21年度人員から6名の増員となっ
ており、育児休業職員の増加等に対応するため、必要最小限の職員を補充したことによるものと理解できるが、引き続き
計画的な人事管理を行うべきである。

また、労働基準法が適用となるため、国と算定基準が異なる超過勤務手当・休日給・夜勤手当となるが、これらを除く
と国と異なる諸手当の支払いの実績はなく、諸手当については、適正に支出されていた。

そして、レクリエーション経費の支出もなく、レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定外福利厚生費）について
も昨年に引き続き、医薬品等購入費用については労働安全衛生規則の規定による「救急用具」に限定するなど、適正な執
行に努めていた。なお、職員の公務災害補償費については、法律で義務付けられた事項であるため見直しを行い、平成22
年度からは法定外福利費から法定福利費としての支出に改善されており、適正な対応が取られたと評価する。

⑤ 「２(1) 生産段階における安全性等の確保に関する業務」については、中期目標終了時に実績を評価する「肥料の登録
申請に係る調査に要する期間の短縮」及び「飼料安全法に基づく立入検査等の報告に要する期間の短縮」等も含め、全て
適正に実施していた。

(2) 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
① 法人からの自己評価等の資料の提出や業務実績等に関するヒアリングをもとに、中期計画項目である「１(1) 食の安全

と消費者の信頼の確保に向けた取組」、「１(2) 情報提供業務の一元化及び提供内容の充実」、「１(3) 窓口業務の全国にお
ける実施」、「１(4) 検査・分析能力の継続的向上」、「２(1) 肥料関係業務」、「２(2) 農薬関係業務」、「２(3) 飼料及び飼
料添加物関係業務」、「２(4) 土壌改良資材関係業務」、「３(1) 食品表示監視業務」、「３(2) 登録認定機関、認定事業者等
に対する指導・監督業務」、「３(3) JAS規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務」、、「３(4) 国際規格に係る業務」、「３
(5) 農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務」、「３(7) 緊急時の要請に関する業務」、「４ リスク管理に資するた
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めの有害物質の分析業務」及び「６ 国際協力業務」について評価基準に基づき評価を行った結果、業務実績がなく評価
の対象外とした「３(6) 依頼検査」及び「５ カルタヘナ担保法」を除く中項目においてはＡ評価となったことから、大
項目の評価はＡ評価とする。なお、中項目の評価については、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ
評価とする項目はなかった。

② 「１(1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組」においては、「東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国
産飼料等安全確認緊急検査プロジェクトチーム」など3課題について各課題ごとに設置されたプロジェクトチームにおい
て体制の整備及び調査分析等を実施しており、効率的かつ効果的に取り組まれたと評価する。

③ 「１(2) 情報提供業務の一元化及び提供内容の充実」においては、消費者、生産者、事業者等からの相談に適切に対応
するとともに、メールマガジンの活用や講習会の開催などにより積極的に情報の提供を図っていた。今後も引き続きわか
りやすい形で情報の提供がなされることを期待する。

また、国民生活センターとは、これまでPIO-NET等を通じて消費者相談等に関する情報の共有化を図るとともに、研修
等の講師を相互に派遣し合うなど連携を深めてきたところであるが、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平
成22年12月7日閣議決定）及び「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの主要な事務及び事業の改廃に関する勧告
の方向性」（平成22年11月26日政策評価・独立行政法人評価委員会）の指摘を踏まえ、今後とも適切に連携が図られるこ
とを期待する。

④ 「１(3)窓口業務の全国における実施」においては、法人から当該業務の実績等に関する資料の提出を受けるとともに、
実施状況等についてヒアリングを行った。

当該法人では、窓口業務の全国での実施に当たり、担当職員に対する研修の実施や規程類の策定により体制の整備を行
い、統合以前から設置している窓口の強化を図るとともに、窓口の設置状況についてホームページや広報誌、メールマガ
ジンのほか、当該法人が開催する各種講習会でPRを行い、設置した窓口について周知を図っていた。また、事業者及び消
費者から寄せられた様々な相談に対して、すべての窓口において適切に対応されていた。これらの取組が実施されたこと
を踏まえ、相談者の職業及び相談内容等の要因分析を行った結果、窓口業務の全国における実施が、消費者等の利便性の
向上に寄与したと評価する。

また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）及び「独立行政法人農林水産消
費安全技術センターの主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」（平成22年11月26日政策評価・独立行政法人評
価委員会）の指摘を踏まえ、相談窓口業務の見直しや国民生活センター等との連携構築等、適切に対応されることを期待
する。

⑤ 「２(1) 肥料関係業務」においては、肥料取締法に基づく立入検査及び収去品の検査について有害成分を含むおそれが
高い肥料の生産事業場へ重点化するための取組を実施するとともに、農林水産省から緊急的に要請された調査等について
迅速に実施するなど、肥料の安全性の確保に関する業務を適正に実施していた。

⑥ 「２(2) 農薬関係業務」においては、農薬検査を目標期間内に完了させるための取組やGLP査察適合確認業務、国際調
和関係業務を実施するとともに、残留農薬のポジティブリスト制度への移行に伴う技術支援要請に対応するなど、農薬の
安全性の確保に関する業務を適正に実施していた。

⑦ 「２(3) 飼料及び飼料添加物関係業務」においては、有害な飼料の流通を防止するために必要な検査等を迅速に実施し、
飼料安全法に基づく立入検査の結果及び収去品の試験結果について標準処理期間中に農林水産大臣に報告するとともに、
農林水産省から緊急的に要請された調査等について迅速に実施するなど、飼料の安全性の確保に関する業務を適正に実施
していた。

⑧ 「３(1) 食品表示監視業務」においては、科学的手法を用いた食品表示の真正性の検査を6,000件以上実施するととも
に、消費者の関心の高い品目を対象とした重点的な調査を4回実施していた。また、検査を通じて疑義が生じた場合は、
農林水産省と連携し立入検査等を実施し、その結果についてはすべて3日以内に報告するなど、食品表示の監視に関する
業務を適正に実施していた。このほか、警察からの要請により分析検査を実施していた。

⑨ 「３(2) 登録認定機関、認定事業者に対する指導・監督業務」においては、登録認定機関に対する定期的調査をすべて
の対象機関に年1回実施するとともに、調査を通じて不適合の疑義が生じた場合には、必要に応じて是正のための指導を
実施するなど、JAS規格制度に関する業務を適正に実施していた。

⑩ 「６ 国際協力業務」においては、国際協力機構（JICA）や国際獣疫事務局（OIE）等からの要請により、技術協力専
門家の派遣や海外からの研修員の受入れを行うなど、開発途上国等からの技術支援要請に積極的に対応されていた。

また、OIEの「飼料の安全と分析分野」におけるコラボレーティング・センターに指定されてから初めての国際会議を
開催するなど、飼料の安全や分析等の情報収集・発信の活動を行っており、更なる活躍が期待される。

(3) 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
① 法人からの自己評価等の関係資料の提出や業務実績等に関するヒアリングをもとに、法人の中期計画項目である「１

経費節減に係る取組」、「２ 法人運営における資金の配分状況」、「３ 自己収入の増額に係る取組」及び「４ 随意契約
の適正化に関する取組」について評価基準に基づき評価を行った結果、すべての中項目についてＡ評価となったことから、
大項目の評価はＡ評価とする。なお、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ評価とする項目はなかっ
た。

② 運営費交付金の執行率は83.7％と低かったが、年度計画に定められた業務についてはすべて実施されており、未執行率
が高かったことによる業務への影響は認められなかった。未執行率が高くなった主な要因は、予算額と比べて退職手当の
支給額が減少したこと及び給与改定による減少等により人件費に残額を生じたこと並びに経費の節減等によるものであっ
た。

③ 契約方式については、関係規程において原則一般競争入札によると規定されており、明らかに競争の余地のないものを
除き、一般競争入札又は企画競争等、競争性のある方法により契約を行っていた。また、やむを得ず随意契約を行う場合
には、総務部門の職員で構成する契約審査委員会においてその妥当性について個別に審査を行うなど、契約の適正化に努
めていた。平成22年度に行った契約のうち、やむを得ず随意契約となった案件は、平成21年度と比較して件数全体に占め
る割合や金額ともに減少しており、随意契約の適正化が図られていた。

なお、一部機器の購入に関し、会計検査院からの指摘を受け、会計規程等の遵守の徹底、適正な検査の実施を確保する
ため関係規程の改正、仕様書の見直し等により改善が図られていたことは評価できるものの、今後、これらの改善策が機
能しているかどうか、ＰＤＣＡサイクルが働いているか確認する必要がある。

④ 一般競争入札による契約のうち、一者応札となった契約の割合については、公告期間の延長や調達情報のPR等に努めた
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結果、平成21年度と比較して減少しており、改善が図られていたと評価できる。
また、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底するとともに、一般競争入札等についても真に競争性が確保されてい

るか、点検、見直しを行うため、外部有識者からなる契約監視委員会において、契約等が適正に行われていることが確認
されている。なお、契約監視委員会における審議結果については関係規程において速やかに理事長に報告すると規定され
ており、審議結果は、理事長に適切に報告されていた。

⑤ 工事及び測量・コンサルタント等業務に係る入札手続きや随意契約に係る契約手続きの運用状況については、外部の有
識者で構成する入札監視委員会においてその適切性を確認しており、公正で透明性のある入札に努めていた。

なお、関係規程において、審議の結果、必要な場合にあっては理事長に意見の具申や勧告を行うことができると規定さ
れているが、すべての審議結果は、理事長に適切に報告されていた。

(4) 短期借入金の限度額
運営費交付金の受入れの遅延等による短期借入を行う事案はなかったため、評価の対象外とした。

(5) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
① 重要な財産の譲渡及び担保に供する事案はなかったため、評価の対象外とした。

② 本部及び地域センターで分担して実施している業務については、各業務ごとの具体的な業務実績、人員配置及び業務に
要した経費等を比較・検討した結果、適切な業務運営であった。また、地方組織については、実施している業務の実態を
踏まえた配置となっており、適切であると評価する。

当該法人が保有する重要な資産は、庁舎及びその敷地、ほ場であり、これらについては業務の実施に当たり必要不可欠
なものであるが、保有の必要性や現在地に立地する必要性等の判断の妥当性についても検討を行うべきである。

③ 特許の出願に当たっては、職務発明の承継方針を明確化し、職務発明審査会において実施許諾の可能性、保有の必要性
について審査を行うとともに、新たに技術移転機関と契約するなど、必要な体制の整備や特許の戦略的な活用に向けた取
組がなされていたと評価する。

保有している特許のうち実施許諾に至っていないものについては、職務発明規程の見直しに向けた検討を行い、特許等
を保有することの意義を明確にすること等の規程の改正事項について整理していることは評価できるものの、平成23年度
に、長期間実施許諾の実績がないものについて、特許等を保有する必要性等の検討を行っていくこととしており、これら
の取組が確実に実施されることが必要である。なお、取得した特許については総務部門において適正に管理されていた。

(6) 剰余金の使途
① 剰余金を使用する事案はなかったため、評価の対象外とした。

② 平成22年度においては、利益剰余金（1,736,153千円）は生じているが、これは、平成22年度末における運営費交付金
の残額、検査・検定手数料、講習事業収入等の他、前中期目標期間に発生した繰越積立金（自己収入取得資産の減価償却
費に充当したものの残額）及び積立金（平成22年度までの中期目標期間中に生じた、検査・検定手数料、講習事業収入等
による利益を積み立てたもの）によるものであった。

(7) その他主務省令で定める業務運営に関する事項
法人からの自己評価等の関係資料の提出や事業実績等に関するヒアリングをもとに、法人の中期計画項目である「１ 施

設及び設備に関する計画」、「２ 職員の人事に関する計画」及び「３ 積立金の処分に関する事項」について評価基準に基
づき評価を行った結果、すべての中項目についてＡ評価となったことから、大項目の評価はＡ評価とする。なお、中項目の
評価については、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析した結果、Ｓ評価とする項目はなかった。

評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

第４ 短期借入金の限度額 －

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 －

第６ 剰余金の使途 －

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ
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評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目 （ 評 価 単 位 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 共通事項
(1) 組織体制の強化 Ａ
(2) 業務運営能力の向上 Ａ
(3) 外部委託（アウトソーシング）による業務の効率化 Ａ
(4) 分析機器等に関する効率化 Ａ
(5) 業務運営の効率化による経費の抑制 Ａ
(6) 人件費の削減 Ａ

２ 業務の重点化・効率化
(1) 生産段階における安全性等の確保に関する業務 Ａ
(2) 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務 Ａ
(3) 情報提供業務 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 共通事項
(1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組 Ａ
(2) 情報提供業務の一元化及び提供内容の充実 Ａ
(3) 窓口業務の全国における実施 Ａ
(4) 検査・分析能力の継続的向上 Ａ

２ 生産段階における安全性等の確保に関する業務
(1) 肥料関係業務 Ａ
(2) 農薬関係業務 Ａ
(3) 飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ
(4) 土壌改良資材関係業務 Ａ

３ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務
(1) 食品表示監視業務 Ａ
(2) 登録認定機関、認定事業者に対する指導・監督業務 Ａ
(3) JAS規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務 Ａ
(4) 国際規格に係る業務 Ａ
(5) 農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務 Ａ
(6) 依頼検査 －
(7) 緊急時の要請に関する業務 Ａ

４ リスク管理に資するための有害物質の分析業務 Ａ
５ カルタヘナ担保法関係業務 －
６ 国際協力業務 Ａ

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ａ
２ 法人運営における資金の配分状況 Ａ
３ 自己収入の増額に係る取組 Ａ
４ 随意契約の適正化に係る取組 Ａ

第４ 短期借入金の限度額

１ 法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済の見込み －

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

１ 重要な財産の譲渡又は担保に関する計画 －

第６ 剰余金の使途

１ 剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に得られた成果 －

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画 Ａ
２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む） Ａ
３ 積立金の処分に関する事項 Ａ



- 5 -

評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○組織体制の強化 Ａ
(1) 組織体制の強化 【評価指標】

中項目の評価は、中項目に係る具体的な項目のうち最小のもの（以下「小項目」
という。）の評価結果について、
達成度合がｓとされた小項目を３点
達成度合がａとされた小項目を２点
達成度合がｂとされた小項目を１点
達成度合がｃとされた小項目を０点
達成度合がｄとされた小項目を－１点

とし、その集計に当たっては、中項目に含まれる小項目の項目数に２を乗じて得
た数を基準とし、原則として、次の３段階評価で行うものとする。
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の90％以上 Ａ
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％以上90％未満 Ｂ
小項目の合計数値の割合が基準となる数値の50％未満 Ｃ
ただし、上記評価の結果、Ａ評価となった中項目にあっては、各小項目の達成

状況及びその他の要因を分析し、必要に応じＳ評価とすることができる。また、
Ｃ評価となった中項目にあっては、要因を分析し、必要に応じＤ評価とすること
ができる。

【評価結果】
◇小項目 １０×２点＝２０点
合計 ２０点（２０/２０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 統合メリットの発現による効率 ① 次のとおり組織運営及び組織体制の整備を行うことにより、検査等業務の効
的な業務の実施体制の整備 率的かつ効果的な推進及び緊急時や繁忙時における機動的で柔軟な業務運営を

検査等業務を効率的かつ効果的 行った。
に推進するため、各分野の専門家
からなるプロジェクトチームを設 【事業報告】
置する等により、各検査業務で得 ○ 平成21年度の業務実績の評価結果、平成22年度の業務の進捗状況、監事監
られた知見やノウハウの活用を図 査・内部監査・苦情処理の結果等を踏まえ、マネジメントレビューを実施す
るとともに、緊急時や繁忙時にお るとともに、その結果に基づき、中期目標・中期計画の確実な進捗管理、内
いて検査等に従事する職員を重点 部統制の充実・強化、一般競争入札における競争性の確保等について、理事
的に投入することができるよう、 長から本部の部長及び各地域センター所長に対して指示を行った。
スタッフ制を拡大する等により、
機動的かつ柔軟な業務運営を行 【特記事項】
う。 理事長は、フードチェーンを通じた食の安全と消費者の信頼の確保に資するた

め、業務運営の効率化と業務の質の向上を図り、肥飼料や農薬等の農業生産資材、
【年度計画】 食品等に関する専門技術的知見を活用して食の安全と消費者の信頼の確保を技術
① 統合メリットの発現による効率 的側面から担い、農林水産大臣から指示された中期目標に基づく中期計画を達成
的な業務の実施体制の整備 するとともに、整理合理化計画への対応や3法人の統合に伴う統合メリットを一

検査等業務を効率的かつ効果的 層発揮することが法人の課題であると認識している。
に推進するため及び緊急時や繁忙 マネジメントレビューの実施に当たっては、監事監査、センターが業務の信頼
時において機動的で柔軟な業務運 性を確保するために行う内部監査や苦情処理等の結果を踏まえ実施した。
営ができるよう、以下により組織
運営及び組織体制の整備を行う。 ◇理事長は、法人の課題を的確に認識している。
○ 理事長は独立行政法人農林水 ｓ：的確に認識し、経営戦略の決定と実行において特に優れた成果が得られた

産消費安全技術センター（以下 ａ：的確に認識している ａ
「センター」という。）の現状 ｃ：認識が充分とは言えない
の課題を認識し、的確な業務運 ｄ：認識していない
営を行うとともに業務の改善を
図るため、農林水産省独立行政 ◇理事長は、マネジメントレビューを実施する等、リーダーシップを発揮した的
法人評価委員会の評価結果の通 確な業務運営を行った。
知を受けた後、マネジメントレ ｓ：的確な業務運営を行い、業務運営の改善において特に優れた成果が得られた ａ
ビューを実施する。 ａ：的確な業務運営を行った

なお、実施に当たっては、セ ｃ：一部の業務運営おいて、的確さに欠けるところが見られた
ンターが業務の信頼性を確保す ｄ：的確な業務運営を行わなかった
るために行う内部監査や苦情処
理等の結果を踏まえるものとす 【事業報告】
る。 ○ 本部の各部及び各地域センターのすべての業務部門にスタッフ制を運用

○ 本部の各部及び各地域センタ し、各部課長等の指示により、業務の進捗状況等に対応して必要な検査体制
ーの業務部門に、緊急時や繁忙 に、スタッフ職員を集中的に配置する等の業務内容を調整するなど、効果的
時において検査等に従事する職 に運用した。
員を重点的に投入することがで
きるようスタッフ制を効果的に 【機動的な人員配置の強化(中期計画第1の2(1)の②ア(ｳ)に関する事業報告】
運用し、業務の進捗状況等に対 残留農薬基準のポジティブリスト化に伴う暫定基準の再評価等に関して、職員
応して、職員の業務内容を調整 を機動的に配置した。
する。

○ 各検査業務で得られた専門的 【特記事項】
知見の最大限の活用等を図るた 「中期計画第1の2(1)の②ア(ｳ)機動的な人員配置の強化」については、当指標
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め、必要に応じて各分野の専門 において評価する。
家からなるプロジェクトチーム
を設置する。 ◇本部の各部及び各地域センターに業務量を勘案してスタッフ職員を配置するこ

とにより、機動的で柔軟な業務運営を行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
○ 各分野の専門家からなるプロジェクトチームを次のとおり3件設置し、各

部門で蓄積された専門的知見を最大限に活用するなど統合メリットを最大限
に発揮した。
・前作に使用された農薬の作物残留分析等プロジェクトチーム
・一体的分析試験業務実施体制及び検査・分析能力向上のための研修のあり

方検討プロジェクトチーム
・東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査

プロジェクトチーム

◇プロジェクトチームを設置することにより、検査等業務を効率的かつ効果的に
行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 次の取組を実施することにより内部統制機能の充実・強化を推進し、業務の

【年度計画】 対外的な信頼性・透明性を確保した。
② 内部統制機能の充実・強化

業務の対外的な信頼性・透明性 ○ 平成21年度の業務について監事が理事長のマネジメントを含めた監査を行
の確保を図るため、コンプライア い、その結果を報告書に取りまとめ理事長に提出した。理事長は、監事監査
ンスを周知徹底するとともに、内 報告書の指摘についての改善措置等を講じ、その措置状況を整理して監事に
部統制機能を充実・強化し、業務 報告し、監事は当該報告書を受けて、各指摘事項についての措置状況を確認
の有効性と効率性を高め、財務報 した。
告の適正化を推進する。

○ 平成21年度マネジメントレビューにおける理事長の指示を受けて次の取組
を行った。

・ 財務・会計に関する専門的な内部監査を行う仕組みを構築し試行を行
い、平成23年度から実施することとした。

・ 「コンプライアンス推進規程」及び「内部通報等処理細則」を制定する
とともに、センターの「コンプライアンス基本方針」を制定し、役職員へ
の周知徹底を図った。

○ センターが業務活動を行う上で、法令、社会的規範を遵守し、倫理、良
識に従って行動することを明記した「行動理念」、業務や組織の運営等につ
いて法人が目指す方向を明記した「行動方針」の役職員への周知徹底を図
った。

○ 役員会において予算の執行状況及び業務の進捗状況を定期的に把握した。

○ 業務におけるリスク管理の観点から、業務規程類及び作業標準（手順書
等）の作成・見直しを行うとともに、内部監査、苦情処理、マネジメント
レビュー等、品質マネジメントシステム（ISO9000)の考え方を取り入れた
継続的な業務改善を実施し、業務の品質保証を図った。

○ 独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、平成21年度の財務諸表等に
ついて監査法人による監査を受けた。その結果、会計報告については準拠
すべき会計基準に従い適正に処理されていること、また、その財務状況、
運営状態等に関する情報が正しく表示されていることが確認された。

○ CIO（Chief Information Officer：情報化統括責任者）の指導の下、業
務・システム最適化推進委員会において、各種情報システムの取組状況、
各データベースの管理・運営状況等について報告し、課題の整理を行うと
ともに、全役職員を対象とした情報セキュリティ研修を行い、情報セキュ
リティに関する意識の向上を図った。

◇内部統制機能を充実・強化し、適正な組織運営を行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた
ａ：行った ａ
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 内部監査の一体的な実施 ③ 次に掲げる措置を講じることにより、内部監査体制を充実・強化し、業務の

内部監査体制を充実・強化し、 改善及び効率化を図った。
業務の改善及び効率化を図るた
め、業務運営（会計を含む。）を 【事業報告】
横断的に監査する専任の部署を設 ○ 役員直属の組織である業務監査室において、本部及び各地域センター等に
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置する。 おける業務全般の運営（会計を含む。）について内部監査を横断的に実施し、
また、担当する職員の監査能力 その結果についてマネジメントレビュー等で報告し、業務運営の改善に反映

の向上を図るため、内部監査員研 させた。
修を毎事業年度1回以上実施する。

さらに、外部の有識者を活用し 【特記事項】
た業務運営の改善を定期的に行 業務の効率的な実施を図るため、業務運営の横断的な内部監査を平成22年7月
う。 から同年9月に実施した。

内部監査で抽出した不適合39件及び改善推奨事項60件に対しては、必要な是正
【年度計画】 処置等を実施し、業務の改善及び効率化を図った。
③ 内部監査の一体的な実施

内部監査体制を充実・強化し、 ◇役員直属の組織である業務監査室において、業務運営の横断的な内部監査を実
業務の改善及び効率化を図るた 施した。
め、次に掲げる措置を講ずる。 ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた ａ
○ 業務運営（会計を含む。）の ａ：実施した

横断的な内部監査を役員直属の ｃ：実施しなかった
組織である業務監査室において ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
行う。

○ 監査能力の維持・向上を図る 【事業報告】
ため、内部監査員研修を実施す ○ 職員に対して内部監査員研修を1回（298名）実施した。
る。

○ 業務運営の改善を定期的に行 【特記事項】
うため、外部の有識者を含めた 内部監査員となるための資格基準として、過去3年以内の内部監査員研修の受
業務評価委員会による点検・評 講を義務付けている。
価を行う。

◇監査能力の維持・向上を図るため、内部監査員研修を1回以上実施した。
ｓ：1回以上以上実施し、特に優れた成果が得られた
ａ：1回以上実施した ａ
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
○ 平成23年3月に外部の有識者を含めた業務評価委員会を開催し、平成21年

度における業務実績の評価結果及びこれへの対応状況、平成22年度のマネジ
メントレビューの結果及び業務の実施状況等について点検・評価を行った。

【外部の有識者を含む委員会の設置(中期計画第2の1(1)の①)に関する事業報告
の記述】
外部の有識者を含む業務評価委員会を平成23年3月に開催し、平成22年度に実

施したプロジェクト課題のうち「前作に使用された農薬の作物残留分析等」及び
「一体的分析試験業務実施体制及び検査・分析能力向上のための研修のあり方検
討」について取組内容の評価を行った。

【特記事項】
「中期計画第2の1(1)の①外部の有識者を含む委員会の設置」については、当

指標において評価する。

◇外部の有識者を活用した業務評価委員会を開催し、業務運営の改善を行った。
ｓ：開催し、必要な改善を行い、特に優れた成果が得られた
ａ：開催し、必要な改善を行った ａ
ｃ：開催せず、又は必要な改善を行わなかった
ｄ：開催せず、又は必要な改善を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 本部及び地域組織の再編・統合 ④ 統合メリットを最大限発揮するとともに、事務・事業の効率的かつ効果的な

統合メリットを発揮させるた 運営を確保する観点から、次により地方組織の再編・統合を進めた。
め、3法人の統合後は旧センター ○ 平成21年度末に札幌センター小樽事務所を廃止したことに伴い、同事務所
神戸センターと一体的に運営する が入居していた小樽港湾合同庁舎の専用部分を返還するための原状回復工事
こととなる旧肥飼検大阪事務所及 を実施した。
び旧センター岡山センターの組織 ・小樽事務所原状回復工事 平成22年5月7日～22年7月2日
・業務については、旧センター神
戸センターの庁舎の移転・新築 ○ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議（注）

と併せて、神戸センターの庁舎に 決定）を受けて、門司事務所の移転について検討を行うため、門司事務所移
移管することとし、旧肥飼検大阪 転検討委員会を平成23年1月19日に設置し、1月25日に第1回目の会合を開催
事務所及び旧センター岡山センタ し、移転統合の基本方針等を検討した。
ーの事務所については、これらを
廃止する。なお、これらの廃止に ◇札幌センター小樽事務所を廃止するため、所要の取組を行った。
際しては、あらかじめ、利用者等 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
に周知徹底し、業務の円滑な引継 ａ：計画どおり行った －
ぎ等を行うこととする。 ｂ：概ね計画どおり行った

(注) 旧センター神戸センターの現 ｃ：行わなかった
庁舎については、老朽化と耐震上 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
の問題から、平成20年度を目途に 【平成19年度から平成20年度までの指標】
移転・新築する予定である。

【中期計画】 【事業報告】
④ 一般管理部門の合理化及び検査 ⑤ 次に掲げる取組を行うことにより、平成18年1月1日（※）を基準として、平
等業務への重点化 成23年1月1日時点における一般管理部門の常勤職員が全体に占める割合（％）

新規採用を抑制するとともに、 を18.4％から13.7％に4.7ポイント低下させ、検査等業務に従事する常勤職員
一般管理部門から業務部門への人 が全体に占める割合を67.2％から72.4％に5.2ポイント向上させ、検査検定機
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事異動により一般管理部門の要員 関として検査業務への重点化を図った。
を削減し、一般管理部門の要員が
全体に占める割合を、平成18年1 ※ 独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国会報告基準日であ
月1日を基準として、中期目標期 る。なお、平成18年1月1日における職員数は旧3法人の職員数を合計したも
間中に3ポイント程度低下させる。 のである。

なお、一般管理部門から業務部
門への人事異動を円滑に行うた ○ 一般管理部門の職員の退職に伴う補充としての新規採用は実施しなかっ
め、一般管理部門の職員を対象に た。
必要な研修を実施する。

また、検査検定機関として検査 ○ 本部及び地方組織の再編・統合と併せて一般管理部門の統合など合理化を
等業務への重点化を図るため、一 図り、一般管理部門から業務部門へ2名の異動を行った。これに伴い、業務
般管理部門の合理化と併せて情報 部門へ異動した一般管理部門の職員を対象に、異動先での業務に必要な研修
提供業務など検査等業務以外の業 を実施した。
務の重点化及び効率化を図ること
により、検査等業務に従事する要 ○ 肥料、飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する情報を消費者、生産者、
員が全体に占める割合を、平成18 事業者等へ一元的に提供するなど情報提供業務を重点的かつ効率的に行っ
年1月1日を基準として、中期目標 た。
期間中に2ポイント程度向上させ
る。 【特記事項】

◆達成度合（一般管理部門の要員の削減）：157％（4.7％／3.0％）
【年度計画】 ◆達成度合（検査等業務の要員の向上） ：260％（5.2％／2.0％）
④ 一般管理部門の合理化及び検査
等業務への重点化 ◇一般管理部門の要員が全体に占める割合を、平成18年1月1日を基準として、各

検査検定機関として検査等業務 事業年度ごとの計画値を達成した。（各事業年度ごとの計画値：中期計画開始時
への重点化を図るため、平成18年 からの経過年数に0.6ポイントを乗じて得られる増加率。） ａ
1月1日を基準として、一般管理部 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
門の要員が全体に占める割合を3 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
ポイント低下させ、検査等業務に ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった
従事する要員が全体に占める割合 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
を2ポイント向上させるため、ト ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
ップマネジメントにより、組織活 にあった
動の責任と権限を明確化した上で
適切な人員配置を行うとともに、 ◇検査等業務に従事する要員が全体に占める割合を、平成18年1月1日を基準とし
次に掲げる取組を行う。 て、各事業年度ごとの計画値を達成した。（各事業年度ごとの計画値：中期計画
○ 一般管理部門の職員の退職に 開始時からの経過年数に0.4ポイントを乗じて得られる増加率。） ａ

伴う補充に対応した新規採用を ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
抑制する。 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった

○ 一般管理部門から業務部門へ ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった
の人事異動を円滑に行うため、 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
異動する一般管理部門の職員を ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
対象に必要な研修を実施する。 にあった

○ 情報提供業務などの重点化及
び効率化について検討する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○業務運営能力の向上 Ａ
(2) 業務運営能力の向上 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
科学技術の進歩に対応しつつ的確 ① 次に掲げる資格の取得又は研修等を行うことにより、職員の技術的水準の向

な検査・分析の実施に資するよう、 上による業務運営能力の向上を図った。
職員の技術的水準の維持・向上を図
るため、次に掲げる研修及び資格等 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、研修を次のとおり行った。
の取得をセンター全体で計画的に推 また、研修企画委員会を開催した結果、職員技術研修中期計画については改
進する。 正を要する事項はなかった。
① 研修 ・専門技術研修及び技術能力向上研修

・機器分析研修 63回（延べ313名）
・ISO9000審査員研修 （うち機器操作研修 24回（延べ 47名））

② 資格の取得
・放射線取扱主任者 なお、第3期中期目標に対応した職員技術研修中期計画とするため、研修
・X線作業主任者 企画委員会において審議を行った。

また、試験研究機関等との共同研
究の実施等を通じて、検査分析に関 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO9000審査員研修コースを6名に受講さ
する先進的な技術、知識等の導入に せ、次のとおり有資格者を確保した。
努める。 ・ISO9000審査員研修修了者 57名（新規 6名）

【年度計画】 ○ 有資格者の必要なセンターに、放射線取扱主任者又はX線作業主任者を配
① 業務運営能力を向上させ、的確 置した。
な検査・分析の実施に資するた なお、平成22年度はX線作業主任者を新たに1名、資格を取得させた。
め、次に掲げる取組を行う。 ・放射線取扱主任者 72名（新規 0名）
○ 職員の技術的水準の向上及び ・X線作業主任者 22名（新規 1名）

資格等の取得を計画的に実施す
るため、別に定める職員技術研 ○ 遺伝子組換え食品の検査技術等、最新の分析技術に関する研修を34回（延
修中期計画に基づき研修を行う べ139名）行った。このうち、研究機関等が実施する高度な分析技術の研修
とともに、研修企画委員会を開 に3回（6名）受講させた。
催し、必要に応じて当該計画の
見直しを行う。 ◇職員の技術的水準の維持・向上を図るための研修及び資格の取得を計画的に行

○ 職員技術研修中期計画に基づ った。
き、ISO9000審査員研修コース ｓ：計画的に行い、特に優れた成果が得られた ａ
を受講させ、修了試験の合格者 ａ：計画的に行った
を確保する。 ｂ：計画的に行わなかった

○ 放射線を利用した分析・測定 ｃ：行わなかった
機器を適切に取り扱うため、放 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
射線取扱主任者又はＸ線作業主
任者を配置するとともに、必要 【事業報告】
に応じて、職員にこれらの資格 ② （独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所に職員2名を駐在さ
を取得させる。 せるとともに、大学及び試験研究機関等との共同研究を9課題実施する等の技

○ 職員の技術力の向上を図るた 術交流を行うことにより、検査分析等に係る先進的な技術、知識等の導入を図
め、遺伝子組換え食品の検査技 った。
術、安定同位体比測定技術等の
最新の分析技術に関する研修を ◇検査分析等に係る先進的な技術、知識等の導入を図るため、必要に応じて大学、
行う。 試験研究機関等との共同研究等を行った。

② 科学技術の進歩に対応し、検査 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
分析等に係る先進的な技術、知識 ａ：行った
等の導入を図るため、必要に応じ ｃ：行わなかった
て大学及び研究機関等との共同研 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
究及び技術交流を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○外部委託（アウトソーシング）による業務の効率化 Ａ
(3) 外部委託（アウトソーシング） 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
による業務の効率化

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
専門技術的知見の必要性が低い作 ① 「アウトソーシング実施規程」に基づき、外部の専門業者に委託した方が業

業等のうち次に掲げる業務について 務運営の効率化に資するものとして、次に掲げる業務について平成21年度に引
は、早期にアウトソーシングを行う。 き続きアウトソーシングを行い、業務の効率化を図った。
また、次に掲げる業務以外について
も、アウトソーシングを行う方が効 ・JAS規格見直し業務並びに肥料及び農薬の検査等業務に係るアンケート調査
率的な業務を整理するため、検討を 票の発送及び回答の集計作業
行う。 ・専門技術的知見の必要性が低い試薬調製作業
① JAS規格見直し業務並びに肥料 ・JAS製品の検査データの入力
及び農薬の検査等業務に係るアン ・専門知識を要しない外国文献の翻訳
ケート調査票の発送及び回答の集 ・メールマガジンの配信管理
計作業 ・広報誌の編集及び発送

② 専門技術的知見の必要性が低い ・汚泥肥料等の立入検査関連データの入力
試薬調製作業等

③ JASマークの付された農林物資 ② ホームページの作成・更新の業務については、経費削減コスト、業務の効率
（以下「JAS製品」という。）の検 化等の観点から検討し、情報の取扱い等に留意しつつ、アウトソーシングを実
査データ並びに肥飼料等の登録、 施した。
届出情報及び立入検査結果等のデ なお、農薬の検索システムについては、平成22年度から農薬の登録検査結果
ータの入力 の記録がそのまま検索システムに反映されるシステムへ移行したため、データ

④ ホームページ及び農薬の検索シ を入力するためのアウトソーシングの必要がなくなった。
ステムの運営管理

⑤ 専門知識を要しない外国文献の ③ ①及び②以外の業務について、アウトソーシングをした方が効率的な旅費業
翻訳 務について、その可能性を前広に検討した。

このため、次に掲げる規程等を整 なお、官民競争入札については、これまでも民間委託を行っていた庁舎管理
備する。 業務につき、市場化テストのスキームの活用により複数年契約化の可能性につ
ア 業務外部委託規程 いて検討した。
イ 委託（入札）仕様書
ウ 委託先（業者）選定基準 ◇専門技術的知見の必要性が低い作業等のアウトソーシングを推進した。

ｓ：計画どおり推進し、特に優れた成果が得られた
【年度計画】 ａ：計画どおり推進した ａ
① 次に掲げる業務については、平 ｂ：概ね計画どおり推進した
成21年度に引き続き、アウトソー ｃ：計画どおり推進できなかった
シングに係る関連規程等に基づき ｄ：計画どおり推進できず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
適切にアウトソーシングを実施す
る。
○ JAS規格見直し業務並びに肥

料及び農薬の検査等業務に係る
アンケート調査票の発送及び回
答の集計作業

○ 専門技術的知見の必要性が低
い試薬調製作業

○ JAS製品の検査データの入力
○ 専門知識を要しない外国文献

の翻訳
○ メールマガジンの配信管理
○ 広報誌の編集及び発送
○ 汚泥肥料等の立入検査等関連

データの入力
② 次に掲げる業務については、昨
年度の検討結果を踏まえ、本事業
年度中に適切にアウトソーシング
を実施する。
○ ホームページ及び農薬の検索

システムの運営管理
③ ①及び②以外の業務について
も、効率化を図るため、アウトソ
ーシングの可能性を検討する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○分析機器等に関する効率化 Ａ
(4) 分析機器等に関する効率化 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
センターに設置されている分析機 分析機器の稼働状況等の調査を行い、その結果を踏まえて分析件数を調整する

器等については、定期的にその稼働 等、平成23年度の検査計画の策定に反映させ、分析機器の稼働率の向上を図った。
状況等の調査を行い、その結果を踏
まえた検査計画を策定することによ
り、既存の分析機器等の稼働率の向
上を図る。 ◇全センターの分析機器の稼働状況の調査を行い、次年度の検査計画の策定に反
また、分析機器等の更新に当たっ 映させた。

ては、耐用年数の経過状況等のほか、 ｓ：反映し、特に優れた成果が得られた ａ
センター全体における必要性を十分 ａ：反映させた
に検討する。 ｃ：反映させなかった

ｄ：反映せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
【年度計画】

分析機器等の稼働率の向上を図る 【事業報告】
ため、その稼働状況等の調査を行い、 分析機器の新規購入及び更新に当たっては、整備方針を定めるとともに、分析
次の事業年度の検査計画の策定に反 試験業務担当課から購入の要望のあった機器について、同方針及び稼働状況等の
映させる。 調査結果を踏まえつつ、センター全体における必要性について十分な検討を行っ
また、分析機器等の新規購入及び た。これらの結果を踏まえ、札幌センターから購入の要望のあった電位差滴定装

更新に当たっては、耐用年数の経過 置については、神戸センターに設置され稼働状況が低いとされた装置を移設して
状況等のほか、センター全体におけ 活用するなど、センター全体で効率的な分析機器の運用を行った。
る必要性を十分に踏まえたものとす
る。 ◇分析機器等の更新に当たっては、センター全体としての必要性を検討した上で

更新した。
ｓ：十分に検討した上で更新し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：十分に検討した上で更新した
ｃ：十分に検討せず更新した
ｄ：十分に検討せず更新し、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○業務運営の効率化による経費の抑制 Ａ
(5) 業務運営の効率化による経費の 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
抑制

【評価結果】
◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
業務運営の効率化による経費の抑 人件費を除く運営費交付金で行う事業について、検査等業務の合理化及び効率

制については、各事業年度の人件費 化を図ること等により、対平成21年度比で一般管理費を3.5％、業務経費を5.0％
を除く運営費交付金で行う事業につ 抑制した。
いて、検査業務等の合理化と効率化
を図り、少なくとも対前事業年度比 【特記事項】
で一般管理費を3％、業務経費を1％ 一般管理費に要した経費は608,082千円であり、平成21年度の経費630,152千円
抑制する。 に対し3.5％抑制した。
さらに、センター全体として、本 業務経費に要した経費は855,848千円であり、平成21年度の経費901,089千円に

部及び地方組織の再編・統合に伴う 対し5.0％抑制した。
一般管理部門の統合等による管理部
門の合理化及び効率化、検査等業務 ◆達成度合（一般管理費の抑制）：117％（3.5％／3％）
の重点化及び業務間の連携・調整の ◆達成度合（業務経費の抑制） ：500％（5.0％／1％）
実施による効率化を行うなど、統合
メリットを発現することにより、中 平成22年度予算（単位：千円）
期目標期間の最終事業年度におい 支 出
て、平成18年度予算における一般管 業務経費 1,015,038
理費比で10％相当額の抑制を行う。 施設整備費 102,142

受託経費 0
【年度計画】 一般管理費 650,309
(1)～(4)に掲げる措置により、人 人件費 5,740,473

件費を除く運営費交付金で行う事業 計 7,507,962
について、少なくとも対前事業年度
比で一般管理費を3％、業務経費を1 ◇人件費を除く運営費交付金で行う事業について、新規事業分その他特別の事情
％抑制する。 による増加分を除き、一般管理費を対前年度比で3％抑制した。
さらに、センター全体として、本 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ

部及び地方組織の再編・統合に伴う ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
一般管理部門の統合等による管理部 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
門の合理化及び効率化、検査等業務 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
の重点化及び業務間の連携・調整の ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
実施による効率化を行うなど、統合 にあった
メリットを発現することにより、平
成18年度予算における一般管理費比 ◇人件費を除く運営費交付金で行う事業について、新規事業分その他特別の事情
で10％相当額の抑制を行う。 による増加分を除き、業務経費を対前年度比で1％抑制した。

ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【事業報告】
センター全体として、本部及び地方組織の一般管理部門を必要最小限の設置に

とどめる等の体制を引き続き維持するとともに、後述のとおり検査等業務の重点
化及び業務間の連携・調整の実施による効率化を行うなど、統合メリットを発現
することにより一般管理費を抑制し、平成22年度においては、平成18年度予算に
おける一般管理費比で10％相当額を抑制した。

なお、給与振込の口座数が平成22年2月1日から原則1口座となったことを受け、
センターにおいても1口座指定への変更及びメインバンクの利用等による振込手
数料の節減について、平成22年7月に役職員への周知徹底を図り、2口座指定の職
員数は、平成22年4月には229名であったが平成23年3月には119名となった。

【特記事項】
平成18年度一般管理費の予算額771,977千円（旧3法人合計）比△10％、77,198

千円の抑制を行った。

◆達成度合（統合メリットによる抑制）：100％(10％／10％)

◇統合メリットを発現することにより、年度計画に定められた一般管理費比相当
額の経費を抑制した。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
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ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○人件費の削減 Ａ
(6) 人件費の削減 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
簡素で効率的な政府を実現するた 業務の効率化を図ることにより常勤職員数を平成18年1月1日時点（※）の722

めの行政改革の推進に関する法律 名から673名（平成23年1月1日時点）と49名削減した。このことにより、平成17
（平成18年法律第47号）に基づき、 年度決算額を基準として人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外
平成18年度以降の5年間において、 福利費）並びに非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）
センター全体の人件費（退職金及び を7.4％削減した。
福利厚生費（法定福利費及び法定外 なお、平成21年度人員から6名の増員があったが、これは、育児休業職員が増
福利費）並びに非常勤役職員給与及 加したこと、また、21年度は予定外の退職者がいたこと等により常勤職員数が減
び人事院勧告を踏まえた給与改定部 少（△26名）したことから、引き続き業務を安定的に実施する必要があるため、
分を除く。）について5％以上の削減 採用等により必要最小限の職員を補充したことによるものである。
を行うとともに、(5)の10％相当額
の抑制を行うに当たり、一般管理部 ※：独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国会報告基準日であ
門の統合等による管理部門の合理化 る。なお、平成18年1月1日における職員数は旧3法人の職員数を合計したもの
等の統合メリットを発現することに である。
より、更なる人件費の削減を行う。
また、国家公務員の給与構造改革 なお、センターの給与体系は国と同水準を維持しており、平成22年度のラスパ

に併せ、人事院勧告を踏まえて、役 イレス指数（事務・技術職員）は98.8であった。
職員の給与について必要な見直しを
進める。更に、「経済財政運営と構 また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告及び「経済財政運営と構
造改革に関する基本方針2006」（平 造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、俸給を引き下げるとともに、期末・勤
成18年7月7日閣議決定）に基づき、 勉手当の支給割合の引き下げ等を行い、人件費の見直しを行った。
国家公務員の給与構造改革を踏ま
え、人件費改革を平成23年度まで継 なお、法定外福利費については、平成21年度に引き続きレクリエーション経費
続する。 の支出はなく、平成23年度の予算要求においても計上しなかった。また、職員の

公務災害補償費については、従来は法定外福利費の項目で整理してきたが、法律
【年度計画】 で義務付けられた事項であるため見直しを行い、平成22年度からは法定福利費と
業務の効率化を図り、人員を削減 して支出することとした。

することにより、人件費（退職金及
び福利厚生費（法定福利費及び法定 【人員に関する指標(中期計画第7の2(2))に関する事業報告の記述】
外福利費）並びに非常勤職員給与及 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日時点（※）の常勤職員722名から6
び人事院勧告を踏まえた給与改定部 73名（平成23年1月1日時点）と49名削減することにより、平成17年度決算額を基
分を除く。）について、平成17年度 準として人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに
決算額を基準として5％以上の削減 非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）を7.4％削減し
を行うとともに、(5)の10％相当額 た。
の抑制を行うに当たり、一般管理部 なお、平成21年度人員から6名の増員があったが、これは、育児休業職員が増
門の統合等による管理部門の合理化 加したこと、また、21年度は予定外の退職者がいたこと等により常勤職員数が減
等の統合メリットを発現することに 少（△26名）したことから引き続き業務を安定的に実施する必要があるため、採
より、更なる人件費の削減を行う。 用等により必要最小限の職員を補充したことによるものである。
また、「経済財政運営と構造改革

に関する基本方針2006」（平成18年7 ※ 独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国会報告基準日であ
月7日閣議決定）に基づき、国家公 る。なお、平成18年1月1日における職員数は旧3法人の職員数を合計したもの
務員の給与の改革を踏まえ、引き続 である。
き人件費改革を進めるとともに、人
事院勧告を踏まえて、役職員の給与 なお、センターの給与体系は国と同水準を維持しており、平成22年度のラスパ
について必要な見直しを行う。 イレス指数（事務・技術職員）は98.8であった。

また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告及び「経済財政運営と構
造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、俸給を引き下げるとともに、期末・勤
勉手当の支給割合の引き下げ等を行い、人件費の見直しを行った。

【特記事項】
平成22年度における退職金及び福利厚生経費並びに非常勤職員給与を除く人件

費は、4,367百万円であり、平成17年度の人件費4,887百万円(旧3法人合計)に対
し、10.6％削減した。
上記の削減率について、削減率算出の対象外とされた給与改定に伴う増減分に

相当する比率△3.2％の補正を行った結果、平成22年度における人件費の削減率
は7.4％となった。

給与水準に対する主務大臣の検証結果では「国家公務員より低い水準であり、
問題ないと考えている。」とされている。

独立行政法人は、労働基準法が適用となるため、国と算定基準が異なる超過勤
務手当・休日給・夜勤手当となるが、これらを除くと国と異なる諸手当の支払い
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の実績はなかった。

「中期計画第7の2(2)の人員に関する指標」については、当指標において評価
する。

◆達成度合（人件費の削減）：148％（7.4％／5％）

◇人件費について、退職金及び福利厚生費並びに非常勤職員給与及び人事院勧告
を踏まえた給与改定部分を除き、平成17年度を基準として、各事業年度ごとの削
減計画値を達成した。（各事業年度ごとの削減計画値：中期計画開始時からの経 ａ
過年数に1％を乗じて得られる削減率。）
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

◇国家公務員の給与構造改革に合わせ、人事院勧告を踏まえて、役職員の給与に
ついて必要な見直しを行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○生産段階における安全性等の確保に関する業務 Ａ
(1) 生産段階における安全性等の確 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
保に関する業務

【評価結果】
◇小項目 ２０×２点＝４０点
合計 ４０点（４０/４０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 肥料関係業務 ① 肥料関係業務
ア 肥料の検査等業務 ア 登録申請1,327件に係る調査の質を確保しつ

再生資源の利用促進により、汚泥等有害成分を含むおそれの高 つ、次に掲げる事項に取り組み、結果の報告ま
い肥料の銘柄の登録申請数が依然として高水準で推移することが でに要する期間を28日とし、平成17年度を基準
見込まれる中で、肥料の安全性の確保と食の安全の効率的かつ効 として6.7％削減した。
果的な推進に資するため、その申請に係る調査の質を確保しつつ、 (ｱ) 登録申請マニュアルを改訂し、要請に応
中期目標期間中に、当該調査結果の報告までの期間を5％削減す じて配布するとともに、肥料公定規格の改正
ることができるよう、次に掲げる事項を推進する。 時にはホームページに掲載している当該規格
(ｱ) 登録申請マニュアル及び登録Q&Aの改訂・配布並びにこれら の情報を速やかに更新し、登録申請者に対す

のホームページへの掲載を行うとともに、職員の問い合わせ対 る最新情報の提供を行った。なお、登録Q&A
応能力の向上を図ることにより、肥料の登録申請に関する問い について見直しを行った結果、改訂を要する
合わせ事務の合理化を図る。 事項はなかった。

(ｲ) 肥料用原材料のデータベースを、LANを用いて本部及び地方 また、窓口業務に係る職員7名に対して、「窓
組織で共有化することにより、登録申請時における安全性の可 口・電話対応について」等の研修を実施する
否の判断の迅速化を図る。 とともに、登録担当者によるプロジェクト会

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の導入に努め、分析・鑑定業務の効率 議を開催し、問合せ対応能力の向上を図った。
化等を図る。 (ｲ) 新規に登録申請があった1,327件につい

て、登録申請書を電子データ（PDF）化し、
また、平成12年度から汚泥肥料の検査を始めたところであるが、 インターネットVPNを用いて各センター間で

安全性に係る有害成分の基準値を超える違反が多数確認されると 情報を共有することにより、登録申請時にお
ともに、輸入肥料についても同様な事例が認められる中で、これ ける安全性の可否の判断の迅速化を図った。
ら成分の検査結果を迅速に判定することが求められている。この また、新たな製法による肥料の原料や材料
ため、中期目標期間中に、成分1点当たりに要する分析時間を5％ のデータベース化を引き続き行い、原料13件
削減することができるよう、次に掲げる事項を推進する。 及び材料57件を追加集積した。
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行うこと等により、検 さらに、肥料登録調査に関する統一的な枠

査の効率化を図る。 組みを確立するため、農林水産省、センター
(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等についてアウトソーシ 本部及び地域センターの職員で構成する肥料

ングを推進することにより、業務の合理化を図る。 登録プロジェクト会議を開催し、課題につい
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の導入等分析技術の高度化に努め、分 て検討を行った。

析・鑑定業務の効率化を図る。 (ｳ) これまでに改良し、妥当性が確認された
(ｴ) 機器分析研修等を積極的に受講させ、職員の分析技術の向上 肥料の重金属等分析法（ひ素、水銀の分析法

に努め、分析・鑑定業務の効率化を図る。 の改良及び同一の調製液によるカドミウム、
ニッケル、鉛の分析）を活用するとともに、

さらに、調査研究等業務については、次に掲げる分野を始め、 AOACインターナショナル日本セクション（As
肥料の施用による人畜に有害な農産物の生産の未然防止及び国民 sociation of Official Analytical Chemist
の健康の確保に資する分野に重点化する。 s International Japan Section)が主催し
(ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原料とした肥料の経年施用による有害成 た講演等3回に延べ7名参加し、最新の分析・

分の土壌への蓄積量や農産物への残留量の調査等、公定規格の 鑑定手法に関する情報の収集を行った。
設定の検討に資する調査

(ｲ) 肥料中の有害成分の適正な評価手法の開発 【特記事項】
なお、農林水産省から要請のあった事項については、最重点課 ◆達成度合（結果の報告期間の削減）

題として対応する。 ：133％（6.7％／5％）

イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 ◇検査等の効率化・合理化を図ることにより、肥
肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく立入検査につい 料の新規登録申請に係る調査結果の報告に要する

ては、有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者への重点化を 現行の目標期間（30日）を5％削減した。 ａ
図ることとし、全体の立入検査事業所数に占める割合を、平成17 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
年度を基準として、中期目標期間中に30％増加させる。また、立 果が得られた
入検査時の収去については、有害成分を含むおそれの高い肥料に ａ：達成度合は90％以上であった
ついて重点的に行うこととし、全体の収去点数に占める割合を、 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
平成17年度を基準として、中期目標期間中に50％増加させる。以 ｃ：達成度合は50％未満であった
上の目標を達成するため、次に掲げる事項を推進する。 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれが高い肥料以外の普 の著しく不適切な対応にあった

通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の結果 【中期目標終了時（平成22年度）の指標】
に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する生
産事業場等に対して立入検査の重点化を図ることにより、立入 【事業報告】
検査件数と収去点数を中期目標期間中にいずれも30％以上削減 肥料の安全性に係る有害成分の検査結果を迅
するとともに、 速に判定するため、次に掲げる事項を推進する

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産事 ことにより検査等の効率化、合理化を図り、分
業場に対する立入検査件数と収去点数を、中期目標期間中に、 析時間を8.7％削減した。
それぞれ30％、50％以上増加させることとする。 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごと
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また、立入検査の結果の報告については、中期目標期間中に、 に集中的に分析・鑑定（744試料、成分点数8,
農林水産省の指示から報告までに要する期間を、現行の目標期間 969点）を実施した。さらに、検査の効率化
（40業務日）に対して10％削減させるため、次に掲げる事項を推 を図るため、このうち、汚泥肥料の原料の溶
進する。 出試験（57試料、成分点数940点）を本部で
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行うことにより、検査 集中して実施した。

の効率化を図る。 (ｲ) 業務の合理化を図るため、ICP質量分析用
(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等についてアウトソーシ 標準液の調製のアウトソーシングを実施し

ングを推進することにより、業務の合理化を図る。 た。
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の導入に努め、分析・鑑定業務の効率 (ｳ) これまでに改良し、妥当性が確認された

化を図る。 肥料の重金属等分析法を活用するとともに、
(ｴ) LANの活用により、本部への報告等事務処理の効率化を図る。 AOACインターナショナル日本セクションが主

催した講演等3回に延べ7名参加し、最新の分
【年度計画】 析・鑑定手法に関する情報の収集を行った。
① 肥料関係業務 (ｴ) メーカー主催の機器分析研修等3回に延べ
ア 肥料の検査等業務 5名を参加させることにより、職員の分析技

再生資源の利用促進により、汚泥等有害成分を含むおそれの高 術の向上を図り、分析・鑑定業務の効率化を
い肥料の銘柄の登録申請数が依然として高水準で推移することが 行った。
見込まれる中で、肥料の安全性の確保と食の安全の効率的かつ効
果的な推進に資するため、その申請に係る調査の質を確保しつつ、 【特記事項】
次に掲げる事項を推進し、当該調査結果の報告までの期間を平成 ◆達成度合（分析時間の削減）
17年度を基準として5％削減する。 ：174％（8.7％／5％）
(ｱ) 登録申請に関する問合せ事務の合理化を図るため、その申請

マニュアル及び登録Q&Aを改訂し要請に基づき配布するととも ◇収去品の検査について、検査等の効率化・合理
に、ホームページに掲載した登録申請マニュアル等の活用促進 化を図ることにより、平成17年度を基準として、
に努める。 有害成分1点当たりに要する分析時間を5％削減し ａ

また、併せて接遇研修等を実施し職員の問合せ対応能力の向 た。
上を図る。 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成

(ｲ) 新たな製法による銘柄の登録申請があった場合には、LAN等 果が得られた
を用いて本部及び地方組織で情報を共有化し、登録申請時にお ａ：達成度合は90％以上であった
ける安全性の可否の判断の迅速化を図るとともに、肥料用原材 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
料のデータベース化を引き続き行う。 ｃ：達成度合は50％未満であった

さらに、本部及び地域組織における肥料登録調査に関する統 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
一的な枠組みを確立するため、農林水産省と十分連携しながら の著しく不適切な対応にあった
検討を行う。 【中期目標終了時（平成22年度）の指標】

(ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属等
の分析について、センターが分析時間を短縮できるように改良 【事業報告】
し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新の分析 調査研究等業務について、肥料の施用による
・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 人畜に有害な農産物の生産の未然防止と国民の

健康の確保に資する分野に重点化し、次の調査
また、平成12年度から汚泥肥料の検査を始めたところであるが、 研究等を行った。

安全性に係る有害成分の基準値を超える違反が多数確認されると
ともに、輸入肥料についても同様な事例が認められる中で、これ ・汚泥肥料の連用によるカドミウムの土壌蓄積
ら成分の検査結果を迅速に判定することが求められている。この 及び作物への吸収試験
ため、次に掲げる事項を推進し、成分1点当たりに要する分析時 ・カドミウムの土壌中における形態の変化に関
間を平成17年度を基準として5％削減する。 する調査
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行うこと等により検査 ・汚泥肥料中の重金属の含有量と溶出量の比較

の効率化を図る。また、汚泥肥料の原料の溶出試験を本部に集 検討
中して実施する。 ・肥料中の重金属等の分析法の検討

(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等について整理・検討す ・液状肥料中の農薬成分の分析法の検討
ることにより、アウトソーシングを推進し、業務の合理化を図
る。 なお、農林水産省から要請があった、ニーム

(ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属等 油かす肥料の油分と入荷経緯の調査について、
の分析について、センターが分析時間を短縮できるように改良 最重点課題として実施し、その結果を平成22年
し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新の分析 7月に報告した。
・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 また、「肥料等試験法（2010）」を取りまとめ、

(ｴ) 機器分析研修等を積極的に受講させ、職員の分析技術の高度 ホームページに掲載するとともに、「肥料研究
化に努め、分析・鑑定業務の効率化を図る。 報告第3号」を発行した。

さらに、調査研究等業務については、次に掲げる分野を始め、 ◇肥料に関連する調査研究業務について、肥料の
肥料の施用による人畜に有害な農産物の生産の未然防止と国民の 施用による人畜に有害な農産物の生産の未然防止
健康の確保に資する分野に重点化する。 及び国民の健康の確保に資する分野に重点化し ａ
(ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原料とした肥料の経年施用による有害成 た。（農林水産省から要請のあった事項について

分の土壌への蓄積量や農産物への残留量の調査等、公定規格の は、最重点課題とした。）
設定の検討に資する調査 ｓ：重点化し、特に優れた成果が得られた

(ｲ) 肥料中の有害成分の適正な評価手法の開発 ａ：重点化した
なお、農林水産省から要請のあった事項については、最重点課 ｃ：重点化しなかった

題として対応する。 ｄ：重点化せず、その要因は法人の著しく不適切
な対応にあった

イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務
肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基づく立入検査につい 【事業報告】

ては、有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者への重点化を イ 肥料取締法に基づく立入検査については、各
図ることとし、全体の立入検査事業所数に占める割合を、平成17 月ごとの集中検査や集中分析により、効果的か
年度を基準として、30％増加させる。また、立入検査時の収去に つ効率的に検査を実施した。また、立入検査及
ついては、有害成分を含むおそれの高い肥料について重点的に行 び立入検査時の収去について、次に掲げる事項
うこととし、全体の収去点数に占める割合を、平成17年度を基準 を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料の
として、50％増加させる。以上の目標を達成するため、次に掲げ 生産業者への重点化を図ることにより、汚泥肥
る事項を推進する。 料等の生産事業場への立入検査及び収去点数の
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外の普 占める割合を平成17年度の実績に対してそれぞ

通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の結果 れ60.2％及び140.6％増加させた。
に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する生
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産事業場等に対して立入検査の重点化を図ることにより、立入 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の
検査件数と収去点数をいずれも30％以上削減するとともに、 立入検査件数及び収去点数の割合

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産事
業場に対する立入検査件数と収去点数をそれぞれ30％、50％以 H22 H17 増減率
上増加する。 実績 実績
また、立入検査の結果の報告については、次に掲げる事項を推 立入検査件数

進し、農林水産大臣の指示から報告までに要する期間を、中期目 に占める汚泥 57.5％ 35.9％ 60.2％
標期間開始時の目標期間（40業務日）に対して10％削減する。 肥料等事業者
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行うことにより、検査 の割合

の効率化を図る。また､汚泥肥料の原料の溶出試験を本部に集 収去点数に占
中して実施する。 める汚泥肥料 45.0％ 18.7％ 140.6％

(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等について整理・検討す 等の収去割合
ることにより、アウトソーシングを推進し、業務の合理化を図
る。

(ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属等 【事業報告】
の分析について、センターが分析時間を短縮できるように改良 (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれ
し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新の分析 の高い肥料以外の普通肥料の生産事業場につ
・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 いては、過去5か年の立入検査の結果に基づ

(ｴ) 本部への報告等事務処理の効率化を図るためLAN等の活用を き、食品工業、化学工業等の副産物を原料に
実施する。 使用する生産事業場等に対して立入検査の重

点化を図ることにより、立入検査件数と収去
点数を平成17年度の実績に対してそれぞれ3
6.4％、55.5％削減した。

表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検
査件数及び収去点数

H22 H17 増減率
実績 実績

立入検査件数 276件 434件 △36.4％
収去点数 409点 919点 △55.5％

【特記事項】
《普通肥料の生産業者》
◆達成度合（立入検査件数）

：121％（36.4％／30％）
◆達成度合（収去点数）：185％（55.5％／30％）

◇汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い
肥料以外の普通肥料の生産事業場に対する立入検
査件数を年度計画に基づいて削減した。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

◇汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い
肥料以外の普通肥料の生産事業場に対する収去点
数を年度計画に基づいて削減した。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれ
の高い肥料の生産事業場に対する立入検査件
数と収去点数を平成17年度の実績に対してそ
れぞれ53.5％、58.0％増加した。

表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収去
点数

H22 H17 増減率
実績 実績

立入検査件数 373件 243件 53.5％
収去点数 335点 212点 58.0％

【特記事項】
《有害成分を含むおそれの高い肥料の生産業者》
◆達成度合（立入検査件数）

：178％（53.5％／30％）
◆達成度合（収去点数）：116％（58.0％／50％）
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◇汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い
肥料の生産事業場に対する立入検査件数を年度計
画に基づいて増加した。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

◇汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い
肥料の生産事業場に対する収去点数を年度計画に
基づいて増加した。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
立入検査の結果の報告については、次に掲げ

る事項を推進することにより、検査等の効率化、
合理化を図り、農林水産大臣の指示から報告ま
でに要する期間を現行の目標期間（40業務日）
に対して10.0％（4業務日）削減した。
(ｱ) 立入検査において収去した汚泥肥料の原
料の溶出試験（57試料、成分点数940点）を
本部で集中して実施した。

(ｲ) 業務の効率化を図るため、ICP質量分析用
標準液の調製についてアウトソーシングを実
施した。

(ｳ) これまでに改良し、妥当性が確認された
肥料の重金属等分析法を活用するとともに、
AOACインターナショナル日本セクションが主
催した講演等3回に延べ7名参加し、最新の分
析・鑑定手法に関する情報の収集を行った。

(ｴ) インターネットVPNを活用し、立入検査実
施計画等の報告事務処理の効率化を図った。

【特記事項】
◆達成度合（立入検査の結果の報告期間の削減）

：100％（4業務日／4業務日）

◇検査等の効率化・合理化を図ることにより、現
行の目標期間（40業務日）を基準として、 立入
検査の結果の報告に要する期間を10％削減した。 ａ
ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成

果が得られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった
【中期目標終了時（平成22年度）の指標】

【中期計画】 【事業報告】
② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務
ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の登録申請に係る検査の実施について

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP (Good Labo は、GLP（Good Laboratory Practice：優良試験所
ratory Practice：優良試験所規範)制度に基づいて実施すること 規範）制度に基づいて実施することを求めてい
を求めている試験項目の検査について、当該試験の信頼性に係る る試験項目の検査について、当該試験の信頼性
検査項目等の定型化を図る等、効率的かつ効果的に実施すること に係る検査項目等を定型化する等により効率化
により、旧農薬検の前中期目標において目標とした検査期間を、 を図った。
中期目標期間中に更に5％程度短縮することとし、具体的には、
次に掲げる目標期間内 に検査を完了させるため、次の(ｱ)から 平成22年度は、農林水産大臣から継続分を含（注）

(ｴ)までの措置を講じる。 め2,663件の検査指示があった。
ａ 農薬取締法（昭和23年法律第82号）第3条第1項第4号から第7 このうち、基準の設定が必要な農薬の検査指

号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準の設 示は513件であった。平成22年度内に検査が完
定が必要な農薬については、1年4か月以内 了した82件のうち、迅速化に係る目標期間であ

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内 る1年4か月以内に検査を完了したものは81件
（注）検査の過程で追加試験成績等の提出が必要な場合における当 （検査完了件数に対する割合：98.8％）であっ
該追加試験成績等が提出されるまでの期間及び登録申請された農 た。目標を達成できなかった1件については、A
薬のADI（Acceptable Daily Intake：体重1kg当たりの1日摂取許 DIの再評価のため、あらかじめ農林水産省農産
容量）等が設定されるまでに要する期間は、検査期間に含まない 園芸局長通知等で定められた試験成績以外の試
ものとする。 験成績が必要になり、その提出について申請者
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(ｱ) 検査項目の重点化 側で時間を要したものである。
GLP試験成績の信頼性に係る項目についてチェックリストを

作成し、農薬の登録申請に係る検査を効率的かつ効果的に実施 また、基準の設定が不要な農薬の検査指示は
する。 2,150件であった。平成22年度内に検査を完了

(ｲ) 検査業務の進行管理の充実 した1,433件のうち、迅速化に係る目標期間で
検査を行うに当たり、検査進行管理表に基づき各検査の進捗 ある10.5か月以内に検査を完了したものは1,43

状況を総合的かつ定期的に点検し、検査の遅延の要因を分析し 3件（検査完了件数に対する割合：100％）であ
て、検査の迅速化を図る。 った。

具体的には、
ａ 検査全体の進捗状況を検査職員全員が随時把握できるよ 表４ 平成22年度における目標期間の達成

う、LANシステムを改良する。 状況
ｂ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲 指示件 検査完 目標達 目標達成

げる場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検 基準 数 注１） 了件数 成件数 率 注２）
査については、 必要 513 82 81 98.8％
(a) 農林水産大臣からの検査指示から、基準の設定等を行う 不要 2,150 1,433 1,433 100％
厚生労働省、環境省及びリスク評価を行う食品安全委員会 注１）平成22年度に受けた指示件数とそれ
に対して必要な資料を送付するまで 以前に受けた指示で検査が継続してい

(b) 農林水産大臣からの検査指示から、同大臣に対する検査 るものの合計。
結果の報告までの検査期間について、きめ細かく検査の進 注２）対検査完了件数比。
捗状況を把握し、検査期間の削減を図る。

(ｳ) 機動的な人員配置の強化 【特記事項】
検査の進行状況を踏まえ、必要に応じて検査職員を機動的に 《検査完了件数に対する目標期間達成件数の割合》

配置する。 ◆達成度合（基準設定が必要な農薬）
(ｴ) 職員に対する研修のカリキュラムの策定及び研修の実施 ：98.8％（81件／82件）

業務内容の高度化及び専門化に対応しつつ、検査の迅速化を ◆達成度合（基準設定が不要な農薬）
図るため、新たに体系的な研修カリキュラムを策定し、これに ：100％（1,433件／1,433件）
基づく研修を実施する。

◇検査項目の重点化及び検査業務の進行管理の充
イ アの業務に附帯する業務 実を図ることにより、農薬取締法に係る基準設定

調査研究等、これまで附帯業務として実施してきた業務につい が必要な農薬について、目標期間内（1年4ヶ月以 ａ
ては、検査検定を主たる業務として実施する法人にふさわしいも 内）に検査を完了させた。
のに特化・重点化する(具体的措置は、第２の２(2)の②のウにお ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
いて後述)。 果が得られた

ａ：達成度合は90％以上であった
【年度計画】 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
② 農薬関係業務 ｃ：達成度合は50％未満であった
ア 農薬の検査等業務 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった
農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP (Good Labo

ratory Practice：優良試験所規範)制度に基づいて実施すること ◇検査項目の重点化及び検査業務の進行管理の充
を求めている試験項目の検査について、当該試験の信頼性に係る 実を図ることにより、農薬取締法に係る基準設定
検査項目等の定型化を図る等、効率的かつ効果的に実施すること が必要な農薬以外の農薬について、目標期間内 ａ
により、独立行政法人農薬検査所（以下「旧農薬検」という。） （10.5ヶ月以内）に検査を完了させた。
の前中期目標において目標とした検査期間をさらに5％程度短縮 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
することとし、具体的には、次に掲げる目標期間内（注）に検査 果が得られた
を完了させるため、次の(ｱ)から(ｴ)までの措置を講ずる。 ａ：達成度合は90％以上であった

ａ 農薬取締法（昭和23年法律第82号）第3条第1項第4号から ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
第7号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準の ｃ：達成度合は50％未満であった
設定が必要な農薬については、1年4か月以内 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内 の著しく不適切な対応にあった
（注）検査の過程で追加試験成績等の提出が必要な場合における当

該追加試験成績等が提出されるまでの期間及び登録申請された 【事業報告】
農薬のADI（Acceptable Daily Intake：体重1kg当たりの1日摂 (ｱ) 農薬登録申請に係る検査について、チェ
取許容量）等が設定されるまでに要する期間は、検査期間に含 ックリストを活用し、効率的に実施した。
まないものとする。 (ｲ) 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、そ

(ｱ) 検査項目の重点化 の結果を踏まえ、3か月ごと（5・8・11・2月）
GLP試験成績の信頼性に係る項目について平成18年度に作成した に検査進行状況の定期的点検及び検査の遅延
チェックリストを活用する。 要因把握を行うとともに、検査遅延防止のた

(ｲ) 検査業務の進行管理の充実 め、毎月1回、各検査担当課において検査進
登録検査に係る農薬について、検査進行管理表を作成し、これ 行状況を確認するなどにより検査の迅速化を
に基づき概ね3ヶ月に1回の頻度で検査進行管理会議を開催し、 図った。なお、検査に遅延は見られなかった。
検査の遅延がある場合はその要因を分析し、適切な措置を講ず ａ 効率的な進捗状況の管理を図るため、農
る。 薬登録検査に係る業務システムの更新を行っ
また、検査遅延防止のため、毎月1回、各検査担当課において ているところであるが、21年度に引き続き、

検査進行状況を確認し、遅延がある場合は適切な措置を講ずる。 機能の向上について検討を進めた。
さらに、 ｂ 検査が完了した農薬についての検査期間

ａ 検査進行状況の把握及び管理の効率化を図るため、業務シス を、検査指示から食品安全委員会送付までの
テムの情報を利用して、各検査員が相互に進捗状況を確認し、 検査期間及び全検査期間が把握できるよう、
管理者が適切に管理できるよう、申請書の審査に係る手順書を 四半期ごとに整理し、状況の把握を行い、遅
見直して周知を行う。 延発生の未然防止を図った。

ｂ 検査に要した期間を、検査指示から食品安全委員会送付まで (ｳ) 残留農薬基準のポジティブリスト化に伴
の検査期間及び全期間別に整理し、検査進行状況の把握及び検 う暫定基準の再評価等に関して、職員を機動
査遅延要因の分析を行う。 的に配置した。

(ｳ) 機動的な人員配置の強化 (ｴ) 登録検査に要求される毒性及び残留性等
機動的な人員配置を行うため、スタッフ制を活用し、部長及び に関する高度の専門知識の涵養を行うため、
課長は、必要に応じて職員の業務内容を調整する。 研修カリキュラムに基づき13回（48名）の研

(ｴ) 職員に対する研修の実施 修を実施した。また、内部研修で習得が難し
体系的な研修カリキュラムに基づいて研修を実施するととも い技術、知識等については8件の外部研修を
に、必要に応じカリキュラムの見直しを行う。 活用し、11名の職員を参加させた。
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イ アの業務に附帯する業務 【特記事項】
調査研究等、これまで附帯業務として実施してきた業務について 申請書の検査に係る手順書については、業務シ
は、検査検定を主たる業務として実施する法人にふさわしいもの ステムの更新状況を踏まえつつ、見直しを実施し、
に特化・重点化する（具体的措置は、第２の２(2)の②のウにお 周知を図っている。
いて後述）。

(ｳ)の取組みに当たっては、スタッフ制を活用
し、農薬の毒性及び作物残留性について専門的な
知識を有する主任調査官2名を担当課に配置し、
業務の効率化を図った。

(ｲ)及び(ｴ)の取組内容は「中期計画第2の2(2)
の①農薬の検査等業務」、(ｳ)の取組内容は「中期
計画第1の1(1)の①統合メリットの発現による効
率的な業務の実施体制の整備)」において評価す
るため、当指標においては評価しない。

◇GLP試験成績の信頼性に係る検査項目を重点化
したチェックリストを活用して農薬の登録申請に
係る検査を効率的かつ効果的に実施した。 ａ
ｓ：効率的かつ効果的に実施し、特に優れた成果

が得られた
ａ：効率的かつ効果的に実施した
ｂ：効率的かつ効果的に実施しなかった事例があ

った
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な

対応にあった

【事業報告】
イ 調査研究費全額をａ及びｂの調査研究に配分

した。
ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等
の国際的枠組の策定に当たり、これが我が国
へ導入された場合の可否の検証

ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応し
た新たな検査手法の開発

【研究費の重点配分(中期計画第2の2(2)の②ウ
(ｱ))に関する事業報告の記述】

調査研究費の全額をａ及びｂに配分した。

【特記事項】
「中期計画第2の2(2)の②ウ(ｱ)研究費の重点配

分」については、当指標において評価する。

◆達成度合（研究費全体に対する重点分野の割合）
：125％(100％／80％)

◇農薬関係業務に係る調査研究費のうち、中期目
標に掲げられた調査研究課題に係る調査研究経費
の割合を80％以上とした。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 飼料及び飼料添加物関係業務 ③ 飼料及び飼料添加物関係業務
ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリング検査につい ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリ

て、試験に従事する職員1人当たりの試験成分点数を増加させる ング検査について、試験の精度管理を的確に実
ために当該事業年度中に取り組むべき課題及び職員1人当たりの 施しつつ、平成18年度に開発したGC-MS、LC-MS
目標とする試験成分点数を年度計画に定め、分析法の改良、分析 等による有害物質等の一斉分析法等を活用する
技術の高度化等による分析業務の効率化を図り、中期目標期間の ことにより効率化を図り、試験に従事する職員
最終事業年度において試験に従事する職員1人当たりの試験成分 1人当たりの試験成分点数を平成22年度の目標
点数を平成17年度の実績に対して5％増加させる。 値2,500点に対して3,144点実施し、平成17年度

また、モニタリング検査については、輸入飼料中の有害物質の の実績に対して477％増加させた。
混入等、飼料の安全性に関する課題を勘案し、検査の必要性に応
じて重点化して実施する。 【特記事項】

さらに、分析法の開発・改良、調査研究等の業務については、 ◆達成度合（目標点数に対する試験成分点数の割
飼料の安全性に関する課題を勘案し、かつ、飼料分析基準検討会 合） ：126％(3,144点／2,500点)
等における適正な評価を図りつつ、効率的に重点化して実施する。

◇分析法の改良等による分析業務の効率化を図る
イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法 ことにより、職員1人当たりの試験成分点数を年
律第35号。以下「飼料安全法」という。）及び愛がん動物用飼料 度計画に基づき実施した。 ａ
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の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号。以下「ペッ ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
トフード安全法」という。）に基づく立入検査等業務 果が得られた
(ｱ) 検査の重点化 ａ：達成度合は90％以上であった

飼料安全法に基づく立入検査等については、年間600箇所以 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
上を目途とし、各事業年度における飼料の流通状況を勘案して、 ｃ：達成度合は50％未満であった
重点化する検査対象を年度計画に定めて、効率的かつ効果的に ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
検査を実施する。 の著しく不適切な対応にあった

また、ペットフード安全法に基づく立入検査等については、
農林水産大臣の指示に従い、効率的かつ効果的に検査を実施す 【事業報告】
る。 モニタリング検査については、飼料等による

家畜等への被害を未然に防止する観点から、飼
(ｲ) 検査結果報告の迅速化 料原料の大部分を占める輸入飼料を中心とした

飼料安全法に基づく立入検査等の結果及び収去対象飼料の試 飼料中の有害物質等に重点化し、飼料等の安全
験結果の報告については、事務手続の見直し等を行い、中期目 性の確保の充実を図った。
標期間中に、現行の報告に要する日数から少なくとも5業務日 さらに、分析法の開発・改良、調査研究等業
短縮し、立入検査結果にあっては立入検査の日から25業務日以 務については、農林水産省からの要請や飼料等
内に、また、収去品の試験結果にあっては試験を終了した日か の安全性に関する課題を勘案して重点化し、11
ら15業務日以内に報告する。 課題（16成分）について実施した。

これらの開発・改良した分析法は、「飼料分
【年度計画】 析基準検討会」において学識経験者による評価
③ 飼料及び飼料添加物関係業務 を受けた上で農林水産省に報告した。
ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリング検査につい
て、試験に従事する職員1人当たりの試験成分点数を増加させる ◇モニタリング検査、分析法の開発・改良、調査
ために、試験の精度管理を的確に実施しつつ平成18年度に飼料の 研究等業務については、飼料等の安全性に関する
成分規格に農薬が制定されたことに対応して開発した一斉分析法 課題に重点化して実施した。 ａ
を活用し分析業務の効率化を図り、職員1人当たりの目標とす ｓ：重点化し、特に優れた成果が得られた
る試験成分点数を年間2,500点とする。 ａ：重点化した

また、モニタリング検査については、輸入飼料中の有害物質の ｃ：重点化しなかった
混入等、飼料の安全性に関する課題を勘案し、検査の必要性に応 ｄ：重点化せず、その要因は法人の著しく不適切
じて重点化して実施する。 な対応にあった

さらに、分析法の開発・改良、調査研究等業務については、飼
料の安全性に関する課題を勘案し、かつ、飼料分析基準検討会等 【事業報告】
における適正な評価を図りつつ、効率的に重点化して実施する。 イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する

法律（昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」
イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法 という。）第57条第1項及び愛がん動物用飼料の
律第35号。以下「飼料安全法」という。）第57条第1項及び愛がん 安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83
動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号。 号。以下「ペットフード安全法」という。）第1
以下「ペットフード安全法」という。）第13条第1項の規定に基づ 3条第1項の規定に基づく立入検査等について
く立入検査等については、次に掲げる事項を実施する。 は、次に掲げる事項を実施した。
(ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 飼料安全法に基づく立入検査等について

飼料安全法に基づく立入検査等については、牛海綿状脳症の は、「平成22年度飼料等立入検査等実施の方
発生の防止、飼料の有害物質による汚染防止、未承認遺伝子組 針について（平成22年1月15日付け21消安第1
換え体の流通防止等に重点化して飼料倉庫、サイロ、飼料等製 1714号農林水産省消費・安全局長通知）」等
造事業場等に、年間600箇所以上を目途とし、効率的かつ効果 に基づき、牛海綿状脳症の発生防止、飼料の
的に検査を実施する。 有害物質による汚染防止、未承認遺伝子組換

また、ペットフード安全法に基づく立入検査等については、 え体の流通防止等を目的としたものに重点化
農林水産大臣の指示に従い、飼料製造事業場等に対し、効率的 して、613箇所に対して実施した。
かつ効果的に実施する。 さらに、検査の実施に当たっては、各月ご

(ｲ) 検査結果報告の迅速化 との集中的な検査・分析による効率的かつ効
飼料安全法に基づく立入検査等の結果及び収去対象品の試験 果的に検査を実施した。

結果の報告については、LAN等を活用して本部及び各地方組織 また、ペットフード安全法に基づく立入検
間の報告を簡素化することにより、農林水産大臣への報告に要 査等については、農林水産大臣からの指示に
する期間を中期目標期間開始時の報告に要する日数から少なく 従い、59箇所に対して効率的かつ効果的に実
とも5業務日短縮し、立入検査結果にあっては立入検査の日か 施した。
ら25業務日以内に、また、収去品の試験結果にあっては試験を
終了した日から15業務日以内とする。 【特記事項】

また、ペットフード安全法に基づく立入検査等の結果及び集 「(ｱ)ペットフード安全法に基づく立入検査等
取対象品の試験結果については、農林水産大臣の指示に従い報 の実施」に関する取組については、「中期計画第2
告する。 の2(3)の⑦ペットフード安全法に基づく立入検査

等業務」において評価するため、当指標において
は評価しない。

◆達成度合（600箇所以上の立入検査）
：102％（613箇所／600箇所）

◇飼料安全法に基づく立入検査等について、重点
化する検査対象を定めた上で、効果的かつ効率的
に検査等を600箇所以上実施した。 ａ
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に

優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であ

った
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要

因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
(ｲ) 飼料安全法に基づく立入検査等の結果及
び収去対象飼料の試験結果の農林水産大臣へ
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の報告については、インターネットVPNを活
用した本部及び各地域センター間における報
告事務の簡素化等を図り、報告に要する期間
をそれぞれ6業務日及び5業務日短縮した。

また、ペットフード安全法に基づく立入検
査等の結果及び集取対象品の試験結果につい
ては、速やかに農林水産大臣に報告した。

【特記事項】
◆達成度合（立入検査結果報告に要する日数の短
縮） ：110％（6業務日／5業務日）
◆達成度合（試験結果報告に要する日数の短縮）

：100％（5業務日／5業務日）

「(ｲ)ペットフード安全法に基づく立入検査等
の結果及び集取対象品の試験結果の報告」に関す
る取組については、「中期計画第2の2(3)の⑦ペッ
トフード安全法に基づく立入検査等業務」におい
て評価するため、当指標においては評価しない。

◇事務手続きの見直し等により、飼料安全法に基
づく立入検査等の結果を25業務日以内に農林水産
大臣へ報告した。 ａ
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が

得られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった
【中期目標終了時（平成22年度）の指標】

◇事務手続きの見直し等により、飼料安全法に基
づく収去品の試験結果を15業務日以内に農林水産
大臣へ報告した。 ａ
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が

得られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった
【中期目標終了時（平成22年度）の指標】

【中期計画】 【事業報告】
④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務
ア 集取品の検査業務 ア 集取品（29点）の検査については、集中的な

集取品の検査については、集中的な検査等による迅速化等を図 検査・試験による迅速化を行い、平成17年度を
り、中期目標期間中に、平成17年度を基準として、集取品1点当 基準として、集取品1点当たりに要する試験時
たりに要する試験時間を10％削減する。 間を11.0％削減した。

イ 地力増進法（昭和59年法律第34号)に基づく立入検査業務 表５ 集取品1点当たりに要する試験時間
効率的かつ効果的な立入検査を行うため、過去5か年間の立入 H22実績 H17実績 増減率

検査の結果を踏まえ、表示が不適切な製造業者、新規業者等に対 試験時間 7.92時間 8.90時間 △11.0％
する立入検査業務の重点化を図るとともに、立入検査の結果の報
告については、集中的な検査等による迅速化、稟議手続等の合理 【特記事項】
化等事務処理の効率化を図ることにより、中期目標期間中に、農 ◆達成度合（試験時間の短縮）
林水産大臣の指示から報告までに要する期間を、VA菌根菌資材を ：110％（11.0％／10％）
除き、30業務日に短縮する。

◇集取品の検査について、集中的な検査等による
【年度計画】 迅速化等を図ることにより、平成17年度を基準と
④ 土壌改良資材関係業務 して、集取品1点当たりに要する試験時間を10％ ａ
ア 集取品の検査業務 削減した。

集取品の検査については、集中的な検査等による迅速化を図り、 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
平成17年度を基準として、集取品1点当たりに要する試験時間を10 果が得られた
％削減する。 ａ：達成度合は90％以上であった

ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
イ 地力増進法（昭和59年法律第34号)に基づく立入検査業務 ｃ：達成度合は50％未満であった

効率的かつ効果的な立入検査を行うため、過去5か年間の立入 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
検査の結果を踏まえ、表示が不適切な製造業者、新規業者等に対 の著しく不適切な対応にあった
する立入検査業務の重点化を図るとともに、立入検査の結果の報
告については、稟議手続きの合理化等事務処理の効率化を図り、 【事業報告】
農林水産大臣の指示から報告までに要する期間を、VA菌根菌資材 イ 過去5か年間の立入検査結果を踏まえ、表示
を除き、中期目標期間開始時の目標期間（40業務日）に対して30 が不適切な製造業者、新規業者等に対する立入
業務日に短縮する。 検査業務の重点化を図り、効率的かつ効果的に

立入検査を33件実施した。

◇地力増進法に基づく立入検査について、表示が
不適切な製造業者、新規業者等に重点化した。
ｓ：重点化し、特に優れた成果が得られた ａ



- 24 -

ａ：重点化した
ｃ：重点化しなかった
ｄ：重点化せず、その要因は法人の著しく不適切

な対応にあった

【事業報告】
結果の報告については、電子媒体を用いるこ

とにより各地域センターからの報告事務処理の
簡素化・効率化を図り、立入検査の指示から報
告までに要する期間をすべての検査結果を30業
務日以内に農林水産大臣へ報告した。

【特記事項】
◆達成度合（報告期間の短縮）

：110％（11業務日／10業務日）

◇地力増進法に基づく立入検査について、現行の
目標期間（40業務日）を基準として、立入検査の
結果の報告に要する期間を年度計画に基づいて短 ａ
縮した。
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が

得られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務 Ａ
(2) 農林水産物等の品質及び表示の 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
適正化に関する業務

【評価結果】
◇小項目 ８×２点＝１６点
合計 １６点（１６/１６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 食品表示監視業務については、 ① 品質表示基準の遵守状況の確認のための検査の実施に当たっては、試験研究
国、地方公共団体等との役割分担 機関等と連携して実施したセンターの調査研究等により開発された検査技術を
を踏まえ、センターの有するDNA 活用し、次のとおり重点的な検査を3回実施した。
解析技術及び微量成分の検査分析
技術等の食品等に関する分析技術 ・大豆等加工食品（豆腐）の表示等に
とその活用によって蓄積された専 関する特別調査 200件
門技術的知見が必要とされる検査 ・加工米飯の表示等に関する特別調査 100件
等に重点化を図るとともに、検査 ・マグロ（生鮮食品）の表示等に
の方法又は工程の見直し、新たな 関する重点調査 300件
検査方法の導入等による効率的な
検査の実施により、平成17年度を 【特記事項】
基準として、検査に要する時間を ◆達成度合（重点的な検査回数）：150％（3回／2回）
中期目標期間中に10％削減し、検
査の効率化を図る。 ◇食品監視業務について、センターの有する農林物資の分析技術等を活用した重

点的な検査を実施した。
【年度計画】 ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた ａ
① 品質表示基準の遵守状況の確認 ａ：実施した
のための食品表示の監視業務（以 ｃ：実施しなかった
下「食品表示監視業務」という。） ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
について、農林水産物、飲食料品
及び油脂（以下「食品等」という。） 【事業報告】
に関する分析技術とその活用によ また、同一品目の分析試験を集中的に実施する等により、食品表示監視業務
って蓄積された専門技術的知見が に係る検査に要する時間を平成17年度を基準として13.8％削減した｡
必要とされる検査等に重点化を図
るため、センターの調査研究等に 【特記事項】
よって得られた成果を活用した特 ◆達成度合（総検査時間の削減）：138％（13.8％／10％）
定品目に係る重点的な検査を2回
以上行う。 ◇食品表示監視業務について、効率的な検査の実施により、平成17年度を基準と

また、食品表示監視業務に係る して、各事業年度ごとの削減計画値を達成した。（各事業年度ごとの削減計画値
検査に要する時間については、前 ：中期計画開始時からの経過年数に2％を乗じて得られる削減率。） ａ
事業年度に引き続き、分析試験ご ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
とに分析実施センターの集約化等 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
について検討し、総検査時間を平 ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった
成17年度を基準として10％削減す ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
る。 ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応

にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 農林物資の検査技術に関する調 ② 平成22年度に調査研究課題23課題を実施し、そのすべての課題について表示
査及び研究業務については、食品 の真正性確認に係る調査研究とし、全体に占める比率を100％とした。また、
表示の真正性確認に係る調査及び 調査及び研究については、引き続き本部、横浜事務所及び神戸センターに集約
研究を重点的に行うため、表示の して行った。
真正性確認に係る調査及び研究課 なお、23課題のうち次の2課題については年度途中で課題を追加して実施し
題の比率を全体の80％以上とする た。
とともに、各地方組織で実施して 「農産物加工品からの遺伝子組換え体の定性分析技術の開発＜遺伝子組換え
いた調査及び研究を本部及び特定 パパイヤ加工品の検知法＞」については、新たに遺伝子組換えに関する表示対
の地方組織に集約して行う。 象農産物にパパイヤが追加される予定であることを踏まえ、パパイヤ加工品中

からの組換えDNA検出法の確立について、厚生労働省国立医薬品食品衛生研究
【年度計画】 所から共同研究の要請を受けて実施した。
② 農林物資の検査技術に関する調 「農産物からの遺伝子組換え体の定量のための分析技術の確立＜トウモロコ
査及び研究の重点化を図るため、 シグループ単位検査法のコラボレーティブ試験の実施に係る検討＞」について
全調査研究課題のうち、表示の真 は、農林水産技術会議の委託プロジェクト研究の一環として受託の要請があっ
正性確認に係る調査及び研究課題 たため、課題を追加して実施した。
の比率を全体の80％以上とすると このほか、「安定同位体比分析による牛肉の産地判別法の検討」（生鮮）につ
ともに、調査及び研究については いては、ウナギの産地偽装があとを絶たない中、従来のDNA分析、元素分析に
本部（横浜事務所を含む。）及び よる判別方法のほか、新たな手法の開発について、表示監視業務の現場等から
神戸センターに集約して行う。 の強い要望を踏まえ、当初は牛肉について行うこととしていた課題を変更し、

なお、年度途中で実施すべき課 「安定同位体比分析による牛肉及びウナギ加工品の産地判別法の検討」（加工）
題が発生した場合には、この割合 として、ウナギ加工品に係る調査を実施した。
に留意し、必要に応じて課題の調
整を行う。 【特記事項】

［食品表示の真正性確認に係る課題の内訳］
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1.生鮮食品の判別技術 8課題
2.加工食品の原材料の判別技術 11課題
3.遺伝子組換え食品の分析技術 4課題

それぞれの課題名及び内容については第2-3(5)を参照。

◆達成度合（食品表示の真正性確認に係る課題の比率）：125％(100％／80％)

◇全調査研究課題のうち、食品表示の真正性確認に係る課題の比率は全体の80％
であった。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

◇各地域センターで実施していた調査及び研究を本部及び特定の地域センターに
集約した。
ｓ：集約し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：集約した
ｃ：集約しなかった
ｄ：集約せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 登録認定機関の登録及びその更 ③ 登録認定機関（登録外国認定機関を含む。以下同じ。）の登録及び登録の更

新時における調査については、検 新時における調査（以下「技術上の調査」という。）については、次に掲げる
査員の能力向上と適切な進行管理 取組を行うことにより、調査を行った416件すべての案件について、農林水産
により、農林水産省の調査指示か 大臣の調査指示から27業務日以内に報告した。
ら報告までの目標期間（30業務日
（ただし、申請者に対し、照会、 ○ 事務処理の簡素化・合理化等について検討を行い、技術上の調査に係る基
追加・補足資料等が必要とされ、 準文書について、本部及び地域センター等の調査員等で編成された調査チー
事務処理を行うことができなかっ ムで技術上の調査を行う際の手続きについて明確化する等所要の改正を行っ
た等の期間を除く。第２の３にお た。
いて同じ。））を中期目標期間中に また、検査員（調査員又は調査員補）の調査能力向上を図るため、調査員
10％削減する。 には、これまでの技術上の調査等の実績を事例演習に反映させた研修を2回

（17名）実施するとともに、調査を補佐する調査員補には、技術上の調査等
【年度計画】 において必要な知識等を習得するための研修を4回（11名）実施した。
③ 登録認定機関（登録外国認定機
関を含む。以下同じ。）の登録及 【特記事項】
び登録の更新時における調査（以 ◆達成度合（報告までの目標期間の削減）：100％(3業務日／3業務日)
下「技術上の調査」という。）に
ついては、事務処理の簡素・合理 ◇登録認定機関の技術上の調査に係る報告の目標期間（30業務日）を10％削減し
化の取組みを踏まえ、農林水産省 た。
の調査指示から報告までの目標期 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得られた ａ
間（30業務日（ただし、申請者に ａ：達成度合は90％以上であった
対し、照会、追加・補足資料等が ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
必要とされ、事務処理を行うこと ｃ：達成度合は50％未満であった
ができなかった等の期間について ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
は除く。第２の３において同じ。）） 【中期目標終了時（平成22年度）の指標】
を10％削減し、27業務日以内とす
る。 ◇登録認定機関の技術上の調査に係る報告の目標期間を年度計画に基づいて短縮

また、目標期間を10％削減する するとともに、中期目標期間中に10％削減するための取組を行った。
ことができるよう、登録認定機関 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
の技術上の調査に係る基準文書を ａ：計画どおり行った
必要に応じて見直すとともに、検 ｂ：概ね計画どおり行った
査員への周知徹底及び教育訓練を ｃ：計画どおり行わなかった
行うことにより検査員の能力向上 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
を図る。 【平成21年度までの指標】

【中期計画】 【事業報告】
④ 農林水産省が行うリスク管理に ④ 次に掲げる取組を行うことにより、農林水産省が行うリスク管理に資するた
資するための有害物質の分析業務 めの有害物質の分析業務の効率化を図った。
については、同一品目の集中的な
実施、分析の作業工程の最適化等 ○ これまで個別試験法で分析していた一部の農薬について、厚生労働省が通
による効率的な分析の実施によ 知している一斉試験法への一体化及び一部の農薬について分析実施センター
り、平成17年度を基準として、試 の集約化により、残留農薬の分析に要する時間を平成17年度を基準と
料の分析に要する時間を中期目標 して17.2％削減した。
期間中に10％削減する。

また、月別の分析業務量を平準 【特記事項】
化することにより、業務の効率化 残留農薬の試験法のうち、個別試験として実施していた9成分を一斉試験法に
を図る。 組み込み、そのほかの個別試験法による多くの成分を特定のセンター等に集約し

さらに、分析対象の選定や分析 て分析することにより、分析時間を削減した。
の実施に当たっては、生産資材の
特性や使用実態、センターの有す ◆達成度合（分析時間の短縮）：172％(17.2％／10％)
る残留農薬等のデータ等の情報に
基づき、検査等業務が連携して検 ◇リスク管理のための有害物質の分析業務について、効率的な分析の実施等によ
討した上で、比較的リスクが高い り、平成17年度を基準として、各事業年度ごとの削減計画値を達成した。（各事
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おそれのある農作物等を対象に、 業年度ごとの削減計画値：中期計画開始時からの経過年数に2％を乗じて得られ ａ
戦略的かつ重点的に実施する。 る削減率。）

ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった

【年度計画】 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
④ 農林水産省が行うリスク管理に ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
資するための有害物質の分析業務 にあった
については、個別に分析していた
農薬の試験法の一部を厚生労働省 【事業報告】
が通知している試験法に準じた一 ○ また、月別の業務量を平準化し、業務の効率化を図るため、業務量の比較
斉試験法に組み込むこと等につい 的少ない4～6月期に分析要員の教育訓練及び分析の効率化のための試験を実
て検討し、平成17年度を基準とし 施するとともに、技能試験等の実施時期を可能な限り調整した。
て試料の分析に要する時間を10％
削減する。 ◇月別の分析件数等を平準化することにより業務の効率化を図った。

また、分析要員に対する教育訓 ｓ：効率化を図り、特に優れた成果が得られた
練との実施時期の調整を図り、月 ａ：効率化を図った ａ
別の分析業務量を平準化すること ｃ：効率化を図らなかった
により、業務の効率化を図る。 ｄ：効率化を図らず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

さらに、比較的リスクが高いお
それのある農産物等の分析を戦略 【事業報告】
的かつ重点的に実施するため、分 ○ 分析対象農薬の選定に当たっては、国内の登録農薬が400～500種類に及
析対象や分析方法等の選定に当た ぶことから、比較的リスクの高いおそれのある農薬を重点的に実施するため、
っては、検査等業務を行う各部門 農薬検査部門が有する農薬の使用量等に関する情報に基づき野菜・果実の分
が有するデータ等の情報に基づ 析対象農薬を161種類に絞り込み、農林水産省関係部局と緊密に連携しつつ、
き、農林水産省関係部局と緊密に 食品検査部門において実施計画を策定し、適切に実施した。
連携しつつ、検査関係各部門の協
力の下、実施計画を策定し、適切 【特記事項】
に実施する。 分析対象農薬の絞り込みに当たっては、農薬の使用頻度、製造量、残留状況等

を勘案して選定した。

◇農林水産省が行うリスク管理に資するための有害物質の分析業務について、戦
略的かつ重点的に実施した。
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：実施した
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○情報提供業務 Ａ
(3) 情報提供業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 食品等の品質及び表示、肥料、 ① 次に掲げる措置を講ずることにより、センターが有する専門的知見を活用し
農薬、飼料及び飼料添加物並びに つつ、食品等の品質及び表示、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改
土壌改良資材の品質及び安全性等 良資材の品質及び安全性等、食の安全と消費者の信頼の確保に関する情報を重
に関する情報を一元的に収集・発 点的に収集・整理し、インターネットによる効率的かつ迅速な情報発信、講習
信するため、検査及び調査並びに 会等を通じた的確な情報の提供を行った。
法令に基づく業務との連携を図り
つつ、これらの業務により作成さ 【事業報告】
れた情報のデータベースや情報シ ○ 各業務により蓄積されたデータベースや情報システムについて、一元的管
ステムの的確な管理のための要員 理を行うために必要な各データベースごとの的確な管理のための要員とし
を平成19年度から配置するととも て、管理責任者及び所定の期間内のデータ入力状況を確認する進行管理者を
に、これらのデータベース等を活 定め、必要に応じて見直しを行った。
用した一元的な対応を図るため、
CIO（Chief Information Officer ◇得られた情報をセンター業務情報化システム等により迅速に集積・整理し、一
：情報化統括責任者）を設置する 元的に管理する体制を構築した、又は定期的な見直しを行い、必要な改善を行っ
等の体制を構築する。 た。 ａ

ｓ：必要な改善を行い、特に優れた成果が得られた
【年度計画】 ａ：必要な改善を行った
① センターが有する専門的知見を ｃ：必要な改善を行わなかった
活用しつつ、食品等の品質及び表 ｄ：必要な改善を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
示、肥料、農薬、飼料及び飼料添
加物並びに土壌改良資材の品質及 【事業報告】
び安全性等、食の安全と消費者の ○ CIOの指導の下、業務・システム最適化推進委員会分科会において、セン
信頼の確保に関する情報を重点的 ター業務情報化システムの見直しやグループウェア等のシステムの改善につ
に収集・整理し、インターネット いて検討を行い、その結果をCIOへ報告した。また、CIOを委員長とする業務
（ホームページ及びメールマガジ ・システム最適化推進委員会を平成23年3月に開催し、検討結果の報告を行
ンを含む。以下同じ。）による効 うとともに、老朽化した機器の更新等の改善を行った。
率的かつ迅速な情報発信、講習会
等を通じた的確な情報の提供を行 ◇CIOの指導のもとデータベースや情報システムのあり方を検討し、必要な改善
うため、次に掲げる措置を講ずる。 を行った。
○ 食品等、肥料、農薬、飼料及 ｓ：必要な改善を行い、特に優れた成果が得られた ａ

び飼料添加物並びに土壌改良資 ａ：必要な改善を行った
材の検査及び調査の結果や、肥 ｃ：必要な改善を行わなかった
料取締法、農薬取締法、飼料安 ｄ：必要な改善を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
全法及び地力増進法に基づく業
務により蓄積されたデータベー
スや情報システムを一元的に管
理する体制及び要員の配置を必
要に応じて見直す。

○ CIO（Chief Information Off
icer：情報化統括責任者）の指
導の下でデータベースや情報シ
ステムのあり方を検討し、必要
な改善を図る。

【中期計画】 【事業報告】
② 食の安全と消費者の信頼の確保 ② 次に掲げる措置を講ずることにより、食の安全と消費者の信頼の確保の観点
の観点から情報提供を行う内容の から情報提供を行う内容の重点化を図った。
重点化を図るため、情報提供業務
により収集・整理する情報につい 【事業報告】
ては、必要に応じて外部の有識者 ○ 外部の有識者を含む情報提供業務検討・評価委員会を平成23年3月に開催
を含む委員会において検討・評価 し、平成22年度の情報提供業務の実施状況を点検・評価した。その結果、「F
を行うとともに、消費者、生産者 AMIC」の認知度をさらに高めるための名称のPRや、CMS（コンテンツマネジ
及び事業者等に対するアンケート メントシステム）の導入によるホームページ作成・管理の効率化等について
調査の実施により、随時、提供内 意見があり、平成23年度の課題として検討することとした。
容等の見直しを図る。 なお、ホームページの検索エンジンから容易にアクセスされやすくすべき

との平成21年度の同委員会における意見に対し、ホームページ等においては
【年度計画】 「FAMIC」だけでなく、「ファミック」のカタカナ名称を記載する等の改善を
② 食の安全と消費者の信頼の確保 行った。
の観点から情報提供を行う内容の
重点化を図るため、次に掲げる措 ◇報提供業務により収集・整理する情報について、外部の有識者を含む委員会に
置を講ずる。 おいて検討・評価を行った。
○ 外部の有識者を含む委員会を ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
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設置し、次の事業年度に重点的 ａ：行った
に収集・整理する情報分野を検討 ｃ：行わなかった
する。また、この委員会において、 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
情報の収集、整理、提供に関する
業務の実施状況を点検・評価し、 【事業報告】
必要な改善を図る。 ○ 消費者、生産者及び事業者等の関心事項を把握するためのアンケート調査等
○ 消費者、生産者及び事業者等 を、次のとおり実施した。
の関心の高い情報を重点的に収集
するためのアンケート調査等を実 ・ ホームページ、広報誌及びメ－ルマガジンの利用者に対し、情報内容等に
施し、随時、提供内容の見直しを 関するアンケート調査を行った。
図る。 ・ ホームページに関する意見要望等を随時受け付けるコンテンツを引続き設

置した。
・ 講習会及び研修会の課題等の選定に資するため、センターが開催する講習

会の際に、アンケート調査を行った。

◇消費者、生産者及び事業者等の関心の高い情報を重点的に収集するためのアン
ケート調査等を実施した。
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：実施した
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった



- 30 -

評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組 Ａ
(1) 食の安全と消費者の信頼の確保 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
に向けた取組

【評価結果】
◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 食の安全と消費者の信頼の確保 次に掲げる事項について適切な取組を行うことにより、新たなリスクへの対
に資するため、中期目標期間中に 応などセンター全体として取り組む課題の解決や、緊急時における迅速な食品
次に掲げるような8課題について の安全性の確保等を図った。
検討し、結論を得る。

【事業報告】
ア 職員の分析能力の向上及び平準 ① 食の安全と消費者の食に対する信頼性を確保する観点から、センター全体と
化に向けた定期的な技能試験の実 して取り組むべき次の3課題について、専門技術的知見を有する職員から構成
施方法の検討及び試験結果に基づ するプロジェクトチームを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的に実施した。
く研修プログラムの作成

イ 検査結果の信頼度を向上させる 【前作に使用された農薬の作物残留分析等】
ための業務改善プログラムの作成 平成19年度、20年度及び21年度に引き続き、前作に使用した農薬の残留
及び当該プログラムに基づく業務 によるリスク低減に資するためさらにデータを蓄積すること、また、農薬
の改善 残留基準の国際調和を一層推進することを目的として、食品検査部門及び

ウ 海外における生産資材に係るリ 農薬検査部門によるプロジェクトチームを設置し、農薬検査部門が有する
スク管理情報や農薬等の安全性に 土壌半減期の長い農薬等に関する知見を活用して分析対象農薬を再度検討
係る情報等、消費者等の関心が高 ・追加し、前作農薬の残留状況及び果実の部位別の残留状況について、両
く、重点的に収集すべき情報に係 部門の連携のもと効率的かつ効果的な検査分析を実施した。
る収集方法の検討

エ 広報誌、メールマガジン等の情 【一体的分析試験業務実施体制及び検査・分析能力向上のための研修のあり
報提供媒体の活用方策やプレゼン 方検討】
テーション方法等に関する情報提 平成21年度に設置したの検討結果を踏まえて引き続き検討を行い、今後、
供能力の向上のためのプログラム 品質システム委員会(仮称)を設置することや、精度管理に係る統一的な考
の策定及び当該プログラムに基づ え方を策定すること、各種研修について職員の技術レベルと必要な人材育
く業務の改善 成の観点から体系的に整理すること等の結論を得た。

オ 肥飼料や農薬に由来する食品中
の危害要因に係る情報の収集・分 【東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国産飼料等安全確認緊急検査】
析 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による原発事故により、周辺地

カ 肥飼料や農薬の使用実態及び特 域で生産された飼料を含む農畜産物に放射能汚染の不安が高まったことを
性を踏まえた食品中の有害物質の 受け、農畜産物の安全性を確保することを目的として飼料等の分析を早急
実態調査 に実施するため、飼料部門と食品部門が連携してプロジェクトチームを設

キ 有機農産物の表示等の新たな表 置し、緊急モニタリング調査を行う体制を整備した。
示に対応した検査技術や検査方法
の改善・改良 【特記事項】

ク アからキまでに掲げるもののほ 「外部の有識者を含む委員会の設置」は、「中期計画第1の1(1)の③内部監査の
か、食の安全と消費者の信頼の確 一体的な実施」において評価するため、当指標においては評価しない。
保の観点から特に必要な課題

◇食の安全と消費者の信頼の確保に資するためにセンターとして取り組むべき課
上記の課題の取組に当たって 題を選定し、調査分析等を効率的かつ効果的に実施した。

は、外部の有識者を含む委員会を ｓ：効率的かつ効果的に実施し、特に優れた成果が得られた ａ
設置し、毎事業年度、取組内容の ａ：効率的かつ効果的に実施した
評価・改善を図るとともに、専門 ｃ：効率的かつ効果的に実施しなかった
技術的知見を有する職員により構 ｄ：効率的かつ効果的に実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあっ
成されるプロジェクトチームの設 た
置等により、各業務の連携・調整
を図りつつ、効率的・効果的に実
施する。

【年度計画】
① 食の安全と消費者の食に対する
信頼性を確保する観点から、セン
ター全体として取り組むべき課題
を次に掲げるような課題の中か
ら、2課題以上選定し、専門技術
的知見を有する職員から構成する
プロジェクトチームを設置し、調
査分析等を効率的かつ効果的に実
施する。

また、外部の有識者を含む委員
会において、取組内容の評価改善
を図る。

ア 職員の分析能力の向上及び平準
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化に向けた定期的な技能試験の実
施方法の検討及び試験結果に基づ
く研修プログラムの作成

イ 検査結果の信頼度を向上させる
ための業務改善プログラムの作成
及び当該プログラムに基づく業務
の改善

ウ 海外における生産資材に係るリ
スク管理情報や農薬等の安全性に
係る情報等消費者等の関心が高
く、重点的に収集すべき情報に係
る収集方法の検討

エ 広報誌、メールマガジン等の情
報提供媒体の活用方策やプレゼン
テーション方法等に関する情報提
供能力の向上のためのプログラム
の策定及び当該プログラムに基づ
く業務の改善

オ 肥飼料や農薬に由来する食品中
の危害要因に係る情報の収集・分
析

カ 肥飼料や農薬の使用実態及び特
性を踏まえた食品中の有害物質の
実態調査

キ 有機農産物の表示等の新たな表
示に対応した検査技術や検査方法
の改善・改良

ク アからキまでに掲げるもののほ
か、食の安全と消費者の信頼の確
保の観点から特に必要な課題

【中期計画】 【事業報告】
② 緊急時において、迅速な検査の ② 次に掲げる取組を実施することにより、緊急的にセンター一体となって被害
実施による被害のまん延の防止及 のまん延の防止及び危害原因の特定に努める必要が生じた場合にあっては、プ
び原因の特定を行うための体制を ロジェクトチームの設置やスタッフ制の活用などを行い、検査等に係る知見や
確保するため、次に掲げる取組を ノウハウの結集を図りつつ、総力をあげて検査等を迅速かつ効果的に実施する
実施する。 ための体制を整備した。

ア リスクに応じて必要となる専門 【事業報告】
分野や分析機器の検証及び活用方 ア リスクに応じて必要となる専門分野や分析機器についての検証及び活用方策
策の検討並びに地方組織を含めた の検討並びに地方組織を含めた全国組織の連携方策を定めた「緊急調査分析実
全国組織の連携方策及び緊急時に 施規程」、同規程に基づき緊急時における指示・連絡体制等を定めた「緊急調
おける指示・連絡体制等の対応マ 査分析実施マニュアル」について見直しを検討した結果、改正を要する事項は
ニュアルの策定 なかった。

イ 対応マニュアルに基づく連絡体
制、専門的知見を有する職員及び 【特記事項】
機器の登録・更新 改正の必要がなかったため、評価しない。

ウ 対応マニュアルに基づく訓練の
実施、緊急時の事例の収集・解析、 ◇緊急時に迅速かつ効率的に検査を実施するためのマニュアルを策定するととも
職員の専門的知見の向上のための に、必要に応じて改正を行った。
研修の実施等の対応能力の向上 ｓ：策定し、又は必要な改正を行い、特に優れた成果が得られた －

ａ：策定し、又は必要な改正を行った
【年度計画】 ｃ：策定せず、又は必要な改正を行わなかった
② 緊急的にセンター一体となって ｄ：策定せず、又は必要な改正を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応
被害のまん延の防止及び危害原因 にあった
の特定に努める必要が生じた場合
にあっては、プロジェクトチーム 【事業報告】
の設置やスタッフ職員の活用など イ 「緊急調査分析実施マニュアル」に基づき、連絡体制並びに想定される要因
を行い、検査等に係る知見やノウ 及びその内容別分類ごとに専門的知見を有する職員と機器について、登録内容
ハウの結集を図りつつ、総力をあ を見直し、更新した。
げて検査等を迅速かつ効果的に実
施するため、次に掲げる取組を実 【特記事項】
施する。 専門的知見を有する職員の登録数は平成22年度末現在で延べ69名である。

ア リスクに応じて必要となる専門 ◇連絡体制、専門的知見を有する職員及び機器を登録するとともに、必要に応じ
分野や分析機器の検証及び活用方 て更新した。
策の検討並びに地方組織を含めた ｓ：登録し、又は必要な更新を行い、特に優れた成果が得られた ａ
全国組織の連携方策及び緊急時に ａ：登録し、又は必要な更新を行った
おける指示・連絡体制等について ｃ：登録せず、又は必要な更新を行わなかった
定めたの対応マニュアルの必要に ｄ：登録せず、又は必要な更新を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応
応じた見直し にあった

イ 対応マニュアルに基づく連絡体
制、専門的知見を有する職員及び 【事業報告】
機器の登録・更新 ウ 「緊急調査分析実施マニュアル」に基づき、訓練や情報の収集を行い、緊急

ウ 対応マニュアルに基づく訓練の の事態の発生に備えるとともに、想定される調査の内容別分類に係る研修を2
実施、緊急時の事例の収集解析、 回（3名）実施した。
職員の専門的知見の向上のための なお、実際に緊急的相談窓口の設置を要する事案はなかった。
研修の実施等の対応能力の向上

また、適切かつ正確な情報を消 ◇緊急時に迅速かつ効率的に検査を実施するための対応能力の向上を図った。
費者に分かり易く、かつ、迅速に ｓ：向上を図り、特に優れた成果が得られた



- 32 -

提供し、消費者の被害及び生産者 ａ：向上を図った ａ
の風評被害の防止、消費者の不安 ｃ：向上を図らなかった
の解消等を図るため、相談窓口の ｄ：向上を図らず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
設置等を必要に応じて行う。

【中期計画】 【事業報告】
③ ①及び②以外についても、個々 ③ ①及び②以外の個々の業務の実施に当たって、連携・調整を図る必要のある
の業務の実施に当たっては、必要 事案は生じなかった。
に応じて連携・調整を図ることに
より、質の向上に努めるものとす
る。

【年度計画】
③ ①及び②以外についても、個々
の業務の実施に当たっては、必要
に応じて連携・調整を図ることに
より、質の向上に努める。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○情報提供業務の一元化及び提供内容の充実 Ａ
(2) 情報提供業務の一元化及び提供 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
内容の充実

【評価結果】
◇小項目 １９×２点＝３８点
合計 ３８点（３８/３８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 情報提供業務の一元化及び提供 ① 情報提供業務の一元化を図り、また、消費者、生産者、事業者等の関心を把
内容の充実を図るため、次に掲げ 握するために行ったアンケート調査の結果を踏まえ提供内容の充実を図りつ
る取組を実施する。 つ、次に掲げる取組により的確かつ迅速に情報提供を行った。

ア 情報提供業務の一元化
情報の一元的な提供を果等のデ 【事業報告】

ータベース化、検査等業務及び情 ア 食品表示の監視業務などJAS法関係業務、肥料、飼料及び飼料添加物並びに
報提供業務等に従事する職員から 土壌改良資材の検査等業務並びに農薬の登録業務等を通じて蓄積した情報を検
成る委員会を毎月1回以上開催す 査等業務の終了後30業務日以内にデータベースに登録した。
る等により、検査等業務で得られ
た情報を適切に収集・整理すると 【登録後30業務日以内のデータベース化(中期計画第2の1(2)の②)に関する事業
ともに、情報提供業務部門や相談 報告の記述】
窓口等に、肥料、農薬、飼料及び 肥料の原材料等消費者の関心の高い情報を迅速かつ確実に提供することを目的と
飼料添加物並びに土壌改良資材の して、肥料登録1,327件について、登録後30業務日以内に登録情報等のデータベー
品質及び安全性等に関して専門的 ス化を行うとともに、ホームページにデータ提供している旨を掲載し、関係者か
知見を有する職員を配置する。 らの要望に応じてデータを136件提供した。

また、情報の提供に当たっては、
利用者のアクセスを改善するた 【特記事項】
め、ホームページの適宜更新、メ 「中期計画第2の1(2)の②登録後30業務日以内のデータベース化」については、
ールマガジンの配信先の拡大（中 当指標において評価する。
期目標期間中に、平成17年度末を
基準として10％増加）及び毎事業 ◇検査等業務の終了後30業務日以内に結果等をデータベースに登録した。
年度36回以上の発信等、ホームペ ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得られた
ージやメールマガジンの積極的な ａ：達成度合は90％以上であった ａ
活用を図るとともに、広報誌を毎 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
事業年度6回以上発信し、最新の ｃ：達成度合は50％未満であった
情報を提供できるように努める。 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

さらに、センターの有する専門
技術的知見を活用した講習会及び 【事業報告】
研修会を、毎事業年度30回以上開 ○ 検査等業務及び情報提供業務等に従事する職員を構成員とする情報提供推
催するとともに、地方公共団体等 進委員会を毎月1回開催し、ホームページ、メールマガジン、広報誌等にお
からの依頼に基づく講習会への講 ける提供情報の的確性及びわかりやすさ等について検討を行った。
師派遣については、センターの有
する専門技術的知見を活用するこ
とができるものについて積極的に ◇検査等業務及び情報提供業務等に従事する職員から成る委員会を毎月1回以上
実施する。 開催した。

ｓ：毎月1回以上開催し、特に優れた成果が得られた ａ
イ 提供内容の充実 ａ：毎月1回以上開催した

肥料、農薬、飼料及び飼料添加 ｃ：毎月1回以上開催しなかった
物並びに土壌改良資材の検査結 ｄ：毎月1回以上開催せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
果、これらの生産資材に関する国
内外の規制等の情報、食品等の検 【事業報告】
査結果並びに品質及び表示、遺伝 ○ 情報提供業務部門や相談窓口等に肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに
子組換え食品、農産物の残留農薬、 土壌改良資材の品質及び安全性等に関して専門的知見を有する職員を配置
生産資材の安全性等の情報など、 し、これらと併せて食品の品質及び表示等に関する消費者、生産者、事業者
消費者の関心が高く、生産者等に 等からの相談に次のとおり適切に対応した。
対する生産資材の適正な利用方法
等の啓発に資する情報を適切に収 ・ 消費者相談専用電話及び食品表示110番を活用するとともに、消費生活
集・整理するため、外部の有識者 展等において消費者相談窓口を開設し、消費者からの相談1,598件に対応
を含む委員会の開催によるニーズ した。
の把握・検討、収集分野の設定・ また、食品表示110番等を通じて寄せられた不正表示や違法なJASマーク
評価を行う。 表示に関する情報281件について、事務処理手順書に基づき農林水産省関

また、わかりやすく情報提供を 係部局等へ通報する等、迅速かつ的確に対応した。
行うため、上記の委員会等により
資料の内容や作成方法等に関して ・ 事業者等からの食品表示、肥料、飼料、農薬等に関する相談18,820件に
毎事業年度、検討・評価を行う。 対応した。

さらに、迅速かつ的確に相談に
対応するため、相談事例集の作成 ・肥 料 5,972件
・更新、相談対応に関する基準文 ・農 薬 168件
書に基づく適切な対応、職員の研 ・飼料及び飼料添加物 1,342件
修等を実施する。 ・愛玩動物用飼料 172件

・土壌改良資材 216件
ウ 以上の取組により、アンケート ・食 品 10,950件
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調査結果等により顧客満足度を測 計 18,820件
定し、5段階評価で中期目標期間 【農薬の安全性等に関する情報提供の推進(年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)のａ)に
中の各事業年度を通じて3.5以上 関する事業報告の記述】
の顧客満足度を目標とし、個別の ホームページの「ご意見・お問い合わせ」の「農薬の登録情報等に関するお問
講習会等において、顧客満足度が い合わせ」のコーナーにおいて消費者、生産者、事業者等からの問い合わせが16
3.5未満の場合には情報提供の方 8件あり、すべてについて適切に回答した。
法の見直し等、必要な改善措置を 問い合わせがあってから回答までの期間は、2週間以内と定め、すべて期間内
講ずる。 に回答した。

【年度計画】 【特記事項】
① 情報提供業務の一元化を図り、 「専門的知見を有する職員の配置」は、「中期計画第7の2職員の人事に関する
また、消費者、生産者、事業者等 計画」において評価するため、当指標においては評価しない。
の関心を把握するために行ったア 「年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)農薬の安全性等に関する情報提供の推進」につ
ンケート調査の結果を踏まえ提供 いては、当指標において評価する。
内容の充実を図りつつ、次に掲げ
る取組により的確かつ迅速に情報 ◇消費者相談及び企業相談に迅速かつ的確に対応した。
提供を行う。 ｓ：迅速かつ的確に対応し、特に優れた成果が得られた

ア 情報提供業務の一元化 ａ：迅速かつ的確に対応した ａ
○ 食品表示の監視業務などJAS ｂ：迅速かつ的確に対応しなかった事例があった

法関係業務、肥料、飼料及び飼 ｃ：迅速かつ的確に対応しなかった
料添加物並びに土壌改良資材の ｄ：迅速かつ的確に対応せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
検査等業務並びに農薬の登録業
務等を通じて蓄積した情報を検 【事業報告】
査等業務の終了後30業務日以内 ○ 食品表示に関する情報、JAS製品の品質等に関する情報、遺伝子組換え食品、
にデータベースに登録する。 農産物の残留農薬、肥料、飼料、飼料添加物、土壌改良資材及び農薬の安全性

○ 幅広い情報の収集・整理・分 に関する情報や企業、消費者等からの相談事例等を迅速にホームページに掲載
析を行い、必要な取組を進める した。
ため、検査等業務及び情報提供 （更新回数 242回、アクセス回数 679,758回）
業務等に従事する職員から成る
委員会を毎月1回以上開催する。 〔ホームページの主な掲載内容〕

○ 情報提供業務部門や相談窓口 ・行政情報（報道発表、パブリックコメント情報、JAS規格、食品表示等）
等に肥料、農薬、飼料及び飼料 ・食に関わる情報（Q&A、相談事例、個別リスク情報、国際規格関係情報、
添加物並びに土壌改良資材の品 キッズページ、相談窓口等）
質及び安全性等に関して専門的 ・食品等検査関係情報（調査研究報告、分析マニュアル、事業者の取組等）
知見を有する職員を配置し、こ ・OIEコラボレーティング・センターとしての活動(平成22年度の輸入飼料
れらと併せて食品の品質及び表 原料中の有害物質のモニタリング結果及び概要（英語版）、分析法（英語
示等に関する消費者、生産者、 版）、ハザードカード（英語版）の掲載、飼料研究報告の掲載情報（要旨
事業者等からの相談に適切に対 の英訳版）等）
応する。 ・肥飼料検査関係情報（各種申請手続き、検査結果の公表等）

○ インターネット情報の内容を ・農薬検査関係情報（登録・失効情報、農薬登録情報検索システム、農薬
適宜更新することにより、食品 登録申請関係、GLP適合確認申請等）
表示に関する情報、JAS製品の ・センター情報（行事情報、刊行物等）
品質に関する情報、遺伝子組換 ・公表事項（独立行政法人通則法に基づく公表事項、調達情報等）
え食品、農産物の残留農薬、肥
料、飼料、飼料添加物、土壌改 また、ホームページ上で、食の安全と消費者の信頼確保に関する意見交換
良資材及び農薬の安全性に関す の場としての電子フォーラムを、次の3テーマについて開催した。
る情報や企業、消費者等からの
相談事例等を迅速に提供する。 ・探せばまだある！ご当地グルメ

また、インターネットを通じ ・丼ものバンザイ！
た食の安全と消費者の信頼確保 ・保存上手！どうすれば食品を長く保存できる？
に関する意見交換会として「電
子フォーラム」を3回以上開催 【農薬の安全性等に関する情報提供の推進(年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)のｂ)に
する。 関する事業報告の記述】

○ 食品安全委員会等のリスク評 各四半期ごとに寄せられた質問、意見のとりまとめを行い、ホームページの「ご
価機関の動向や食品の安全と消 意見・お問い合わせ」の「農薬の登録情報等に関するお問い合わせ」のコーナ
費者の信頼の確保に関する情報 ーの「よくある質問」を追加・更新した。
の提供を迅速に行うため、希望 また、次の資料等をホームページの「農薬検査関係」のコーナーに掲載した。
者にメールマガジンを毎月3回
以上配信し、併せて配信先の ・ 食品安全委員会において評価された47農薬の資料概要
拡大に努め、平成17年度末を
基準として10％増加させる。 この他、次のとおり農薬登録に関する情報提供の推進を図った。

また、行政情報、各種調査結
果及びセンター活動状況等につ 提供内容：登録番号、用途（殺虫、殺菌、除草等）、農薬の種類、農薬の名称、
いても情報提供を行う。 作物名、適用病害虫雑草名、使用目的、使用時期、使用液量、本剤

○ 広報誌を6回以上発行する。 の使用回数、使用方法、適用場所等全17項目
○ 本部及び地方組織に設置した

「消費者の部屋」又は「消費者 ダウンロード等の実績（平成22年4月～平成23年3月）
コーナー」を活用して、展示物
等による情報提供や利用者の相 アクセス数：計109,411件、月平均9,118件
談等への対応を行うとともに、 （内訳 基本情報：月平均5,106件、詳細情報：月平均4,012件）
啓発の目的を明確にした特別展
示を行う。 ダウンロードデータの二次利用(注)：0件

○ 地方公共団体の職員等に対す 注：私的使用又は引用等著作権法上認められた行為以外の
る講習会及び研修会は、企業相 引用、転載、複製、改変等（再配信を含む）及び商業
談の実績を踏まえた食品の表 目的での利用
示、検査分析技術等の専門技術 【特記事項】
的知見を活用した内容のものを 「年度計画第2の2(2)の②エ(ｲ)農薬の安全性等に関する情報提供の推進」につ
中心に必要に応じて適時適切 いては、当指標において評価する。
に、全センター合わせて30回以
上開催する。 ◇ホームページ上の情報等を最新情報に常時更新した。
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○ 地方公共団体等から消費者啓 ｓ：更新し、特に優れた成果が得られた
発に係る取組等への参加要請が ａ：常時更新した ａ
あった場合には、必要に応じて ｂ：更新の頻度が低かった
国民生活センターと連携しつ ｃ：更新しなかった
つ、地方公共団体等の取組を支 ｄ：更新せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
援するため、講習会等に役職員
の派遣等センターの有する専門 【事業報告】
技術的知見を活用した対応を行 ○ メールマガジンを毎月3回以上、合計48回（延べ配信数273,933通）配信し
う。 た。

イ 提供内容の充実 〔メールマガジンの主な掲載内容〕
○ 提供情報の的確性、わかりや ・食品の安全と消費者の信頼確保に関する情報

すさ等情報提供業務の質の向上 ・行政情報（報道発表、パブリックコメント情報等）
に資する方策を検討するため、 ・消費者向け行事情報
外部の有識者を含めた委員会を
開催し、検討結果は情報提供業 【特記事項】
務の改善に活用する。 ◆達成度合（メールマガジンの配信回数）：133％（48回／36回）

○ 消費者相談に迅速かつ的確に
対応するため、農林水産省消費 ◇希望者にメールマガジンを36回以上配信した。
者の部屋、地方農政局、国民生 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
活センター、消費生活センター ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
等関係機関と緊密に連携する。 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった

○ 消費者、生産者及び事業者等 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
からの相談への対応の質の向上 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
を図るため、これに対応する専 にあった
門技術的知見を有する者を養成
するための研修を行うととも 【事業報告】
に、受け付けた相談を整理し、 メールマガジンの案内チラシを講習会、消費生活展等の際に配布するなどPR
重要な事例を相談事例集に収録 活動を行った結果、配信先は平成22年度末時点で5,873となり、平成17年度末
し、相談対応マニュアルの改善 （配信先3,421）を基準として71.7％増加させた。
と併せてその充実を図る。

○ PIO-NETの端末を利用し、国 【特記事項】
民生活センター等関係機関との ◆達成度合（メールマガジン配信先の増加率）：717％（71.7％／10％）
情報の共有化を図り、情報提供
の内容の充実に資する。 ◇平成17年度末を基準として、メールマガジンの配信先を増加させた。（各事業

年度ごとの評価基準値：中期計画開始時からの経過年数に2％を乗じて得られる
ウ 情報提供業務の改善を図るた 増加率。） ａ
め、次の業務において提供した情 ｓ：基準値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
報や提供方法の顧客満足度をアン ａ：基準値の達成度合は90％以上であった
ケート調査等により測定する。 ｂ：基準値の達成度合は50％以上90％未満であった

また、個別の講習会等において ｃ：基準値の達成度合は50％未満であった
顧客満足度が5段階評価で3.5未満 ｄ：基準値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
の場合には、情報提供の方法の見 にあった
直し等の必要な改善措置を速やか
に講ずる。 【事業報告】
・各種講習会及び研修会 ○ 広報誌「新・大きな目小さな目」を6回（毎回6,500部）発行し、地方公共
・講師派遣 団体の消費生活センター等に配布した。
・ホームページ
・メールマガジン 〔広報誌の主な掲載内容〕
・広報誌 ・肥料、農薬、飼料等及び土壌改良資材に関する情報

・食のQ&A（消費者相談事例）、食品表示のQ&A
・行政情報
・食と農のサイエンス

【特記事項】
◆達成度合（広報誌の発行回数）：100％（6回／6回）

◇広報誌を6回以上発行した。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【事業報告】
○ 本部及び各センターに設置している「消費者の部屋」又は「消費者コーナ

ー」において常設展示を行うとともに、本部においてはさいたま新都心イン
フォメーションセンターも活用して、消費者に対する情報提供を行った。

また、期間を定めて、食品の表示等をテーマとした特別展示を、本部及び
各センターで13回（来場者1,429名）実施した。

【事業報告】
○ 食品の表示、検査分析技術等の専門技術的知見を活用した内容を中心とし

て、地方公共団体の職員等に対する講習会及び研修会を、次のとおり33回（参
加者1,585名）開催した。

・食品品質等知見活用講習会 11回（462名）
・食品等リスク等情報共有化講習会 6回（381名）
・地方公共団体職員等研修会 7回（150名）
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・技術講習会 9回（592名）
この他、

飼料製造管理者資格取得講習会 1回（ 80名）
飼料抗菌剤GMP研修会 6回（221名）
飼料有害物質混入防止研修会 6回（413名）
肥料分析実務者研修 2回（ 14名）

【特記事項】
◆達成度合（講習会の開催回数）：110％（33回／30回）

◇センターが有する専門技術的知見を活用した講習会及び研修会を30回以上開催
した。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【事業報告】
○ 地方公共団体や事業者等から依頼を受けて行う講習会に193回（参加者12,

007名）役職員を講師として派遣するとともに、消費生活展への出展を22回
（来場者759,861名）実施した。

地方公共団体等からの参加要請に応じて、各種研修会及び連絡会議等に職
員を37回派遣するとともに、事業者等からの要請に応じて、委員会等に役職
員を59回派遣した。

また、他機関の研究所等からの依頼に応じて、残留農薬分析等についての
受入研修等を13回（参加者78名）行った。

（独）国民生活センターとは、当センターの主催する研修会等の講師とし
て（独）国民生活センターの職員招へいを3回行うとともに、（独）国民生活
センターの要請に応じ講師として2回、委員として1回職員を派遣する等の連
携を図った。

◇地方公共団体等から依頼された講習会等への講師派遣について、センターが有
する専門技術的知見が活用できる講習会等へ職員等を派遣した。
ｓ：派遣し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：派遣した
ｃ：派遣しなかった
ｄ：派遣せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
イ 外部の有識者を含めた情報提供業務検討・評価委員会を平成23年3月に開催
し、平成22年度の情報提供業務及び平成23年度の計画について評価及び検討を
行った結果、さらに使いやすく利用者の利便性を向上すべきとの意見を受け、
CMSやホームページ上の更新情報を提供する仕組み（RSS）の導入について検討
することとした。

また、より読みやすいメールマガジンとするべきとの平成21年度の同委員会
における意見に対し、記事の内容を簡潔でわかりやすい表現とし、読みやすい
記事を掲載した。

◇的確に情報を収集・整理し、わかりやすく情報提供するために、外部の有識者
を含む委員会を開催した。
ｓ：開催し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：開催した
ｃ：開催しなかった
ｄ：開催せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
○ 消費者相談において消費者事故情報を受け付けた場合には、保健所、農林

水産省、（独）国民生活センター等に連絡する等、迅速に対応した。

○ 相談業務に従事する職員に対して相談に適切に対応する者を養成するため
の研修を1回（10名）実施した。

○ 受け付けた相談を整理し、「企業相談事例集」に12件追加するとともに、「食
のQ&A」に消費者相談の事例4件を追加掲載した。

○ 食品の表示に関する一元的な相談窓口の廃止等に対応するため「相談業務
処理規程」及び「相談業務処理マニュアル」等の改正を行った。

【特記事項】
消費者相談事例集について見直しを行い、平成21年度に受け付けた相談2,149

件の中から15件の相談事例の追加を行うとともに、過去に受け付けた事例につい
て現行の制度に基づいた内容に修正するなど、所要の修正を行った。また、平成
22年度に受け付けた相談1,598件の中から12件を消費者相談事例集に掲載する候
補事例として選定した。

◇相談事例集の作成・更新、職員の研修等、消費者、生産者及び事業者等からの
相談への対応の質の向上を図るための取組を行った。
ｓ：取組を行い、特に優れた成果が得られた ａ
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ａ：取組を行った
ｂ：取組は不十分であった
ｃ：取組を行わなかった
ｄ：取組を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
○ 本部に設置されたPIO-NETの端末を利用するとともに、消費者相談の内容

を（独）国民生活センターに提供する等により、（独）国民生活センター等
関係機関との情報の共有化を図った。また、食品に関する重大な事故情報が
あった場合に速やかに関係する部署に情報提供するため、PIO-NET端末で食
品の危害情報を定期的に検索した。

◇PIO-NETを活用し、国民生活センター等関係機関との情報の共有化を図った。
ｓ：情報の共有化を図り、特に優れた成果が得られた
ａ：情報の共有化を図った ａ
ｃ：情報の共有化を図らなかった
ｄ：情報の共有化を図らず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
ウ 提供情報の的確性、わかりやすさ等の向上に資するため、講習会、研修会、
講師派遣、ホームページ、広報誌等の業務について、利用者に対するアンケー
ト調査による効果測定を実施した。顧客満足度（5段階評価）は、次のとおり
であった。

・各種講習会及び研修会
食品品質等知見活用講習会 4.1
食品等リスク等情報共有化講習会 4.2
地方公共団体職員等研修会 4.4
技術講習会 3.8

・依頼講習 4.7
・ホームページ 3.8
・メールマガジン 4.1
・広報誌 4.0

また、個別の講習会等において顧客満足度が3.5未満であった3件の講師派遣
については原因究明を行い、今後は事前に依頼者と十分な調整を行うことによ
り、対象者の要望を的確に把握し、分かりやすい説明となるよう改善処置を講
じた。

◇提供情報等に関する情報提供の形態ごとの顧客満足度が5段階評価で3.5以上で
あった。
ｓ：3.5以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：3.5以上であった
ｃ：3.5未満であった
ｄ：3.5未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 肥料及び農薬の登録結果、食品、 ② 肥料の登録結果、食品、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物 材中の有害な物質等の分析結果等について、データベース化することにより、
並びに土壌改良資材中の有害な物 消費者、生産者及び事業者への効果的な情報提供を行った。また、農薬の登録
質等の分析結果等については、消 情報については、農林水産省へ登録検査の結果を報告する際にデータベース化
費者、生産者及び事業者への情報 し、農林水産大臣の登録に併せてホームページで公開した。
提供に資する観点から、農薬登録 肥料の原材料等消費者の関心の高い情報を迅速かつ確実に提供することを目的
情報検索システム、センター業務 として、肥料登録1,327件について、登録後30業務日以内に登録情報等のデータ
情報化システム等によりデータベ ベース化を行うとともに、ホームページにデータ提供している旨を掲載し、関
ース化を図る。 係者からの要望に応じてデータを136件提供した。

このうち、肥料の登録情報につ
いては、登録後30業務日以内にこ 【特記事項】
れをデータベース化し、要望に応 「登録後30業務日以内のデータベース化」については、「中期計画第2の1(2)の
じてその原材料等消費者の関心の ①ア情報提供業務の一元化」において評価するため、当指標においては評価しな
高い情報を迅速かつ確実に提供す い。
る。

◇肥料及び農薬の登録結果、食品、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌
【年度計画】 改良資材中の有害な物質等の分析結果等について、検査等結果をデータベース化
② 肥料及び農薬の登録結果、食品、 するとともに、必要な改善を行った。 ａ
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた
並びに土壌改良資材中の有害な物 ａ：行った
質等の分析結果等について、消費 ｃ：行わなかった
者、生産者及び事業者への情報提 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
供を効果的に行うため、検査等結
果をデータベース化するととも
に、必要な改善を図る。

また、肥料の登録情報について
は、登録後30業務日以内にこれを
データベース化し、要望に応じて
その原材料等消費者の関心の高い
情報を、迅速かつ確実に提供する。

【中期計画】 【事業報告】
③ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加 ③ 研修又は講師の派遣を次のとおり行うことにより、肥料、農薬、飼料及び飼
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物並びに土壌改良資材の安全性等 料添加物並びに土壌改良資材の安全性等の確保を図った。
の確保に資するため、研修又は講 なお、土壌改良資材に関する研修又は講師派遣の実績はなかった。
師の派遣を行う。このうち、

ア 農薬の安全性等の確保に資するための講習会について、東京都ほか3府県、
ア 肥料の取締りを行う都道府県職 （社）日本植物防疫協会ほか3団体、（独）農業環境技術研究所、農林水産省横
員、生産業者等を対象とした法令 浜植物防疫所などから14件（15名）の講師派遣依頼があり、そのすべてに対応
に関する知識又は肥料の検査技術 した。
等に関する研修及び講師の派遣に
ついては毎事業年度20回以上実施 ◇農薬、土壌改良資材の安全性等の確保に資するための研修又は講師の派遣を必
する。 要に応じて行った。

イ 飼料の検査関係機関又は飼料製 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
造業者等の担当者に対する法令に ａ：行った
関する知識又は試験技術等の研修 ｂ：必要な研修等を行わなかった事例があった
については、毎事業年度10回以上 ｃ：行わなかった
実施する。 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
さらに、

ウ 農薬取締法第2条第1項に規定す 【事業報告】
る特定農薬の指定に係る検討につ イ 都道府県職員、生産業者等に対して肥料に関する法令又は検査技術等に関す
いては、農林水産大臣からの指示 る研修及び講習会の講師派遣を計24回（うち法令関係12回（参加者391名）・検
に基づく期限内に適切に報告す 査技術関係12回（参加者373名））実施し、肥料の取締りを行う都道府県職員の
る。 検査技術の向上と、生産業者等における肥料の安全性管理技術の向上等を図っ

エ 飼料製造管理者講習会について た。
は、2年に1回以上実施するととも
に、国、関連団体等が行う事業検 【特記事項】
討委員会等への参画については、 ◆達成度合（肥料に関する研修等回数）：120％（24回／20回）
専門的・技術的見地からの協力を
行う。 ◇肥料の取締りを行う都道府県職員、生産業者等を対象とした法令に関する知識

又は肥料の検査技術等に関する研修及び講師の派遣を20回以上実施した。
なお、研修等を実施した際には、 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ

必要に応じて研修受講者、会議主 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
催者等に対して、研修又は講義の ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
内容についてアンケート等を実施 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
し、その結果を評価・分析するこ ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
とにより、研修又は講義の内容の にあった
改善を図る。

【事業報告】
【年度計画】 ウ 飼料の検査関係機関又は飼料製造業者等の担当者に対して法令に関する知識
③ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加 又は飼料の試験技術等に関する研修を20回（うち法令関係12回（参加者634名）
物並びに土壌改良資材の安全性等 ・試験技術等の研修8回（参加者45名））実施した。
の確保に資するため、研修又は講 また、都道府県等の要請に応じ、飼料の安全性の確保等に関する各種会議（9
師の派遣を行う。このうち、 回）へ講師を9名派遣した。

ア 肥料の取締りを行う都道府県職 【特記事項】
員の検査技術の向上、生産業者等 ◆達成度合（飼料に関する研修等回数）：200％（20回／10回）
における肥料の安全性管理技術の
向上等を図るため、法令に関する ◇飼料の検査関係機関又は飼料製造業者等の担当者に対する法令に関する知識又
知識又は肥料の検査技術等に関す は試験技術等の研修を10回以上実施した。
る研修及び講師の派遣を合わせて ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
20回以上実施する。 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった

イ 飼料の検査関係機関又は飼料製 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
造業者等の担当者に対して法令に ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
関する知識又は試験技術等の研修 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
を10回以上実施する。 にあった

ウ 農薬取締法第2条第1項に規定す
る特定農薬の指定に係る検討につ 【事業報告】
いては、農林水産大臣からの指示 エ 平成22年度においては、特定農薬の指定に係る農林水産大臣からの指示はな
に基づく期限内に適切に行いその かった。
結果を報告する。

エ 飼料製造管理者講習会の受講希 【特記事項】
望者数を勘案して、必要に応じ実 実績がないため、評価しない。
施する。

◇特定農薬の指定に係る検討については、農林水産大臣からの指示に基づく期限
なお、必要に応じて研修受講者、 内に適切に報告した。

会議主催者等に対して研修等の内 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得られた －
容に関するアンケートを実施し、 ａ：達成度合は90％以上であった
その結果を評価・分析することに ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
より、研修又は講義の内容の改善 ｃ：達成度合は50％未満であった
を図る。 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
オ 受講希望者調査を実施し、その結果を基に飼料製造管理者資格取得講習会を
1回（参加者80名）行った。

また、国、関連団体等が行う飼料に係る事業検討委員会等へ59回（81名）参
画し、専門的・技術的見地からの協力を行った。

◇飼料製造管理者講習会の実施及び国等が行う事業検討委員会等への参画・協力
を必要に応じて行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｂ：必要な協力等を行わなかった事例があった



- 39 -

ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
講習会等の参加者又は講師派遣の要請者を対象に、必要に応じて講習等の内

容に関するアンケート調査を実施したところ改善すべき事項はなかった。なお、
顧客満足度（5段階評価）は3.6以上であった。

◇研修等の内容に関するアンケート等を実施することにより、研修等の内容の改
善を図った。
ｓ：アンケート等を実施し、必要な改善を行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：アンケート等を実施し、必要な改善を行った
ｂ：アンケート等を実施しなかった事例があった、又は必要な改善を行わなかっ
た事例があった

ｃ：アンケート等を実施しなかった、又は必要な改善を行わなかった
ｄ：アンケート等を実施せず、又は必要な改善を行わず、その要因は法人の著し
く不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○窓口業務の全国における実施 Ａ
(3) 窓口業務の全国における実施 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
窓口業務を全国で実施するため、 事業者等の利便性を向上させるため、肥料取締法、農薬取締法及び飼料安全

次に掲げる取組を実施する。 法に基づく届出及び登録証等の交付に係る窓口並びに消費者等からの相談窓口
を全国に設置するとともに、業務の円滑な実施を図るため、次の取組を行った。

① 関係法令に基づく事務処理内容
に係る所要の研修、食品表示に関 【事業報告】
する研修等を行う。 ① 窓口業務及び相談対応業務に従事する職員に対し、関係法令に基づく事務処

② ホームページ等を活用して関係 理及び食品表示、肥料、飼料、農薬等の基礎知識に関する研修として「相談等
団体や関係者への周知を図る。 業務担当者研修」を1回（10名）実施した。

③ 窓口業務に係る関係規程の整
備、対応マニュアルの作成、職員
から成る委員会において苦情等が ◇関係法令に基づく事務処理内容に係る所要の研修、食品表示に関する研修等を
あった場合の改善方策等の検討等 必要に応じて行った。
を行うことにより、継続的に業務 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
運営の改善を図る。 ａ：行った

ｃ：行わなかった
【年度計画】 ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
肥料取締法、農薬取締法、飼料安

全法等の法令に基づく届出及び登録 【事業報告】
証等の交付に係る窓口業務並びに消 ② 次の届出の受付や登録証等の交付及び消費者等からの相談をすべての窓口で
費者等からの相談窓口業務を全国で 対応する旨をホームページ等を活用して引き続き周知した。
実施するため、次に掲げる取組を引
き続き実施する。 ・肥料登録証・仮登録証の交付

・農薬登録票の交付
① 関係法令に基づく事務処理内容 ・農薬取締法第6条第2項の規定に基づく農薬登録申請書記載事項の変更に係る
に係る所要の研修、食品表示に関 届出
する研修等を必要に応じて行う。 ・飼料製造管理者届出事項変更届出のうち飼料又は飼料添加物の種類及び名称

② 関係団体や関係者の利便性の向 の変更に係る届出
上等について、ホームページ等を
活用して周知を図る。 ◇窓口業務の設置状況について、ホームページ等を活用して関係団体や関係者へ

③ 窓口業務に係る関係規程、対応 の周知を図った。
マニュアルについて必要に応じて ｓ：図り、特に優れた成果が得られた ａ
見直しを行うとともに、苦情等が ａ：図った
あった場合には、必要に応じ業務 ｃ：図らなかった
改善委員会において、改善方策等 ｄ：図らず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
の検討等を行う。また、処理結果
等については、センター全体で情 【事業報告】
報を共有し、マネジメントレビュ ③ 窓口業務に係る関係規程、対応マニュアルについて見直しを行い、小樽事務
ーに反映させるものとする。 所の廃止に対応するため、所要の改正を行った。また、企業相談業務において、

苦情申し立てがあった1件については、苦情処理規程に基づき再発防止処置を
講じ、センター全体で情報を共有した。
なお、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣
議決定）及び「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの主要な事務及び
事業の改廃に関する勧告の方向性」（平成22年11月26日政策評価・独立行政法
人評価委員会）の指摘を踏まえ、平成23年度からは企業等からの技術的な相談
対応に重点化し、消費者からの相談については、行政サービスの一環として対
応することとなった。

【特記事項】
窓口業務に係る苦情が1件寄せられ、原因究明及び再発防止処置を講じた。そ

の結果については業務改善委員会で審議し、審議結果は役職員への周知等により、
センター業務の品質マネジメントシステムの改善に活用することとした。

◇窓口業務に係る規程類を必要に応じて見直し、苦情等に対する改善方策等の検
討等を行うことにより、継続的に業務運営の改善を図った。
ｓ：図り、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：図った
ｃ：図らなかった
ｄ：図らず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【特記事項】
全国に設置した相談窓口に消費者、事業者等から「肥料」、「農薬」、「飼料」等

に関する20,418件の相談が寄せられ、相談者の利便性に配慮して受け付けた窓口
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において適切に対応した。
なお、統合以前から設置している窓口について研修の実施等により機能の強化

を図り、「肥料」、「農薬」、「飼料」等に関する相談84件に適切に対応するととも
に、統合以降新たに設置した窓口に寄せられた「食品」等に関する相談32件につ
いては専門部署に回付し、適切に対応した。

また、次に掲げる法令に基づく届出等7,678件について、受け付けた窓口にお
いて適切に処理した。

・肥料登録証・仮登録証の交付 1,349件
・農薬登録票の交付 4,039件
・農薬取締法第6条第2項の規程に基づく農薬登録申請書記載事項の変更に係る

届出 2,121件
・飼料製造管理者届出事項変更届のうち飼料又は飼料添加物の種類及び名称の

変更に係る届出 169件
計 7,678件
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○検査・分析能力の継続的向上 Ａ
(4) 検査・分析能力の継続的向上 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ５×２点＝１０点
合計 １０点（１０/１０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
検査分析に係る能力及び信頼性の 次に掲げる取組を行うことにより、職員の検査分析能力の維持・向上を図り、

向上を図るため、分析機関としての 検査分析結果の信頼性の確保を図った。
国際標準であるISO/IEC17025及び
GLPの考え方による業務管理体制の 本部で分析試験業務運営委員会を3回、各センターで分析試験業務管理委員
確立、維持・改善を図り、検査分析 会を65回開催し、分析試験業務内部監査の結果に基づいた関係マニュアル類の
業務に関する基準文書に基づき、分 改正及び機器整備等の分析試験業務の管理に必要な事項を審議し決定した。
析機器及び試薬等の維持管理、記録
等を適正に行うとともに、統合によ 【事業報告】
るスケールメリットを活かし、 ① 遺伝子組換え大豆の定性分析について、ISO/IEC17025の要求事項への適合性

を維持するとともに、品質システムの継続的な改善に取り組み、認定機関から
① ISO/IEC17025（しょうゆアルコ 認定更新の承認を受けた。また、認定範囲の拡大について検討した結果、農林
ール分測定）の認定を維持するた 水産省の行うリスク管理に資する分析の分野で新たに認定を取得することと
め、マニュアルに基づく適正な実 し、平成23年度から取り組むこととした。
験室の管理や分析を行うととも
に、認定範囲の拡大を検討する。 【特記事項】
② 分析の精度管理のため、外部 本部において取得していた試験所認定（しょうゆのアルコール分）について、
機関又はセンター主催による実験 平成22年3月2日の有効期限終了後もマニュアルを所内LAN上に掲載し、各種分析
室間精度管理を毎事業年度5回以 マニュアル作成時の参考として活用している。
上実施し、その結果に基づき必要
な措置を講ずる。 ◇認定されたISO/IEC17025の要求事項への適合性の維持又は認定の対象範囲を拡

③ 分析手法の開発又は改良につい 大した。
ては、中期目標期間中に、有害成 ｓ：維持、又は拡大し、特に優れた成果が得られた ａ
分に関する分析方法、基準・規格 ａ：維持、又は拡大した
の改善に対応する分析方法等30課 ｃ：維持しなかった
題以上実施するとともに、妥当性 ｄ：維持せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
の確認については、地方組織を活
用する。 【事業報告】

④ 分析技術及び分析能力の向上を ② センター主催による実験室間精度管理を5回実施し、一部を除き満足な結果
図るため、分析担当者に対して分 が得られた。なお、満足な結果が得られなかったセンターに対しては、原因究
析技術に関する研修を毎事業年度 明のため分析条件及び分析手順等について確認する等の必要な検証及び是正処
20回以上行うとともに、外部機関 置を実施した。
又はセンターが主催する技能試験
を毎事業年度5回以上実施し、検 【特記事項】
査に係る分析に従事する職員を参 ◆達成度合（実験室間精度管理実施回数）：100％（5回／5回）
加させる。

⑤ 高度な技術を必要とするダイオ ◇実験室間精度管理を5回以上実施した。
キシン類やDNA等の分析について ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
は、一層の技術力の向上を図るた ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
め、必要な研修を実施し、専門ス ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
タッフを育成する。 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった

⑥ 試験研究機関との共同研究や人 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
事交流等を実施し、計画的な人材 にあった
の育成を行う。

【事業報告】
また、これらの取組の実施に当た ③ 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資するため、11課題（16成分）の

っては、月別の検査業務量の平準化 分析法の開発又は改良するとともに、妥当性の確認を行い、調査結果を取りま
の観点から、実施時期を適切に設定 とめた。
する。

【特記事項】
【年度計画】 ◆達成度合（分析手法の開発又は改良）：100％(11課題／11課題)
職員の検査分析技術力の維持・向

上を図り、検査分析結果の信頼性を ◇有害成分に関する分析方法、基準・規格の改善に対応する分析方法等の開発又
確保するため、センターが行う検査 は改良を妥当性確認を併せて年度計画に基づき実施した。
分析業務全般について、ISO/IEC ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
17025及びGLPの考え方に基づく分析 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
試験業務管理を推進するため、引き ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
続き関係規程、管理手順書等を整備 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
するとともに、次に掲げる取組を実 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
施する。 にあった

① 遺伝子組換え大豆の定性分析に 【事業報告】
ついてISO/IEC17025の要求事項 ④ 分析担当者に対して分析技術に関する研修を次のとおり34回（139名）実施
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への適合性を維持し、システムの した。
継続的な改善に取り組む。さらに、
認定範囲の拡大について検討す ・分析技術研修 29回（ 57名）
る。 ・分析技術向上研修 5回（ 82名）

② 分析精度の確認のため、外部機
関又はセンター主催による実験室 また、分析試験業務以外の業務に関する専門的な知識の習得を図るための研
間精度管理を5回以上実施すると 修を29回（174名）実施した。
ともに、不満足な結果であった場
合には、原因を究明のうえ再試験、 外部機関が主催する技能試験を15回、センターが主催する技能試験を7回、
当該実験室の担当職員に対する教 合計22回実施し、検査に係る分析に従事する職員（延べ203名）に参加させ、
育訓練等の必要な措置を講ずる。 一部を除き満足な結果が得られた。なお、満足な結果が得られなかった試験者

③ 分析手法の開発又は改良につい に対して原因究明を行った結果、分析機器の性能が連続分析中に変動したため
ては、地方組織を活用して、有害 と考えられ、連続分析中の性能確認の方法について再検討を行う等必要な是正
成分に関する分析方法、基準・規 処置を実施した。
格の改善に対応する分析方法等5
課題以上を実施し、併せて妥当性 ⑤ 高度な技術を必要とするDNA等の分析については、一層の技術力の向上を図
の確認を行う。 るための研修をDNA分析に従事する職員に対し1回（2名）実施し、専門スタッ

④ 分析技術及び分析能力の向上を フを育成した。
図るため、分析担当者に対して分
析技術に関する研修を20回以上行 【特記事項】
うとともに、外部機関又はセンタ 高度な技術を必要とする分析については、異動等により新たに技術習得が必要
ーが主催する技能試験を5回以上 であったDNA分析担当者2名を対象に研修を実施し、担当者の異動がなかったダイ
実施し、検査に係る分析に従事す オキシン類分析担当者については研修を実施しなかった。
る職員を参加させる。なお、技能
試験の結果が不満足であった場合 ◆達成度合（分析技術研修の実施回数）：170％（34回／20回）
には、原因を究明のうえ再試験、
当該職員に対する教育訓練等の必 ◇高度な分析技術に係る研修を含め、分析技術に関する研修を20回以上行った。
要な措置を講ずる。 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた

⑤ 高度な技術を必要とするダイオ ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
キシン類やDNA等の分析について ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
は、一層の技術力の向上を図るた ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
めの研修を実施し、専門スタッフ ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
を育成する。 にあった

⑥ 試験研究機関との共同研究や人
事交流等を実施し、計画的な人材 【事業報告】
育成を行う。 ⑥ 調査研究の年度計画に基づき試験研究機関との共同研究を9課題実施すると

⑦ 上記①から⑥の取組の実施に当 ともに、共同研究のため（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究
たっては、月別の検査業務量の平 所に職員2名を駐在させ、人材育成を行った。
準化の観点から、適切な実施時期
を設定する。 【大学、試験研究機関等との共同試験等(中期計画第2の3(6)の①)に関する事業

報告の記述】
9課題について、試験研究機関等と共同で調査研究を実施するとともに、次の2

課題について、他機関で開発された判別技術の導入を行うことにより、調査研究
の水準の向上を図った。

・畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥当性確認
・DNA分析によるコンブ属の種判別法の検討

調査研究の実施に当たっては、次の取組を行うことにより、食品等の検査技術
に関する技術開発の動向等の把握を行った。

・ 食品等の検査技術に関するニーズ、技術開発の動向等を把握するため、学
会誌、試験研究機関の研究報告書等から必要な情報を入手した。

また、（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所及び（独）
水産総合研究センター中央水産研究所等の主催する試験研究推進会議等に計
16回、各種学会に5回参加し、情報収集を行った。

・ 行政部局のニーズについては、農林水産省が主催する地方農政局表示・規
格課長等会議などの各種会議等に出席して情報を収集した。

【特記事項】
「中期計画第2の3(6)の①大学、試験研究機関等との共同試験等」については、

当指標において評価する。

◇試験研究機関との共同研究や人事交流等を実施することにより、計画的な人材
の育成を行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
⑦ 上記①から⑤の取組の実施に当たっては、月別の業務量の平準化の観点から
実施時期の調整を行った。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○肥料関係業務 Ａ
(1) 肥料関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １２×２点＝２４点
合計 ２４点（２４/２４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務
ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査 ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査
(ｱ) 再生資源の利用促進により、汚泥等有害成分を含むおそれの (ｱ) 登録申請1,327件に係る調査の質を確保し

高い肥料の登録申請数が依然として高水準で推移すると見込ま つつ、次に掲げる事項に取り組み、結果の
れる中で、肥料の安全性の確保と食の安全の効率的かつ効果的 報告までに要する期間を28日とし、平成17
な推進に資するため、その申請に係る調査の質を確保しつつ、 年度を基準として6.7％削減した。
中期目標期間中に、当該調査結果の報告までの期間を、現行の
目標期間（新規登録申請：30日）に対して5％削減することが ａ 登録申請マニュアルを改訂し、要請に
できるよう、次に掲げる事項を推進する。 応じて配布するとともに、肥料公定規格
ａ 登録申請マニュアル及び登録Q&Aの改訂・配布並びにこれ の改正時にはホームページに掲載されて

らのホームページへの掲載を行うとともに、職員の問い合わ いる当該規格の情報を速やかに更新し、
せ対応能力の向上を図ることにより、肥料の登録申請に関す 登録申請者に対する最新情報の提供を行
る問い合わせ事務の合理化を図る。 った。なお、登録Q&Aについて見直しを

ｂ 最新の分析・鑑定手法の導入に努め、分析・鑑定業務の効 行った結果、改訂を要する事項はなかっ
率化を図る。 た。

ｃ 肥料用原材料のデータベースを、LANを用いて本部及び地 また、窓口業務に係る職員7名に対して、
方組織間で共有化することにより、登録申請時における安全 「窓口・電話対応について」等の研修を
性の可否の判断の迅速化を図る。 実施するとともに、登録担当者によるプ

(ｲ) 業務運営の改善を図るため、肥料の登録等の申請者に対する ロジェクト会議を開催し、問い合せ対応
アンケートをその都度実施し、職員の窓口対応等についての顧 能力の向上を図った。
客満足度を測定し、5段階評価で3.5以上の顧客満足度を中期目 なお、平成22年度の問い合わせ件数は5,
標期間中に達成する。 972件であった。

このため、現状の問題点とアンケート内容の改善策を網羅し ｂ これまでに改良し、妥当性が確認され
た業務運営改善マニュアル（仮称）を作成し、担当職員に配布 た肥料の重金属等分析法を活用するとと
する。 もに、AOACインターナショナル日本セク

また、毎事業年度、担当者の研修会を開催するとともに、必 ションが主催した講演等3回に延べ7名参
要に応じてマニュアルの内容の見直しを行う。 加し、最新の分析・鑑定手法に関する情

(ｳ) 仮登録肥料に係る肥効試験について申請者の利便等に供する 報の収集を行った。
ため、原則として1年以内に試験結果を取りまとめ、農林水産 ｃ 新規に登録申請があった1,327件につい
大臣の設定する肥料の公定規格に関する基礎資料として農林水 て、登録申請書を電子データ（PDF）化し、
産大臣に報告するものとし、当該試験について、施肥設計、土 インターネットVPNを用いて各センター間
壌・気象条件等を考慮し、計画的な試験の推進により、一層の で情報を共有した。
迅速化を図るものとする。 また、新たな製法による肥料の原料や

材料のデータベース化を引き続き行い、
イ 収去品の検査 原料13件及び材料57件を追加集積した。
(ｱ) 有害成分を含む肥料の流通による被害の発生防止に資するた

め、成分の内容に応じて収去から分析結果を得るまでの標準処 ◇肥料の新規登録申請に係る調査結果の報告に要
理期間を次のとおり定め、中期目標期間中に当該標準処理期間 する期間を削減するための取組を行った。
をそれぞれ10％削減する。 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ ａ
ａ 人畜に有害な成分 検査週後 10業務日 た
ｂ その他の有害な成分 検査週後 20業務日 ａ：計画どおり実施した
ｃ 有害な成分以外の成分 検査週後 30業務日 ｂ：概ね計画どおり実施した

(ｲ) 分析結果の内部監査等を含む精度管理の向上を図るため、信 ｃ：計画どおり実施できなかった
頼性保証体制の構築等、信頼性の確保に関するシステムを整備 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著
するとともに、次に掲げる取組を行う。 しく不適切な対応にあった
ａ 内部監査、マネジメントレビュー等、評価体制の整備
ｂ センター内の測定結果の評価方法等、内部精度管理に関す 【事業報告】

る手順書の見直し・整備 (ｲ) 登録申請窓口に来所した申請者等に対し、
ｃ 文書管理及び記録管理に関する手順書の見直し・整備 職員の窓口対応等についてアンケート調査

を四半期ごとに実施し、423件の回答があ
ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託 り、その結果は5段階評価で3.9であった。

有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資するため、都道府 また、「肥料登録業務運営改善マニュアル」
県、農業者等からの肥料等の有害成分等の依頼分析については、 の別添「肥料登録窓口応答事例集」を整備
ア、イ及びオ並びに③の業務に支障のない範囲内で実施すること し、担当職員に配布及び研修を実施し、肥
とし、次に掲げる標準処理期間内に適切に処理する。 料登録申請等の業務における窓口対応の質
(ｱ) 化学分析（（ｲ）を除く。） 30業務日 の向上を図った。
(ｲ) ダイオキシン類分析 60業務日
(ｳ) 栽培試験（水稲等栽培期間の長い作物を用いた試験を除く。） ◇肥料の登録等に係る職員の窓口対応等につい

90業務日 て、業務運営の改善を図るための取組を行うこと
(ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエライザ法による場合にあっては、化学分 により、顧客満足度が5段階評価で3.5以上であっ ａ

析として扱う。） 20業務日 た。
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また、標準処理期間内に上記の依頼分析を適切に処理するため、 ｓ：3.5以上であり、特に優れた成果が得られた
次に掲げる取組を行う。 ａ：3.5以上であった
(ｱ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等に係るアウトソーシン ｃ：3.5未満であった

グの推進により、検査業務全体の合理化を図る。 ｄ：3.5未満であり、その要因は法人の著しく不
(ｲ) 最新の分析・鑑定手法の導入に努め、分析・鑑定業務の効率 適切な対応にあった

化を図る。 【中期目標終了時（平成22年度）の指標】
(ｳ) 稟議手続の合理化による事務処理の効率化を図る。

◇肥料の登録等に係る職員の窓口対応等につい
エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務 て、顧客満足度が5段階評価で3.5以上を達成する

調査研究の実施に当たっては、必要に応じて４のリスク管理の ための取組を行った。
ための有害物質の分析業務等と連携を図りつつ、次のとおり行う。 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ
(ｱ) 人畜に被害を生ずるおそれのある農産物の生産を防止し、食 た

品の安全性の確保を万全なものとするため、肥料の施用による ａ：計画どおり実施した
農産物への安全性の適正評価手法を確立し、もって肥料の安全 ｂ：概ね計画どおり実施した
性規格基準等の改正に資するため、カドミウム含有肥料等の連 ｃ：計画どおり実施できなかった
用による土壌へのカドミウムの蓄積等、肥料の安全性に関する ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著
課題を中心に調査を行い、毎事業年度開催される外部の有識者 しく不適切な対応にあった
を構成員とする委員会の評価を踏まえ、適正な見直しを図りつ 【平成21年度までの指標】
つ、中期目標期間中に、間報告を含め、次に掲げる3課題の調
査結果を取りまとめて公表するとともに、農林水産省に報告す
る。 【事業報告】
ａ 有害成分を含有する肥料の連用によるカドミウム等有害成 (ｳ) 平成21年度に仮登録された3件について、

分の土壌への蓄積及び作物の吸収に関する調査 肥効試験を実施し、その試験結果を1年以内
ｂ 有害成分の土壌中における変化及び作物吸収の相関に関す に取りまとめ、外部委員を含む肥料評価委

る調査 員会の評価を踏まえ、平成22年12月に農林
ｃ 肥料の原料に使用されるおそれのある産業廃棄物等に含ま 水産大臣に報告した。

れる有害物質に関する調査 なお、平成22年度に仮登録肥料の申請を1
(ｲ) 肥料の安全性の確保に資するための肥料等に含まれる有害成 件受け付けた。

分の評価方法や、検査の迅速化・信頼性の確保に資する観点及
び最新の科学的知見に基づく分析・鑑定手法の調査・検討を実 ◇仮登録肥料に係る肥効試験について、試験開始
施し、毎事業年度開催される外部の有識者を構成員とする委員 から1年以内に試験結果を取りまとめ、農林水産
会の評価を踏まえ、適正な見直しを図りつつ、調査結果を取り 大臣に報告した。 ａ
まとめる。 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ

なお、農林水産省から要請のあった課題については、他の調 た
査に優先して対応し、指定された期間内に報告する。 ａ：計画どおり実施した

ｂ：概ね計画どおり実施した
オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る業務 ｃ：計画どおり実施できなかった

我が国において牛海綿状脳症が発生したことを踏まえ、牛海綿 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著
状脳症の発生の防止を万全なものとするため、 しく不適切な対応にあった
(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱等が混合してい

ないことに関し、農林水産大臣から確認検査の指示があったも 【事業報告】
のについては、適切に検査を実施し、農林水産大臣からの確認 イ 収去品の検査
書の交付状況を公表する。 (ｱ) 収去品の検査について、次のとおり成分

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流用防止等の観点 の内容に応じた区分けを行い、標準処理期間
から、肥料原料用の肉骨粉等の製造基準適合確認検査を行い、 内に処理することにより、有害成分を含む肥
製造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す 料の流通による被害の防止を図った。
る。

ａ 人畜に有害な成分として暫定的に設定し
【年度計画】 た、ひ素、カドミウム、水銀及び鉛の4成
① 肥料の検査等業務 分について1,458点の検査を行い、うち1,4
ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査 35点は、平成22年度の目標である検査週後
(ｱ) 再生資源の利用促進により、汚泥等有害成分を含むおそれの の9業務日以内に結果を取りまとめたが、2

高い肥料の登録申請数が依然として高水準で推移すると見込ま 3点については、以下の理由により10業務
れる中で、肥料の安全性の確保と食の安全の効率的かつ効果的 日以上要した。
な推進に資するため、その申請に係る調査の質を確保しつつ、 a) 札幌センターで平成23年1月に収去し
次に掲げる事項を推進し、当該調査結果の報告までの期間を、 た汚泥肥料1点（1成分点数）については、
中期目標期間開始時の目標期間（新規登録申請：30日）に対し ひ素の分析に係る測定機器の不具合によ
て5％削減する。 り、分析に10業務日を要した。
ａ 登録申請に関する問い合わせ事務の合理化を図るため、登

録申請マニュアル及び登録Q&Aを改訂し要請に基づき配布す b) 平成23年3月11日に発生した東日本大
るとともに、ホームページに掲載した登録申請マニュアル等 震災により、仙台センターの業務及び東
の活用を促進する。 北地方の物流が停止したことから、仙台
また、併せて接遇研修等を実施し、職員の問い合わせ対応 センターで分析する予定の収去品8点（22

能力の向上を図る。 成分点数）については、物流が回復後、
ｂ 分析・鑑定業務の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属 名古屋センター及び福岡センターに送付

等の分析について、センターが分析時間を短縮できるように して、分析を実施したが、分析に13業務
改良し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新 日を要した。
の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。

ｃ 新たな製法による銘柄の登録申請があった場合には、LAN ｂ その他の有害な成分として、ひ素、カド
等を用いて本部及び地方組織で情報を共有化することによ ミウム、水銀及び鉛以外の普通肥料の公定
り、登録申請時における安全性の可否の判断の迅速化を図る 規格に定める有害成分について775点の検
とともに、肥料用原材料のデータベースの作成を引き続き行 査を行い、いずれの成分も標準処理期間を
う。 10％削減し、18業務日以内に結果を取りま

(ｲ) 業務運営の改善を図るため、肥料の登録等の申請者に対する とめた。
アンケートをその都度実施し、職員の窓口対応等についての顧
客満足度を測定し、5段階評価で3.5以上の顧客満足度を達成す ｃ 上記ａ及びｂ以外の成分について6,736
る。 点の検査を行い、いずれの成分も標準処理

また、そのために現状の問題点とアンケート内容の改善策を 期間を10％削減し、27業務日以内に結果を
網羅した肥料登録業務運営改善マニュアルを作成し、担当職員 取りまとめた。
に配布及び担当者の研修会を開催するとともに、必要に応じて
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マニュアルの内容の見直しを行う。 【特記事項】
(ｳ) 仮登録肥料に係る肥効試験については、施肥設計、土壌条件 ◆達成度合（収去品検査の標準処理期間の10％削

等を考慮した計画的な試験の推進により、一層の迅速化を図り、 減）
本事業年度に開始した試験について、原則として1年以内に試 ａ人畜に有害な成分
験結果を取りまとめ、平成23年度末までに農林水産大臣に報告 ：98.4％(1,435点／1,458点)
する。 ｂその他の有害な成分

：100％(775点／775点)
イ 収去品の検査 ｃ上記ａ及びｂ以外の成分
(ｱ) 有害成分を含む肥料の流通による被害の発生の防止に資する ：100％(6,736点／6,736点)

ため、成分の内容に応じて収去から分析結果を得るまでの標準
処理期間を次のとおり定めるとともに、当該標準処理期間をそ ◇収去品の検査について、収去から分析結果を得
れぞれ10％削減する。 るまでの標準処理期間を10％削減した。

なお、「人畜に有害な成分」としては、特定普通肥料が指定 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成 ａ
されるまでの間、ひ素、カドミウム、水銀及び鉛を暫定的に定 果が得られた
める。 ａ：達成度合は90％以上であった
ａ 人畜に有害な成分 検査週後 10業務日 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｂ その他の有害な成分 検査週後 20業務日 ｃ：達成度合は50％未満であった
ｃ 有害な成分以外の成分 検査週後 30業務日 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

(ｲ) 分析結果の内部監査等を含む精度管理の向上を図るため、信 の著しく不適切な対応にあった
頼性保証体制の構築等、信頼性の確保に関するシステムを整備 【中期目標終了時（平成22年度）の指標】
するとともに、次に掲げる取組を実施する。
ａ 内部監査、マネジメントレビュー等、評価体制を整備し、 ◇収去品の検査について、収去から分析結果を得

内部監査、外部精度管理、内部品質管理等の結果を評価する。 るまでの標準処理期間を削減するための取組を実
ｂ センター内の測定結果の評価方法等、内部精度管理に関す 施した。

る手順を見直すとともに、教育訓練手順書及び資格認定手順 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ
書を作成する。 た

ｃ 整備した文書管理手順書及び記録管理手順書に従って、文 ａ：計画どおり実施した
書及び記録の作成、登録、保管等を実施する。 ｂ：概ね計画どおり実施した

ｃ：計画どおり実施できなかった
ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資するため、都道府 しく不適切な対応にあった
県、農業者等からの肥料等の有害成分等の依頼分析については、 【平成21年度までの指標】
業務に支障のない範囲内で実施することとし、次に掲げる標準処
理期間内に適切に処理する。
(ｱ) 化学分析（(ｲ)を除く。） 30業務日 【事業報告】
(ｲ) ダイオキシン類分析 60業務日 (ｲ) 分析結果について、次に掲げる事項を実
(ｳ) 栽培試験（水稲等栽培期間の長い作物を用いた試験は除く。） 施することにより内部監査等を含む精度管理

90業務日 の向上を図った。
(ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエライザ法による場合にあっては、化学分

析として扱う。） 20業務日 ａ 内部監査手順書に従い、平成22年度は本
部及び神戸センターの内部監査及び肥料試

また、標準処理期間内に上記の依頼分析を適切に処理するため、 験品質システムマネジメントレビューを行
次に掲げる取組を実施する。 い、内部監査、外部精度管理、内部品質管
(ｱ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等に係るアウトソーシン 理等の結果を評価した。

グの推進により、検査業務全体の合理化を図る。
(ｲ) 分析・鑑定手法の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属等 ｂ 内部精度管理に関する手順を見直し、教

の分析について、センターが分析時間を短縮できるように改良 育訓練手順書、資格認定手順書を作成した。
し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新の分析
・鑑定手法の文献・報文の収集及び改良の取組を実施する。 ｃ 整備した文書管理手順書及び記録管理手

(ｳ) 稟議手続きの合理化による事務処理の効率化を図る。 順書に従って、文書及び記録の作成、登録、
保管等を実施した。

エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務
(ｱ) 人畜に被害を生ずるおそれのある農産物の生産を防止し、食 ◇分析結果の内部監査等を含む精度管理の向上を

品の安全性の確保を万全なものとするため、肥料の施用による 図るための取組を実施した。
農産物への安全性の適正評価手法を確立し、もって、肥料の安 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ ａ
全性規格基準等の改正に資するため、次に掲げる調査を実施し、 た
中間報告を含め、調査結果を取りまとめて公表するとともに、 ａ：計画どおり実施した
農林水産省に報告する。 ｂ：概ね計画どおり実施した
ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウム等の土壌への蓄積及び作 ｃ：計画どおり実施できなかった

物への吸収試験 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著
ｂ カドミウムの土壌中における形態の変化に関する調査 しく不適切な対応にあった

(ｲ) 肥料の安全性の確保に資するための肥料等に含まれる有害成
分の評価方法や、検査の迅速化・信頼性の確保に資する観点 【事業報告】
及び平成21年3月に農林水産省がまとめた「汚泥肥料の規制の ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託
あり方に関する懇談会」報告書を踏まえ、次に掲げる調査・ 肥料等の試験の依頼はなかった。
検討を実施する。
ａ 肥料中の重金属の分析法 【特記事項】
ｂ 肥料中の農薬成分の分析法 依頼がなかったため、評価しない。
ｃ 汚泥肥料中の重金属の含有量と溶出量の比較

また、調査を効率的かつ的確に実施するため、外部の有識者 ◇都道府県、農業者等からの肥料等の有害成分等
を構成員とする肥料等技術検討会を開催し、その評価を踏まえ の依頼分析について、標準処理期間内に適切に処
適正な見直しを図り、調査結果を取りまとめる。 理した。 －

(ｳ) 肥料の分析方法について妥当性を確認するための基準・手順 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が
の案を肥料生産者等の意見を聞きつつ作成する。 得られた

なお、農林水産省から要請のあった課題については、他の調 ａ：達成度合は90％以上であった
査に優先して対応し、指定された期間内に報告する。 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であった
オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る業務 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

我が国において牛海綿状脳症が発生したことを踏まえ、牛海綿 の著しく不適切な対応にあった
状脳症の発生の防止を万全なものとするため、



- 47 -

(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱等が混合してい ◇標準処理期間内に依頼分析を適切に処理するた
ないことに関し、農林水産大臣から確認検査の指示があったも めに必要な取組を行った。
のについては、適切に検査を実施し、農林水産大臣からの確認 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ －
書の交付状況を公表する。 た

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流用防止等の観点 ａ：計画どおり実施した
から、肥料原料用の肉骨粉等の製造基準適合確認検査を行い、 ｂ：概ね計画どおり実施した
製造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す ｃ：計画どおり実施できなかった
る。 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

しく不適切な対応にあった

【事業報告】
エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務

(ｱ) 人畜に被害を生じるおそれのある農産物
の生産を防止し、食品の安全性確保を万全な
ものとするため、肥料の施用による農産物へ
の安全性の適正評価手法を確立し、もって、
肥料の安全性規格基準等の改正に資するた
め、次に掲げる試験・調査を実施し、その結
果を取りまとめ、調査結果を「肥料研究報告
第4号」（平成23年度発行予定）に掲載すると
ともに、農林水産省へ報告した。

ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウムの土壌
への蓄積、農作物への吸収試験

ホウレンソウ及びチンゲンサイを用い
て試験を実施した。さらに中期目標期間
中に実施した試験について、中間報告と
して取りまとめた。（平成23年度継続）

ｂ 汚泥肥料に由来するカドミウムの土壌中
における形態の変化に関する調査

灰色低地土に汚泥肥料を添加して約1年
間インキュベーション試験を実施した。
さらに、中期目標期間中に実施した試験
について取りまとめた。（平成22年度終了）

◇肥料の施用による農産物への安全性の適正評価
手法を確立又は実用化し、若しくは結果が次年度
の調査研究に活用できる成果が得られた。 ａ
ｓ：達成し、特に優れた成果が得られた
ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった
ｄ：達成されず、その要因は法人の著しく不適切

な対応にあった

【事業報告】
(ｲ) 肥料の安全性の確保に資するための肥料
等に含まれる有害成分の評価方法や、検査の
迅速化・信頼性の確保に資する観点から、次
に掲げる調査・検討を行い、結果を取りまと
めた。なお、調査結果を「肥料研究報告第4
号」（平成23年度発行予定）に掲載する。

ａ 汚泥肥料中のカドミウム、鉛、ニッケル、
クロム、銅及び亜鉛の分析法の検討

同時測定を目的とした誘導結合プラズマ
発光分光分析装置（ICP-AES)による測定
方法の検討を行い、併せて分析法の信頼
性の確保の調査・検討を実施した。

ｂ 液状肥料中の農薬成分の分析法の検討
液状肥料中の農薬成分（ピレトリン等6

種成分）について、LC-MS/MSによる同時
測定法を開発した。

ｃ 汚泥肥料中の重金属の含有量と溶出量の
比較

汚泥肥料中のカドミウムの溶解性を明ら
かにし、肥料の公定規格改正に資する資料
を得ることを目的として、前年度に検討し
た抽出方法により汚泥肥料中のカドミウム
を測定した。

また、学識経験者等7名による「肥料等技
術検討会」を平成23年3月に開催し、調査結
果の評価や平成23年度の調査計画について検
討するとともに、調査結果や計画に対する学
識経験者等からの助言を踏まえ、必要な見直
しを行い、調査を効率的かつ的確に実施した。



- 48 -

(ｳ) 肥料生産業者等で構成する「肥料品質保
全協議会分析部会」を開催し、その意見を踏
まえ肥料の分析方法について妥当性を確認す
るための規準・手順案（クライテリアアプロ
ーチ手法の導入）を作成した。また、外部の
学識経験者等8名による「肥料分析法におけ
るクライテリアアプローチ導入検討部会」を
開催し、更に検討を行った。

なお、農林水産省から委託を受けた「平成
22年度重金属管理手引書の検証のための試験
委託事業」について次の取組を実施し、その
結果を農林水産省へ報告した。

① 汚泥肥料の生産業者に対する講習会等の
開催

② 汚泥肥料生産現場における手引書の有効
性の確認・検証

③ 汚泥肥料中のカドミウムについて、その
適正な管理を行うための簡易サンプリング
手法について、カドミウム以外の重金属へ
の適用範囲の拡大を検討

④ ②の検討結果と併せて、事業者が定める
こととなっている標準的なサンプリング検
査計画書の検討

◇有害成分の評価方法や、検査の迅速化・信頼性
の確保に資する観点及び最新の科学的知見に基づ
く分析・鑑定手法の調査・検討を実施し、外部の ａ
有識者を加えた委員会の評価を踏まえた見直しを
行った。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【事業報告】
オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る業務

我が国において牛海綿状脳症が発生したこと
を踏まえ、牛海綿状脳症の発生防止を万全なも
のとするため、次のことを行った。
(ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せ
き柱等が混合していないことに関し、農林水
産大臣から確認検査の指示があった製造事業
場（2事業場）については、適切に製造基準
適合確認検査を実施し、農林水産大臣からの
確認書の交付状況をホームページで公表し
た。

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用
・流用防止等の観点から、肥料原料用の肉骨
粉等の製造事業場（39事業場）に対して製造
基準適合確認検査を実施し、その結果をホー
ムページで公表した。

◇牛海綿状脳症のまん延を防止するための取組を
行った。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② ①の業務に附帯する業務 ② 有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資

有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資するため、肥料分 するため、肥料分析の正確さ及び精度の維持に
析の正確性及び精度の維持に必要な標準試料を2年に1回作成して 必要な標準試料として、平成20年度に作成した
保管する。 2種類の標準試料（高度化成肥料及び普通化成

また、標準試料の配布は、稟議手続の合理化、発送資材の常備 肥料）、平成21年度に作成した1種類の標準試料
等により、処理の迅速化を図り、申請を受理した日から7業務日 （汚泥発酵肥料）について、温度・湿度管理を
以内に行う。 し、暗所において適切に保管するとともに、平

さらに、従来から作成している標準試料とは異なる成分の標準 成22年度に2種類の標準試料（高度化成肥料及
試料について、作成の可否を検討し、必要であれば同様に作成す び普通化成肥料）の認証書を更新し、適切に保
る。 管した。

【年度計画】 標準試料の配布は、部内決裁の簡素化と発送
② ①の業務に附帯する業務 資材の常備等により処理の迅速化を図り、申請
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有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資するため、肥料分 のあった87本について、申請を受理した日から
析の正確性及び精度の維持に必要な標準試料として作成した3種 7業務日以内に行った。
類の肥料認証標準物質を適切に保管する。

また、標準試料の配布は、稟議手続の合理化、発送資材の常備
等により、処理の迅速化を図り、申請を受理した日から7業務日 ◇標準試料を作成し、必要に応じて新たな標準試
以内に行う。 料を作成し、又は作成した試料を適切に保管した。

ｓ：試料を作成し、又は試料を適切に保管し、特 ａ
に優れた成果が得られた

ａ：試料を作成した、又は試料を適切に保管した
ｃ：必要な試料を作成しなかった、又は試料の保

管が不適切であった
ｄ：必要な試料を作成せず、又は試料の保管が不

適切であり、その要因は法人の著しく不適切な
対応にあった

◇標準試料の配布について、申請を受理した日か
ら7業務日以内に行った。
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が ａ

得られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 ③ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去
ア 肥料取締法に基づく立入検査については、有害成分を含むおそ 等業務
れの高い肥料の生産業者への重点化を図ることとし、中期目標期 ア 肥料取締法に基づく立入検査については、各
間中に、全体の立入検査事業所数に占める割合を、平成17年度を 月ごとの集中検査や集中分析により、効果的か
基準として、30％増加させる。また、立入検査時の収去について つ効率的に検査を実施した。また、立入検査及
は、有害成分を含むおそれの高い肥料に重点化することとし、中 び立入検査時の収去について、次に掲げる事項
期目標期間中に、全体の収去点数に占める割合を、平成17年度を を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料の
基準として、50％増加させる。このため、次に掲げる事項を推進 生産業者への重点化を図ることにより、汚泥肥
する。 料等の生産事業場への立入検査及び収去点数の
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外の普 占める割合を平成17年度の実績に対してそれぞ

通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の結果 れ、60.2％及び140.6％増加させ、安全性確保
に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する生 の充実を図った。
産事業場等に対して立入検査の重点化を図ることにより、立入
検査件数及び収去点数を、中期目標期間中に、いずれも30％以 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の
上削減するとともに、 立入検査件数及び収去点数の割合（再

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産事 掲）
業場に対する立入検査件数及び収去件数を、中期目標期間中に、 H22 H17 増減率
それぞれ30％、50％以上増加させることとする。 実績 実績

立入検査件数
また、立入検査の結果の報告については、中期目標期間中に、 に占める汚泥 57.5％ 35.9％ 60.2％

農林水産省の指示から報告までに要する期間を、現行の目標期間 肥料等事業者
（40業務日）に対して10％短縮させるため、次に掲げる事項を推 の割合
進する。 収去点数に占
(ｱ) 有害成分ごとに、集中的に分析・鑑定を行うことにより、検 める汚泥肥料 45.0％ 18.7％ 140.6％

査の効率化を図る。 等の収去割合
(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等についてアウトソーシ

ングを推進することにより、業務の合理化を図る。
(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の導入に努め、分析・鑑定業務の効率 (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれ

化を図る。 の高い肥料以外の普通肥料の生産事業場につ
(ｴ) LANの活用により、本部への報告等事務処理の効率化を図る。 いては、過去5か年の立入検査の結果に基づ

き、食品工業、化学工業等の副産物を原料に
イ 有害成分に汚染された肥料の生産・流通等により、肥料に起因 使用する生産事業場等に対して立入検査の重
する人畜の被害が生ずるおそれが生じた場合等の緊急時におい 点化を図ることにより、立入検査件数と収去
て、汚染された肥料の流通の防止を図るため、農林水産大臣から 点数を平成17年度の実績に対してそれぞれ3
の指示に従い、緊急検査体制による対応を一層強化し、機動的か 6.4％、55.5％削減した。
つ柔軟な組織体制をとるなど、迅速かつ効率的に立入検査、収去
品の分析等を実施するとともに、速やかに原因等の究明等を行い、 表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検
農林水産大臣に結果を報告する。 査件数及び収去点数（再掲）

また、以上の取組を推進するため、緊急立入検査マニュアル（仮 H22 H17 増減率
称）を整備する。 実績 実績

立入検査件数 276件 434件 △36.4％
収去点数 409点 919点 △55.5％

【年度計画】
③ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務 (ｲ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれ
ア 肥料取締法に基づく立入検査については、有害成分を含むおそ の高い肥料の生産事業場に対する立入検査
れの高い肥料の生産業者への重点化を図ることとし、全体の立入 件数と収去点数を平成17年度の実績に対し
検査事業所数に占める割合を、平成17年度を基準として、30％増 てそれぞれ53.5％、58.0％増加した。
加させる。

また、立入検査時の収去については、有害成分を含むおそれの 表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収去
高い肥料に重点化することとし、全体の収去点数に占める割合を 点数（再掲）
平成17年度を基準として、50％増加させる。このため、次に掲げ H22 H17 増減率
る事項を推進する。 実績 実績
(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外の普 立入検査件数 373件 243件 53.5％

通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検査の結果 収去点数 335点 212点 58.0％
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に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料に使用する生
産事業場等に対して立入検査の重点化を図ることにより、立入
検査件数及び収去点数を、いずれも30％以上削減するとともに、 ◇肥料取締法に基づく立入検査については、有害

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生産事 成分を含むおそれの高い肥料の生産業者に重点化
業場に対する立入検査件数と収去点数を、それぞれ30％、50％ するための取組を行った。 ａ
以上増加する。 ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ

た
また、立入検査の結果の報告については、次に掲げる事項を推 ａ：計画どおり実施した

進し、農林水産大臣の指示から報告までに要する期間を、中期目 ｂ：概ね計画どおり実施した
標期間開始時の目標期間（40業務日）に対して10％短縮する。 ｃ：計画どおり実施できなかった
(ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑定を行うことにより、検査 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

の効率化を図る。また、汚泥肥料の原料を本部に集約して溶出 しく不適切な対応にあった
試験の分析を実施する。

(ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作業等についてはアウトソー 【事業報告】
シングを推進することにより業務の合理化を図る。 立入検査の結果の報告については、農林水産

(ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図るため、汚泥肥料の重金属等 大臣の指示から報告までに要する期間を短縮す
の分析について、センターが分析時間を短縮できるように改良 るため、次に掲げる取組を実施したことにより、
し妥当性を確認した分析法の活用を図るとともに、最新の分析 現行の目標期間（40業務日）に対して 10.0％
・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行う。 （4業務日）削減した。

(ｴ) LAN等の活用により、本部への報告等事務処理の効率化を図
る。 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごと

に集中的に分析・鑑定（744試料、成分点数8,
イ 有害成分に汚染された肥料の生産・流通等により肥料に起因す 969点）を実施した。さらに、検査の効率化
る人畜に被害を生ずるおそれが生じた場合等の緊急時において、 を図るため、このうち、汚泥肥料の原料の溶出
汚染された肥料の流通の防止を図るため、農林水産大臣からの指 試験（57試料、成分点数940点）を本部で集中
示に対しては、事務所横断的な緊急検査体制による対応を一層強 して実施した。
化し、機動的かつ柔軟な組織体制をとるなど、迅速かつ効率的に (ｲ) 業務の合理化を図るため、ICP質量分析用
立入検査、収去品の分析等を実施するとともに、速やかに原因の 標準液の調製についてアウトソーシングを実
究明等を行い、農林水産大臣に結果を報告する。 施した。

また、以上の取組を推進するため、緊急立入検査マニュアルを (ｳ) これまでに改良し、妥当性が確認された
必要に応じて見直し、整備する。 肥料の重金属等分析法を活用するとともに、

AOACインターナショナル日本セクションが主
催した講演会3回に延べ7名参加し、最新の分
析・鑑定手法に関する情報の収集を行った。

(ｴ) インターネットVPNを活用し、立入検査実
施計画等の報告事務処理の効率化を図った。

なお、立入検査の結果、公定規格に定める
有害成分の基準値を超えた肥料生産業者（2
件）、その他無登録肥料の生産など肥料取締法
の遵守のために改善が必要として公表された
肥料生産業者等（57件）に対して改善指導を
行った。

◇立入検査の結果の報告に要する期間を短縮する
ための取組を行った。
ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ ａ

た
ａ：計画どおり実施した
ｂ：概ね計画どおり実施した
ｃ：計画どおり実施できなかった
ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

しく不適切な対応にあった

【事業報告】
イ 緊急に立入検査が必要な案件として農林水産

大臣から指示された事項はなかった。

また、「緊急立入検査マニュアル」の見直し
を検討した結果、改正の必要はなかった。

◇緊急時において、立入検査、収去品の分析、原
因究明及び結果報告を迅速かつ効率的に行うとと
もに、緊急立入検査マニュアルの見直しを行った。 －
ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ

た
ａ：計画どおり実施した
ｂ：概ね計画どおり実施した
ｃ：計画どおり実施できなかった
ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○農薬関係業務 Ａ
(2) 農薬関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １４×２点＝２８点
合計 ２８点（２８/２８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務
ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬の登録申請に係る検査の実施について

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基づ は、GLP制度に基づいて実施することを求めて
いて実施することを求めている試験項目の検査について、当該試 いる試験項目の検査について、当該試験の信頼
験の信頼性に係る検査項目等の定型化を図る等、効率的かつ効果 性に係る検査項目等を定型化する等により効率
的に実施することにより、旧農薬検の前中期目標において目標と 化を図った。
した検査期間を、中期目標期間中に更に5％程度短縮することと 平成22年度は、農林水産大臣から継続分を含
し、具体的には、次に掲げる目標期間内に検査を完了させる た め2,663件の検査指示があった。(注)

め、次に掲げる(ｱ)から(ｶ)の措置を講ずる。
ａ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲 基準の設定が必要な農薬の検査指示は513件

げる場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検査に であった。平成22年度内に検査が完了した82件
ついては、1年4か月以内 のうち、迅速化に係る目標期間である1年4か月

ｂ ａ以外の農薬の検査については、10.5か月以内 以内に検査を完了したものは81件（検査完了件
（注）検査の過程で追加試験成績等の提出が必要な場合における当 数に対する割合：98.8％）であった。
該追加試験成績等が提出されるまでの期間及び登録申請された農 目標を達成できなかった1件については、ADI
薬のADI等が設定されるまでに要する期間は、検査期間に含まな の再評価のため、あらかじめ農林水産省農産園
いものとする。 芸局長通知等で定められた試験成績以外の試験
(ｱ) 検査業務の進行管理の充実 成績が必要になり、その提出について申請者側

検査を行うに当たり、検査進行管理表に基づき各検査の進捗 で時間を要したものである。
状況を総合的かつ定期的に点検し、検査の遅延の要因を分析て、
検査の迅速化を図る。 基準の設定が不要な農薬の検査指示は2,150

具体的には、 件であった。平成22年度内に検査を完了した1,
ａ 検査全体の進捗状況を検査職員全員が随時把握できるよ 433件のうち、迅速化に係る目標期間である10.

う、LANシステムを改良する。 5か月以内に検査を完了したものは1,433件（検
ｂ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までいずれかに掲げ 査完了件数に対する割合：100％）であった。

る場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検査
については、 表４ 平成22年度における目標期間の達成
(a) 農林水産大臣からの検査指示から、基準の設定等を行う 状況（再掲）
厚生労働省、環境省及びリスク評価を行う食品安全委員会 指示件 検査完 目標達 目標達成
に対して必要な資料を送付するまで 基準 数 注１） 了件数 成件数 率 注２）

(b) 農林水産大臣からの検査指示から、同大臣に対する検査 必要 513 82 81 98.8％
結果の報告までの検査期間について、きめ細かく検査の進 不要 2,150 1,433 1,433 100％
捗状況を把握し、検査期間の削減を図る。 注１）平成22年度に受けた指示件数とそれ以前

(ｲ) 微生物農薬の登録検査の迅速化 に受けた指示で検査が継続しているもの
微生物農薬の検査を迅速化するため、微生物農薬検討会の開 の合計。

催時期・回数を、登録申請状況に応じて柔軟化する。 注２）対検査完了件数比。
(ｳ) 農薬使用者の安全性の確保に係る登録検査の迅速化

農薬使用者の安全性の確保に係る検査を迅速化するため、農 【検査業務の進行管理の充実(中期計画第1の2(1)
薬使用時安全性検討会の開催時期・回数を、登録申請状況に応 の②ア(ｲ))に関する事業報告の記述】
じて柔軟化する。 その他、1,125件の農薬について再登録に係る

(ｴ) 事務処理の迅速化 検査を行った。
通常の検査業務について、決裁等の事務処理の迅速化を図る。 以上の他、次の(ｱ)から(ｶ)までの措置を講じた。

(ｵ) 職員に対する研修カリキュラムの策定及び研修の実施 (ｱ) 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、そ
農薬の検査を行う職員は、毒性及び残留性等に関する高度の の結果を踏まえ、3か月（5・8・11・2月）ご

専門的知識が要求されることから、内部研修に加え、外部研修 とに検査進行状況の定期的点検及び検査の遅
に参加させることにより、職員の資質の向上を図る。 延要因把握を行うとともに、検査遅延防止の

(ｶ) 検査マニュアルの見直し ため、毎月1回、各検査担当課において検査
試験項目の増加及び各検査の検査内容の高度化・複雑化に対 進行状況を確認するなどにより検査の迅速化

応するため、必要に応じ、検査マニュアルの見直しを行う。 を図った。なお、検査に遅延は見られなかっ
た。

イ 登録農薬データの適正な管理
登録申請の際に提出される試験成績等の情報の保護を徹底する ａ 効率的な進捗状況の管理を図るため、農

ため、次に掲げる取組を実施する。 薬登録検査に係る業務システムの更新を行
(ｱ) 当該データ等の保管場所への不正侵入を防止するための措置 っているところであるが、平成21年度に引

を強化する。 き続き、機能の向上について検討を進めた。
(ｲ) 当該データ等の保護に関するマニュアルを策定する。 ｂ 検査が完了した農薬についての検査期間
(ｳ) CIOの統括の下で、LAN上のデータベースに対する適正な管理 を、検査指示から食品安全委員会送付まで

を進める。 の検査期間及び全検査期間が把握できるよ
う、四半期ごとに整理し、状況の把握を行

ウ 適切な技術的指導の実施 い、遅延発生の未然防止を図った。
農薬の検査の円滑化及び効率化に資するため、次に掲げる申請
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内容等に関する技術的指導を適切に実施する。 (ｲ) 平成22年度には新規微生物農薬の登録申
(ｱ) 農薬の登録検査において要求される試験項目数が増加し、各 請が無く、微生物農薬検討会は開催されなか

試験の内容も高度化・複雑化する中で、農薬の登録検査を円滑 った。
に行うため、申請者からの要望による技術的指導について、迅
速に対応する。 (ｳ) 農薬使用時安全性検討会を1回開催し、5

(ｲ) 特に、農薬の新規有効成分の登録申請に関する技術的指導に 件の農薬について検討を行った。開催時期に
ついて迅速に対応する。 ついては登録申請状況に応じて、柔軟かつ迅

(ｳ) 農薬の安全な使用を確保するためのラベル表示の重要性が増 速に対応した。
す中で、相談者からのラベル表示についての相談に適切に対応
する。 (ｴ) 検査業務に係る決裁の関係規程について、

引き続き役職員に周知、徹底を図り、事務処
エ 新規業務等への適切な対応 理の迅速化を図った。

中期目標に挙げられている新たに見込まれる事項等について
は、社会情勢を踏まえ、農林水産大臣からの指示に基づき、適切 (ｵ) 登録検査に要求される毒性及び残留性等
実施するものとする。 に関する高度の専門知識の涵養を行うため、

平成19年度に見直したカリキュラムに基づき
【年度計画】 13回（48名）の研修を実施した。また、内部
① 農薬の検査等業務 研修で習得が難しい技術、知識等については
ア 農薬検査の迅速化 8件の外部研修を活用し、11名の職員を参加

農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に基づ させた。
いて実施することを求めている試験項目の検査について、当該試
験の信頼性に係る検査項目等の定型化を図る等、効率的かつ効果 (ｶ) 検査マニュアルについて見直しを検討し
的に実施することにより、旧農薬検の前中期目標において目標と た結果、改正を要する事項はなかった。
した検査期間を、更に5％程度短縮することとし、具体的には、
次に掲げる目標期間内に検査を完了させる（注）ため、次の(ｱ)から 【検査業務の進行管理の充実(中期計画第1の2(1)
(ｶ)までの措置を講ずる。 の②ア(ｲ))に関する事業報告の記述】
ａ 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲げ 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その結

る場合に該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬の検査に 果を踏まえ、3か月ごと（5・8・11・2月）に検
ついては、1年4か月以内 査進行状況の定期的点検及び検査の遅延要因把

ｂ ａ以外の農薬の検査については10.5か月以内 握を行うとともに、検査遅延防止のため、毎月
（注）検査の過程で追加試験成績等の提出が必要な場合における当 1回、各検査担当課において検査進行状況を確
該追加試験成績等が提出されるまでの期間及び登録申請された農 認するなどにより検査の迅速化を図った。なお、
薬のADI等が設定されるまでに要する期間は、検査期間に含まな 検査に遅延は見られなかった。さらに、
いものとする。

ａ 効率的な進捗状況の管理を図るため、農薬
登録検査に係る業務システムの更新を行って

(ｱ) 検査業務の進行管理の充実 いるところであるが、21年度に引き続き、機
登録検査に係る農薬について、検査進行管理表を作成し、こ 能の向上について検討を進めた。

れに基づき概ね3か月に1回の頻度で検査進行管理会議を開催
し、検査の遅延の要因を分析し、適切な措置を講ずる。また、 ｂ 検査が完了した農薬についての検査期間
検査遅延防止のため、毎月1回、各検査担当課において検査進 を、検査指示から食品安全委員会送付までの
行状況を確認し、遅延がある場合は適切な措置を講ずる。さら 検査期間及び全検査期間が把握できるよう、
に、 四半期ごとに整理し、状況の把握を行い、遅
ａ 検査進行状況の把握及び管理の効率化を図るため、業務シ 延発生の未然防止を図った。

ステムの情報を利用して、各検査員が相互に進捗状況を確認
し、管理者が適切に管理できるよう、申請書の検査に係る手 【職員に対する研修のカリキュラムの策定及び研
順書を見直して周知を行う。 修の実施(中期計画第1の2(1)の②ア(ｴ))に関する

ｂ 検査に要した期間を、検査指示から食品安全委員会送付ま 事業報告の記述】
での検査期間及び全期間別に整理し、検査進行状況の把握及 登録検査に要求される毒性及び残留性等に関す
び検査遅延した場合その要因の分析を行う。 る高度の専門知識の涵養を行うため、研修カリキ

(ｲ) 微生物農薬の登録検査の迅速化 ュラムに基づき13回（48名）の研修を実施した。
微生物農薬の登録検査を迅速化するため、微生物農薬検討会 また、内部研修で習得が難しい技術、知識等につ

を、登録申請状況に応じて柔軟に開催する。 いては8件の外部研修を活用し、11名の職員を参
(ｳ) 農薬使用者の安全性の確保に係る登録検査の迅速化 加させた。

農薬使用者の安全性の確保に係る登録検査を迅速化するた
め、農薬使用時安全性検討会を、登録申請状況に応じて柔軟に 【特記事項】
開催する。 申請書の検査に係る手順書については、業務シ

(ｴ) 事務処理の迅速化 ステムの更新状況を踏まえつつ、見直しを実施し、
通常の検査業務について、決裁等事務処理の迅速化を図るた 周知を図っている。

め、決裁関係規程の一層適切な運用を役職員へ周知する等改善
策を講ずる。 「中期計画第1の2(1)の②ア(ｲ)検査業務の進行

(ｵ) 職員に対する研修の実施 管理の充実及び(ｴ)職員に対する研修のカリキュ
体系的な研修カリキュラムをに基づいて研修を実施するとと ラムの策定及び研修の実施」に関する取組につい

もに、必要に応じカリキュラムの見直しを行う。 ては、当指標において評価する。
(ｶ) 検査マニュアルの見直し

試験項目の増加及び各検査の検査内容の高度化・複雑化に対 ◇農薬検査の迅速化を図るために必要な取組を行
応するため、必要に応じ、検査マニュアルの見直しを行う。 った。

ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ ａ
イ 登録農薬データの適正な管理 た

登録申請時に提出された試験成績等の情報の保護を徹底するた ａ：計画どおり実施した
め、情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取組を行う。 ｂ：概ね計画どおり実施した
(ｱ) 平成18年度に措置した、データ等の保管場所への不正進入を ｃ：計画どおり実施できなかった

防止するための措置を適正に運用するとともに必要に応じて見 ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著
直しを行う。 しく不適切な対応にあった

(ｲ) 平成18年度に策定した、当該データ等に関する保護マニュア
ルを適正に運用するとともに必要な見直しを行う。 【事業報告】

(ｳ) CIOの統括の下で、LAN上のデータベースの適正管理等を引き イ 情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取
続き進める。 組を行うことにより、登録申請時に提出された

試験成績等の情報の保護を徹底した結果、不正
アクセス等は発生しなかった。
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(ｱ) 平成18年度に設置した不正侵入防止装置
を適正に運用した。

(ｲ) CIOの統括の下、情報セキュリティに関す
る規程に基づき、LAN上の農薬登録データベ
ースの適正管理等にを行った。

(ｳ) CIOの統括の下、LAN上のデータベースを
適正に管理した。

◇登録申請の際に提出される試験成績等の情報の
ウ 適切な技術的指導の実施 保護を徹底し、登録農薬データを適正に管理する

農薬の検査の円滑化及び効率化に資するため、次に掲げる申請 ための取組を行った。 ａ
内容等に関する技術的指導・助言を適切に実施する。 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
(ｱ) 農薬の登録検査において要求される試験項目数が増加し、各 ａ：計画どおり行った

試験の内容も高度化・複雑化する中で、農薬の登録検査を円滑 ｂ：概ね計画どおり行った
に行うため、申請者からの要望による技術的指導・助言につい ｃ：計画どおり行わなかった
て、迅速に対応する。 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

(ｲ) 特に、農薬の新規有効成分の登録申請に関する技術的指導に 不適切な対応にあった
ついて迅速に対応する。

(ｳ) 農薬の安全な使用を確保するためのラベル表示の重要性が増 【事業報告】
す中で、相談者からのラベル表示についての相談に適切に対応 ウ 次に掲げる申請内容等に関する技術的指導・
する。 助言を適切に実施することにより、農薬の検査

の円滑化及び効率化を図った。
エ 新規業務等への適切な対応

中期目標に挙げられている新たに見込まれる事項等について (ｱ) 注意事項の変更、処方変更、原体製造場
は、社会情勢を踏まえ、農林水産大臣からの指示に基づき、適切 の変更、試験成績の受入、容器・包装の変更
に実施するものとし、次の業務に対応する。 等の申請者からの要望による技術的相談につ
(ｱ) 平成18年5月から導入された残留農薬基準のポジティブリス いて次のとおり対応した。平成21年度繰越件

ト化に伴い生ずる事項の技術的検討 数を含む平成22年度の受付件数318件のうち
(ｲ) 生産量の少ない作物への農薬登録の促進 対応が終了した相談は283件（89.0％）であ
(ｳ) 農薬登録制度に関する懇談会に伴い生ずる事項の技術的検討 り、その平均処理期間は、60日（2.0か月）
(ｴ) 家畜代謝・残留試験ガイドラインの導入に伴い生じる事項の であった。

技術的検討
(ｵ) 作物残留性試験の例数改正等に伴い生じる事項の技術的検討 表６ 平成22年度における申請者からの要望によ
(ｶ) 無登録農薬であると疑われる資材の分析等の実施 る技術的相談の処理状況

相談内容 受付件 終了件 未了 平均処
数(注) 数 件数 理期間

注意事項 149 142 7 27
の変更
処方変更 56 47 9 88

原体製造 40 32 8 104
場の変更
試験成績 46 40 6 104
の受入
容器・包 5 5 0 21
装の変更
その他 22 17 5 78
合計 318 283 35 60
注）受付件数は、平成21年度に受付、処理が継
続している件数と平成22年度に受付けた件数
の合計（取り下げの件数を除く）。

(ｲ) 新規に申請される農薬の有効成分につい
て申請者の要望に応じて技術的相談を9回（計
16剤）実施し、平成22年度内に回答した13剤
の平均処理期間は、74.2日（2.4か月）であ
った。

(ｳ) 平成22年度においては、ラベル表示につ
いての相談事例はなかった。

◇農薬の申請内容等に関する技術的指導及び相談
を適切に行った。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【事業報告】
エ 中期目標に挙げられている新たに見込まれる

事項等については、社会情勢を踏まえ、農林水
産省からの要請に基づき、次の業務に対応した。

(ｱ) 残留農薬基準のポジティブリスト化に伴
い生ずる事項の技術的検討として、稲の子実
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（もみ米及び玄米の両方）を飼料とする飼料
用米の生産拡大に向けた各種の支援策が平成
20年度から講じられていることを受け、平成
22年度においては農林水産省からの依頼によ
り、以下について試験設計等に関する技術的
支援及び試験結果の検討において助言を行っ
た。

ａ 稲を対象作物とする登録農薬に関する作
物残留性試験成績等の情報提供

ｂ 平成21年度に作成した畜産物基準値に係
るチェックシートの改訂

ｃ 農林水産省が行う委託等調査事業（知見
の不足する農薬に係る、a)もみ米への農
薬残留調査、b)家畜への移行試験、c)農
薬の急性参照用量に関する作物残留性試
験及び作物グループ化）に係る技術的支
援

また、水田に使用できる農薬のうち、魚
介類に関する残留農薬基準値の設定が必要
な農薬について、平成22年度は、18農薬に
おいて農薬抄録検査及び送付検査結果を作
成し、農林水産省に報告した。

(ｲ) 生産量の少ない農作物への農薬登録の促
進のため、登録に必要な作物残留試験及び薬
効・薬害試験について、試験設計の審査及び
助言等を行った（審査9件、助言3件）。

(ｳ) 農薬登録制度に関する懇談会については、
平成22年度は開催されず、該当がなかった。

(ｴ) OECDテストガイドラインについて調査・
解析を行うとともに、我が国への導入の可能
性を検討した。また家畜関係試験を要求項目
とする農林水産省農産園芸局長通知・課長通
知の改正案の検討等を行った。

(ｵ) 試験例数の増加に伴う登録申請者等のコ
スト負担を軽減する観点から、作物残留、作
物の形態などの関係を解析して、作物のグル
ープ化の可能性を検討した。

(ｶ) 無登録農薬であると疑われる資材の分析
等については、該当はなかった

その他、農林水産省からの要請により、以下
について検討を行った。
・稲発酵粗飼料及び籾米に関する指導基準等

の作成に関する検討
・りんごに使用される果実袋中の農薬の分析

◇年度計画に基づき、新規業務等への対応を適切
に行った。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務
ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化 ア 平成22年度における試験施設への査察は、農

農薬の安全性に関する試験成績の信頼性を確保するため、農薬 林水産省からの要請に基づき、申請のあった23
GLP制度の適用対象試験の範囲が拡大し、農薬GLP適合確認業務の 試験施設について実施した。
内容の高度化・複雑化及び適合確認件数の増加が見込まれること 査察を実施した試験施設についての試験の分
から、GLPの審査・査察に係る体制整備を行うことにより業務の 野別の内訳は次のとおりであった（一部重複を
迅速化を図り、査察の実施後6週間以内に農林水産省消費・安全 含む）。
局長に査察結果を報告することができるよう、次に掲げる措置を
講ずる。 〔試験分野別の査察実施状況〕
(ｱ) GLP査察のためのマニュアルを見直し、必要に応じて改訂す ・毒性試験 6施設

る。 ・物理的化学的性状試験 8施設
(ｲ) GLP査察を行う職員は、各種試験の実施方法に関する高度の ・水産動植物影響試験 6施設

専門的な知識、経験が要求されることから､定期的な研修、実 ・生体内等運命試験 2施設
地査察への参加等を行うことにより、職員の資質の向上を図る。 ・作物残留性試験 9施設

(ｳ) 査察の実施後、原則として3週間以内に査察結果を取りまと
め、その結果を基に、評価会議を適時開催し、迅速な評価を行 また、(ｱ)から(ｳ)までの措置を講ずることに
う。 より、査察を行った全試験施設について目標期
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間である6週間以内（最大5.7週、平均4.1週）
イ 国際調和の推進 に農林水産省消費・安全局長へ査察結果を報告

新たなOECDのテストガイドライン等の策定、外国・地域との間 した。
における農薬GLP制度の相互承認に係る協定及び2国間取決めの増
加が予想されることから、これらに対して技術的に貢献するため、 【特記事項】
国との連携・協力の下、次に掲げる取組を実施する。 ◆達成度合（6週間以内に報告した査察件数）
(ｱ) OECD環境政策委員会農薬作業部会、同GLP作業部会等の会議 ：100％（23件／23件）

に必要に応じ参加し、農薬登録制度に係る国際調和に貢献する。
(ｲ) コーデックス食品規格委員会（Codex Alimentarius Commiss ◇農薬GLP適合確認業務について、GLP査察のため

ion）残留農薬部会(Codex Committee on Pesticide Residues) のマニュアルを見直し及び職員の資質の向上を図
等の会議に必要に応じ参加し、国際的な農薬残留に係る基準の ることにより、査察の実施後6週間以内に農林水 ａ
設定に貢献する。 産省消費・安全局長に査察結果を報告した。

(ｳ) 上記会議に積極的に貢献するため、会期以外の期間において ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成
も、会議における論点につき、日常的な検討を行うとともに、 果が得られた
必要に応じて各国の検査機関との間で情報交換を行う。 ａ：達成度合は90％以上であった

(ｴ) 上記会議に関しては、関係団体等との協力が不可欠であるこ ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
とから、可能な範囲で、これらの者との連携を強化する。 ｃ：達成度合は50％未満であった

(ｵ) 日・EU等の農薬GLPに係る相互承認協定の履行に貢献するた ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
め、日本における農薬GLP適合確認施設のリストを作成する。 の著しく不適切な対応にあった

ウ 調査研究の重点化 【事業報告】
検査検定を主たる業務として実施する法人にふさわしいものと (ｱ) 平成21年度に農作物への残留性に関する

して、中期目標第３の２(2)の②のウの(ｱ)及び(ｲ)に即した調査 試験分野の査察マニュアル及びチェックリス
研究課題を設定するとともに、農薬に関する業務に係る調査研究 トが作成されたことを踏まえ、平成22年度は、
経費中に占める当該調査研究課題に係る調査研究経費の割合を80 マニュアルに基づいた査察を行い、その適切
％以上とし、次に掲げる措置を講ずる。 性の確認を行った。
(ｱ) 調査研究の実施期間中において、経費及び人的資源につき、 (ｲ) GLPに関する内部研修に7名、外部機関が

適切な進行管理を行う。 主催するGLPに関する研究会に延べ4名の職員
(ｲ) 調査研究の結果については、外部の有識者による評価を行う を参加させた。また、平成22年度に実施し

とともに、調査研究の結果を迅速に公表する。 た23回の査察のうち14回について、査察の経
(ｳ) 外部の有識者による評価が著しく低い調査研究については、 験が少ない者を11名同行させ実地研修を行う

実施期間中であっても、打ち切りを含めて抜本的に見直す。 ことにより、職員の能力向上を図った。

エ 情報の適正な収集・分析等 【特記事項】
コーデックス食品規格委員会又はOECDの加盟国において作成さ マニュアルの適切性について、評価会議におい

れている評価概要書（モノグラフ）等を積極的に入手し、分析す て意見聴取を行ったが、改訂版を作成するような
るとともに、体系的に分類・整理・保管し、今後の効率的かつ効 問題点は確認されなかった。
果的な農薬の検査の検討に資する。

◇GLP査察を迅速に実施するため、査察マニュア
オ アンケート調査の実施 ルの適切性に関する意見聴取、査察員に対する研

業務の質及びサービスの一層の向上を図るため、センターが行 修等の取組を行った。 ａ
う農薬の検査等の業務について、次に掲げるとおりアンケート調 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
査を実施する。 ａ：計画どおり行った
(ｱ) 農薬登録申請者及び国内管理人に対するアンケート調査 ｂ：概ね計画どおり行った
(ｲ) 農薬登録情報利用者に対するアンケート調査 ｃ：計画どおり行わなかった

ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく
【年度計画】 不適切な対応にあった
② ①の業務に附帯する業務
ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化 【事業報告】

農薬の安全性に関する試験成績の信頼性を確保するため、農薬 (ｳ) 平成22年度に査察を実施した23試験施設
GLP制度の適用対象試験の範囲が拡大し、農薬GLP適合確認業務の のすべてについて､目標期間である査察実施
内容の高度化・複雑化及び適合確認件数の増加が見込まれること 後3週間以内に査察結果を取りまとめ､その結
から、査察実施後6週間以内にGLP適合確認の査察結果を農林水産 果を基に､農薬検査部内に設置する評価会議
省消費・安全局長に報告することができるよう、次に掲げる措置 を17回開催した。
を講ずる。 査察実施から会議開催までの平均期間は
(ｱ) GLP査察実施後、部内に設置する評価会議において、現行マ 1.5週間、最大で2.1週間であった。

ニュアルの適切性について意見聴取を行い、必要に応じて、改
訂版を作成する。 【特記事項】

(ｲ) 査察員の資質の向上に努めるため、定期的な内部研修を行う ◆達成度合（3週間以内に開催した評価会議の回
とともに、外部機関が主催するGLPに関する研究会等に職員を 数）：100％（17回／17回）
積極的に参加させる。

また、新たに査察員となる職員については、経験豊富な職員 ◇GLP査察の実施後3週間以内に評価会議を開催し
と実地査察に参加させる等により、職員の能力向上を図る。 た。

(ｳ) 査察実施後、速やかに査察結果を取りまとめ、その結果を基 ｓ：達成度合は100％以上であり、特に優れた成 ａ
に3週間以内に農薬GLPに係る高度な知見及びGLP査察に係る豊 果が得られた
富な経験を有する中核職員等からなる評価会議を開催し、迅速 ａ：達成度合は90％以上であった
かつ的確な評価を行い、必要な改善指示を行う。 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった

ｃ：達成度合は50％未満であった
イ 国際調和の推進 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

新たなOECDのテストガイドラインの策定等の国際調和業務、外 の著しく不適切な対応にあった
国・地域との間における農薬GLP制度の相互承認に係る協定及び2
国間取決めに対して技術的に貢献するため、農林水産省との連携 【事業報告】
・協力の下、次に掲げる取組を実施する。 イ 新たなOECDのテストガイドラインの策定等の
(ｱ) OECD環境政策委員会農薬作業部会、同GLP作業部会等の会議 国際調和業務、外国・地域との間における農薬

に、必要に応じて職員を派遣するほか、国際的な議論に貢献す GLP制度の相互承認に係る協定及び2国間取決め
るため、専門家会議に職員を登録する。 に対して技術的に貢献するため、国との連携・

(ｲ) コーデックス食品規格委員会（Codex Alimentarius Commiss 協力の下、次に掲げる取組を実施した。

(ｱ) GLPに関する国際調和業務に対して技術的
に貢献するため、GLP作業部会に専門家とし
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て登録した職員1名を、第24回会合にに出席
させた。

ion）残留農薬部会（Codex Committee on Pesticide Residues） (ｲ) 平成22年度は、農林水産省からコーデッ
等の会議に、必要に応じて職員を派遣する。 クス食品規格委員会（Codex Alimentarius C
(ｳ) 上記会議での検討事項に関して、日常的な検討を行うための ommission）残留農薬部会（Codex Committee

体制整備を行う。この中で、引き続き、OECDのドシエ・モノグ on Pesticide Residues）の会議への出席要
ラフ及び電子テンプレートの利用に関する国際的動向につき、 請はなかった。
情報収集を行う。 (ｳ) 農林水産省からの依頼に基づき、FAO/WHO

また、必要に応じて、各国の検査機関との情報交換を行う。 合同残留農薬専門家会議(JMPR)から提示送付
(ｴ) 上記会議に関して、関係団体等と意見交換会を開催する。 された「JMPRで評価される農薬」に関するGA
(ｵ) 日・EU等の農薬GLPに係る相互承認協定の履行に貢献するた P情報について、我が国の登録内容に基づき

め、日本における農薬GLP適合確認施設のリストを作成し農林 取りまとめ、報告した。
水産省へ報告する。 (ｴ) 上記会議に関する関係団体等との意見交

換会については、平成22年度は該当がなかっ
ウ 調査研究の重点化 た。
(ｱ) 中期目標第３の２(2)の②のウの(ｱ)及び(ｲ)に即した調査研 (ｵ) 日・EU相互承認協定（GLP分野）に基づき、

究課題に重点化し、次のａ及びｂに掲げる調査研究課題に取り 平成21年度に査察した農薬GLP試験施設のリ
組むこととする。 ストを農林水産省に報告した。
ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等の国際的枠組の

策定に当たり、これが我が国へ導入された場合の可否の検証 ◇OECDのテストガイドラインの策定、コーデック
： ス食品規格委員会における残留農薬に関する国際
・水産動植物への影響評価に係るテストガイドラインの開発 規格の設定及び農薬GLP制度の相互承認協定等に ａ
・検証 対して技術的に貢献するために必要な取組を行っ

・作物残留試験及び後作物残留試験に係るテストガイドライ た。
ンの改善・整備 ｓ：必要な取組を行い、特に優れた成果が得られ

ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応した新たな検査手 た
法の開発： ａ：必要な取組を行った
・農薬製剤の簡易判別手法の開発 ｂ：必要な取組を行わなかった事例があった

(ｲ) 調査研究実施中における措置 ｃ：取組を行わなかった
ａ 調査研究の実施期間中において、経費及び人的資源につき、 ｄ：取組を行わず、その要因は法人の著しく不適

適切な進行管理を行うため、農薬関係調査研究検討会におい 切な対応にあった
て定期的に検討を行う。

ｂ 原則として、すべての調査研究結果については、事業年度 【事業報告】
内に外部の有識者による事後（中間）評価を行うとともに、 ウ 調査研究の重点化
調査研究の結果を迅速に公表する。 (ｱ) 調査研究費の全額をａ及びｂに配分した。

ｃ 外部の有識者による評価が著しく低い調査研究について
は、実施期間中であっても、打ち切りを含めて抜本的に見直 ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン
す。併せて、次の事業年度の調査研究計画（案）についても、 等の国際的枠組の策定に当たり、これが我
上記外部有識者による事前評価を行う。 が国へ導入された場合の可否の検証

エ 情報の適正な収集・分析等 ・水産動植物への影響評価に係るテストガ
(ｱ) 農薬の検査を適切に行うため、コーデックス食品規格委員会 イドラインの開発・検証

又はOECDの加盟国において作成されている評価概要書（モノグ
ラフ）、国内外の農薬に関する文献情報等を積極的に入手し分 ウキクサ生長阻害試験の我が国への導入
析するとともに、体系的に分類・整理・保管を行う。 の可否の検討

(ｲ) 農薬の安全性等に関する情報提供の推進 OECDテストガイドライン221号（ウキ
ａ 消費者、生産者、事業者等からの問い合わせに適切に対応 クサ生長阻害試験）について検証した結

する。 果、アオウキクサの水稲用除草剤感受性
ｂ 消費者、生産者、事業者等からホームページに寄せられた は、OECD試験推奨ウキクサと同等の傾向

意見を検討するとともに、必要に応じ、情報提供業務の改善 を示した、アオウキクサがわが国におけ
を図る。 る農薬の水生生物に対する影響を評価す

るための試験生物種として有用であると
オ アンケート調査の実施 の情報を得た。（平成22年度終了。日本

センターの業務の質及びサービスの一層の向上を図るため、農 雑草学会第50回大会において発表）
薬登録申請者及び国内管理人に対してアンケート調査を実施す
る。 ・作物残留試験に係るテストガイドライン

の改善・整備

作物残留性の外挿に係る検討
わが国の実情に適した作物残留性の外

挿法等を検討するため、根菜類（大根／
カブ）の作物残留性試験等の調査を行っ
た。
農薬濃度の減衰に影響を与えると思わ

れる農薬散布から試料採取までの期間に
おける作物の種類による重量変化の違い
等、様々な変動要因を考慮した上で農薬
の残留性に関する作物のグループ化や外
挿法を検討していく必要性が示唆され
た。（平成22年度終了。農薬調査研究報
告第3号（平成23年度発行予定）に掲載
予定）

土壌を経由した後作物への農薬残留に
関する調査研究

土壌中の農薬濃度と後作物における
残留濃度の関係等について検討するた
め、ポット及びほ場における後作物残
留性試験を実施した結果、高極性また
は低土壌吸着性の農薬は後作物に残留
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しやすいことが示唆された。（平成22年
度終了。「農薬調査研究報告第3号」（平
成23年度発行予定）に掲載予定）

ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応
した新たな検査手法の開発
・農薬製剤の簡易判別手法の開発

FT-IRを用いた製剤分析方法の確立
液体製剤のうち水分が多いものについ
て、フーリエ変換型赤外分光光度計（F
T-IR）での測定方法を検討し、水との
差スペクトルを主成分分析により解析
することで農薬製剤を判別できた。

本研究課題で開発したFT-IRのスペク
トルを利用して測定・解析する手法は、
農薬の市販品と見本品の同一性を一括
確認できるものであり、評価手法とし
ての有効性が示された。（平成22年度終
了。「農薬調査研究報告第3号」（平成23
年度発行予定）に掲載予定）

【特記事項】
水産動植物への影響評価に係るテストガイドラ

インの開発・検証については、平成22年度はOECD
で検討されているウキクサを用いたテストガイド
ラインの利用可能性をテーマとして実施した。

「研究費の重点配分」については、「中期計画
第1の2(1)の②イ付帯業務」において評価するた
め、当指標においては評価しない。

◇年度計画に基づき、調査研究を実施した。
ｓ：計画どおり実施し、特に優れた成果が得られ

た ａ
ａ：計画どおり実施した
ｂ：概ね計画どおり実施した
ｃ：計画どおり実施できなかった
ｄ：計画どおり実施できず、その要因は法人の著

しく不適切な対応にあった

【事業報告】
(ｲ) 調査研究実施中における措置
ａ 調査研究推進委員会（農薬）を3回開催

し、平成22年度計画についての外部評価委
員指摘事項に対する対応、調査研究の進捗
状況と推進上の問題点、平成22年度調査研
究成果及び平成23年度調査研究計画案など
について検討を行い、必要に応じ修正等を
行った。

ｂ 平成23年3月に平成22年度の調査研究成
果について外部評価委員による最終評価を
実施した。その結果、AからDの4段階評価
で、4課題すべてがA（目標を上回った）又
はB（目標を達成した）の評価であった。
なお、調査研究結果は、関連学会誌等で迅
速に公表することとしている。

ｃ 上記外部評価委員による評価において、
平成23年度の調査研究計画（案）に対する
事前評価を実施した。その結果、 AからD
の4段階評価で、4課題すべてがA又はBの評
価であった。

◇調査研究の進行管理、外部の有識者による事前
・事後評価及び調査研究結果の公表を適切に行っ
た。 ａ
ｓ：適切に行い、特に優れた成果が得られた
ａ：適切に行った
ｂ：概ね適切に行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対

応にあった

【事業報告】
エ 農薬の検査に関連する情報収集については、

「毒性」、「環境（化学系、生物系）」、「品質」、
「効果及び薬害」、「残留」及び「その他」の6
分野に分類し、次のとおり文献又は学術誌を収
集、整理、抄録作成を行った。
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表７ 文献又は学術誌の収集、整理、抄録
分 野 文献等の 抄録作成

種類
毒 性 4種類 5タイトル
環 境 14 種類 3タイトル
品 質 4種類 19タイトル
効果及び薬害 4種類 7タイトル
残 留 5種類 56タイトル
そ の 他 0種類 0タイトル
合 計 31種類 90タイトル

また、平成22年にEUで評価された16化合物の
農薬の毒性及び残留性の評価概要を収集した。

ａ ホームページの「ご意見・お問い合わせ」
の「農薬の登録情報等に関するお問い合わせ」
のコーナーにおいて消費者、生産者、事業者
等からの問い合わせが168件あり、すべてに
ついて適切に回答した。

問い合わせがあってから回答までの期間
は、2週間以内と定め、すべて期間内に回答
した。

ｂ 各四半期ごとに寄せられた質問、意見のと
りまとめを行い、ホームページの「ご意見・
お問い合わせ」の「農薬の登録情報等に関す
るお問い合わせ」のコーナーの「よくある質
問」を追加・更新した。

また、次の資料等をホームページの「農薬
検査関係」のコーナーに掲載した。

・食品安全委員会において評価された47農薬
の資料概要

この他、次のとおり農薬登録に関する情報提
供の推進を図った。

提供内容：登録番号、用途（殺虫、殺菌、除草
等）、農薬の種類、農薬の名称、作
物名、適用病害虫雑草名、使用目
的、使用時期、使用液量、本剤の
使用回数、使用方法、適用場所等
全17項目

ダウンロード等の実績（平成22年4月～平成23
年3月）

アクセス数：計109,411件、月平均9,118件
（内訳 基本情報：月平均5,106件

詳細情報：月平均4,012件）

ダウンロードデータの二次利用(注)：0件

注：私的使用又は引用等著作権法上認められ
た行為以外の引用、転載、複製、改変等
（再配信を含む）及び商業目的での利用

【特記事項】
(ｲ)の取組内容については、「中期計画第2の1(2)

の①ア情報提供の一元化」において評価するため、
当指標においては評価しない。

◇コーデックス食品規格委員会又はOECD加盟国で
作成されているモノグラフ及び農薬に関する文献
を整理・活用した。 ａ
ｓ：整理・活用し、特に優れた成果が得られた
ａ：整理・活用した
ｃ：整理・活用しなかった
ｄ：整理・活用せず、その要因は法人の著しく不

適切な対応にあった

【事業報告】
オ 行政サービスの改善について、農薬登録申請

者及び国内管理人（総計164者）に対し、郵送
によるアンケート調査を行った。
アンケートの総回収数は71件（回収率43.3％）

であった。最も多かった要望・指摘としては、
平成22年度に更新した登録情報検索システムが
使いにくいとの内容であった。また、アンケー
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ト結果及び改善措置について、申請者及び国内
管理人に送付した。
なお、農薬登録情報利用者に対するアンケー

ト調査については、情報提供業務におけるアン
ケート調査の中で適正に行った。

◇農薬の検査等の業務について、業務の質及びサ
ービスの一層の向上を図るためのアンケート調査
を実施した。 ａ
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた
ａ：実施した
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な

対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務 ③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務

農薬取締法第13条の2及び第15条の3の規定に基づく農薬等の集 農林水産大臣から指示のあった、24都道府県
取及び立入検査を行うに当たっては、それらの実施後、その結果 下の77製造場に対して立入検査を実施するとと
を農林水産大臣に1か月以内に報告するため、次に掲げる取組を もに、検査のため22点の農薬を集取した。
実施する。ただし、集取農薬の検査に時間を要する場合には、当
該検査結果が得られ次第、その結果を農林水産大臣に報告するも ○ 製造場に対する立入検査等
のとする。 農林水産大臣から指示のあった新規化合物

農薬を製造している製造場及び近年検査を実
ア マニュアルの改善 施していない製造場を対象に、農薬の製造及

立入検査マニュアル及び集取マニュアルについて、必要に応 び品質管理状況、法定事項の遵守事項等の検
じて見直しを行い、集取した農薬等の検査の迅速化を図る。 査を実施するとともに、農林水産省の依頼に

イ 研修の実施等 より事故災害防止に対する調査を行った。
集取及び立入検査について未経験の職員又は経験数が少ない 農林水産大臣からの77製造場への立入検査

職員については、的確かつ効率的な検査が行えるよう、知識及 実施指示に対し、立入検査実施後、大臣への
び技術の習得に必要な研修を実施する。 結果報告に要した期間は次のアからウの措置

ウ 事務処理の迅速化 を講じることにより、すべての検査で目標期
通常の立入検査について、決裁等の事務処理の迅速化を図る。 間である1か月以内（最大15日、平均10.3日）

に報告した。
【年度計画】
③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務 ○ 集取農薬等の検査結果

農薬取締法第13条の2及び第15条の3の規定に基づく農薬等の集 立入検査において集取した農薬について、
取及び立入検査を行うに当たっては、それらの実施後、検査の結 有効成分の種類及び含有量、物理的化学的性
果を農林水産大臣に1か月以内に報告するため、次に掲げる取組 状、容器又は包装及びその表示事項等につい
を実施する。 て検査を行った。

ただし、集取農薬の検査に時間を要する場合には、当該検査結
果が得られ次第、その結果を農林水産大臣に報告するものとする。 【特記事項】

◆達成度合（1か月以内に報告した立入検査件数）
ア マニュアルの改善 ：100％（77製造場／77製造場）

(ｱ) 立入検査マニュアルについて必要に応じて見直しを行う。
(ｲ) 集取マニュアルについて必要に応じて見直しを行う。 ◇農薬取締法に基づく立入検査等の結果を立入検

イ 研修の実施等 査等の終了後1か月以内に報告した。
集取及び立入検査について未経験の職員又は経験数が少ない ｓ：1か月以内に報告した件数は100％であり、特 ａ

職員については、的確かつ効率的な検査が行えるよう、知識及 に優れた成果が得られた
び技術の習得のため、体系的な研修計画の中で研修するととも ａ：1か月以内に報告した件数は90％以上であっ
に、立入検査に同行させる。 た

ウ 事務処理の迅速化 ｂ：1か月以内に報告した件数は50％以上90％未
決裁等事務処理の迅速化を図るため、決裁関係規程の一層適 満であった

切な運用を役職員へ周知する等改善策を講ずる。 ｃ：1か月以内に報告した件数は50％未満であっ
た

ｄ：1か月以内に報告した件数は50％未満であり、
その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
ア 立入検査等を適切かつ迅速に実施するため、

21年度に見直しを行った立入検査マニュアルを
基に立入検査を行う職員を対象に、説明会を開
催し、周知した。

イ 立入検査について未経験の職員2名に対し研
修を実施した。

ウ 立入検査に係る決裁等事務処理の規程につい
て、引き続き文書等で役職員に更なる周知、徹
底を図り、事務処理の迅速化を図った。

【特記事項】
立入検査マニュアル及び集取マニュアルについ

ては、立入検査等の結果をふまえ、検討したとこ
ろ、見直しをするような問題点は確認されなかっ
た。

◇農薬取締法に基づく立入検査等適切かつ迅速に
実施するための取組を行った。
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ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ
(3) 飼料及び飼料添加物関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １９×２点＝３８点
合計 ３８点（３８/３８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 飼料及び飼料添加物の検査等業務 ① 飼料及び飼料添加物の検査等業務
ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査 ア 次に掲げる調査を実施することにより、飼料

飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査にお の安全性の向上を図った。
ける情報の収集・提供に当たっては、必要に応じて１(2)の情報
提供業務と連携しつつ、次に掲げる取組を実施するものとする。 (ｱ) 現在指定されている飼料添加物について、
(ｱ) 飼料又は飼料添加物の基準・規格等に関する最新の科学的 基準・規格等に関する最新の科学的知見を文

知見を文献やインターネット等により収集し、諸外国におけ 献やインターネット等により収集し、外国に
る規制の状況・情報を入手し、関係する他法令による規制の おける規制の状況・情報を入手し、関係する
専門的・技術的な内容等の調査を実施し、当該調査結果を事 他法令による諸規制の専門的・技術的な内容
業年度ごとに取りまとめる。 等の調査を行い、その結果を取りまとめた。

また、農林水産省からの要請により、農林水産省が検討を
行っている飼料又は飼料添加物の基準・規格、検討資料等の また、基準・規格、検討資料等の妥当性に
妥当性について検討を行う。 ついての検討に関する農林水産省からの要請

(ｲ) 飼料添加物の指定に係る動物試験等の信頼性を確保するた はなかった。
め、飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく検査
を行う。 (ｲ) 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準

また、飼料添加物の動物試験の実施に関する基準、OECD安 に基づく検査は申請がなかったため実施しな
全性試験実施基準等、諸外国における規制の状況、関係する かった。
他法令による規制の専門的・技術的な内容等の調査を行い、 なお、飼料添加物の動物試験の実施に関す
当該調査結果を取りまとめる。 る基準についてOECD-GLPと飼料添加物GLPの相

(ｳ) 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資するため、分 違点等の調査を行い、その結果を取りまとめ、
析法の開発又は改良を行う成分を年度計画に定めて中期目標 農林水産省に報告した。
期間中に30件以上の分析法の開発又は改良を実施するととも
に、その結果を事業年度ごとに取りまとめて公表する。なお、 (ｳ) 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に
分析法の開発・改良に当たっては、必要に応じて他の検査等 資するため、検査技術の向上を目的として、
業務で得られたノウハウや知見の活用を図るものとする。 年度計画に定めた5課題を含め、次の5課題（5

また、中期目標期間中に分析法全般の解説書を作成する。 成分）の分析法の開発等を行い、調査結果を
(ｴ) 飼料等に関する基準・規格等の改善に資するため、ISO/TC34 取りまとめ、「飼料研究報告第36号」（平成23

/SC10の国内審議団体として、規格基準等の策定に参画すると 年度発行予定）に掲載予定。
ともに、必要に応じてその他の国際会議等に参画する。

ａ ライグラス中のロリトレムBの分析法の改
イ モニタリング検査 良(1成分)

飼料の安全性を向上させるため、事業年度ごとにモニタリン ｂ 飼料中のメラミンの分析法の開発（1成分）
グ検査計画を策定し、次に掲げるモニタリング検査を行う。そ ｃ 飼料中の動物由来たん白質検出法の検討
の際、プロジェクトチームを活用して、検査等業務と連携して (1成分)
モニタリング検査計画の策定を行うとともに、必要に応じてモ ｄ 飼料中の動物由来DNA検出法の検討（1成
ニタリング検査結果について４のリスク管理に資するための有 分）
害物質の分析業務との共有を図るものとする。 ｅ 配合飼料中のクエン酸モランテルの分析
(ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中の有害物質、 法の改良（1成分）

残留農薬、病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子組換え体のモニ
タリング検査については、輸入飼料中の有害物質の混入等、 さらに、愛玩動物用飼料の分析法の公定法
飼料の安全性に関する課題を勘案し、検査の必要性に応じて 化に資するため、6課題（11成分）の分析法の
重点化し、モニタリング検査項目及び成分点数を年度計画に 改良を行った。
定めて実施する。 また、「愛がん動物用飼料等の検査法」を改

モニタリング検査結果は、事業年度ごとに取りまとめ、ホーム 訂し、ホームページに掲載した。
ページに公表するとともに、このうち特に広域的に流通する主
要な輸入飼料穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況につ ａ 愛玩動物用飼料中のソルビン酸の定量法
いては、四半期ごとに取りまとめて公表する。 の開発（1成分）

このほか、農林水産省が策定する「サーベイランス・モニ ｂ 愛玩動物用飼料（ウェット製品）中の水
タリング計画」に含まれる有害化学物質・品目についての検 分の測定法の開発（1成分）
査を実施する際には、「サーベイランス・モニタリングの計画 ｃ 愛玩動物用飼料（ウェット製品）中のア
・実施及び結果の評価・公表に関するガイドライン」（平成17 フラトキシンB1、B2、G1及びG2の同時定量
年6月7日付け17消安第2330号農林水産省消費・安全局長通知。 法の検討（4成分）
以下「評価・公表ガイドライン」という。）に従って迅速かつ ｄ 愛玩動物用飼料中（ウェット製品）のデ
的確に行い、その結果を農林水産省に報告する。 オキシニバレノールの定量法の開発（1成分）

(ｲ) 抗菌性飼料添加物を含有する飼料の適正な使用に資するた ｅ 愛玩動物用飼料（ウェット製品）中のク
め、畜産農家等における抗菌性飼料添加物の耐性菌発現モニ ロルピリホスメチル、ピリミホスメチル及
タリング調査を動物医薬品検査所及び都道府県と連携して実 びマラチオンの同時定量法の開発（3成分）

施し、その結果を事業年度ごとに取りまとめて公表する。 ｆ 愛玩動物用飼料中の亜硝酸ナトリウムの
定量法の検討（1成分）

ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発生時の対応
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飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若しくは家畜等の被 (ｴ) 飼料等に関する基準・規格等の改善に資
害の発生又は有害な飼料の流通が確認された場合に被害の拡大 するため、次に掲げる業務を行った。
等を確実に防止する観点から、農林水産省、都道府県等と連携
しつつ、機動的かつ柔軟な組織体制をとるなど、迅速かつ効率 ａ 米国食品医薬品局(FDA)が定めているメラ
的に有害な飼料の流通実態の把握、原因の究明等を行うため必 ミンの分析法の飼料分析基準への適用の可
要な検査等を行う。 否について検討を行った。

また、家畜被害の発生時の対応を迅速かつ適切に行えるよう ｂ 国際基準設定のための共同試験について
緊急時対応マニュアルの整備を行う。 は、該当する試験が実施されなかった。

ｃ ISO会議については、開催されなかった。
エ 標準品等の指定 また、国際規格案等への意見照会はなかっ

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農 た。
林省令第35号）の規定に基づく抗生物質の常用標準品（抗菌性
物質の力価を定めるための標準として、センターが指定する特 ◇飼料又は飼料添加物に係る基準･規格等の設定に
定製造番号の抗菌性物質をいう。）の指定に当たっては、抗生物 関する調査を計画的に行った。
質の試験に支障を生ずることのないよう留意するとともに、少 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
なくとも2年に1回以上指定を行うものとする。 ａ：計画どおり行った

なお、常用標準品の配布については、事務処理の迅速化によ ｂ：概ね計画どおり行った
り、申請を受理した日から7業務日以内に行う。 ｃ：計画どおり行わなかった

ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく
オ 調査研究 不適切な対応にあった

飼料の安全性及び品質を向上させるため、飼料の安全性及び
品質の改善に関する調査研究のうち専門的・技術的事項に重点 【事業報告】
化し、農林水産省の要請を優先して調査研究を実施し、調査研 イ モニタリング検査について計画を策定して次
究の結果を取りまとめる。 に掲げるとおり実施し、飼料の安全性の向上を

図った。
カ 牛海綿状脳症の発生の防止のための対応

我が国において牛海綿状脳症が発生したことを踏まえ、牛海 (ｱ) 飼料等中の飼料添加物、飼料又は飼料添加
綿状脳症の発生の防止を万全なものとするため、牛海綿状脳症 物中の有害物質、病原微生物、肉骨粉等及び
の発生に関する感染源及び感染経路の究明のための国内及び海 遺伝子組換え体のモニタリング検査について
外の飼料工場等に対する飼料の流通経路等の調査を必要に応じ は、次に掲げるとおり実施し、いずれも年度
て行う。 計画に定めた目標を達成した。

【年度計画】 ａ 飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基
① 飼料及び飼料添加物の検査等業務 準・規格適合検査として 251点
ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査 ｂ 飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有
(ｱ) 現在指定されている飼料添加物について、基準・規格等に 害物質の基準適合検査として 70,457点

関する最新の科学的知見を文献やインターネット等により収 ｃ 飼料中の病原微生物の基準・規格適合検
集し、外国における規制の状況・情報を入手し、関係する他 査として326点
法令による諸規制の専門的・技術的な内容等の調査を実施し、 ｄ 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として 1,
必要に応じて試験方法の開発改良を行い、その結果を取りま 281点
とめる。

また、農林水産省からの要請により、農林水産省が検討を 【特記事項】
行っている飼料又は飼料添加物の基準・規格、検討資料等の ◆達成度合（試験成分点数）
妥当性について検討を行う。 ：128％（72,315点／56,450点）

(ｲ) 飼料添加物の指定に係る動物試験等の信頼性を確保するた
め、飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく検査 ◇年度計画に基づき、飼料の安全性の向上に資す
を行う。 るためのモニタリング検査を実施した。

また、飼料添加物の動物試験の実施に関する基準、OECD安 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優 ａ
全性試験実施基準等、外国における規制の状況、関係する他 れた成果が得られた
法令による規制の専門的・技術的な内容等の調査を行い、当 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
該調査結果を取りまとめる。 ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であっ

(ｳ) 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資するため、次 た
に掲げる分析法の開発又は改良を実施するとともに、その結 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
果を取りまとめて公表する。 ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要

また、分析法全般の解説書を作成する。 因は法人の著しく不適切な対応にあった
ａ ロリトレムBの分析法
ｂ メラミン等の同時分析法 【事業報告】
ｃ ソルビン酸の分析法 モニタリング検査結果については、事業年度
ｄ 動物由来たん白質の検出法 ごとに取りまとめ、ホームページに公表した。
ｅ 動物由来DNAの検出法 このうち特に広域的に流通する主要な輸入飼料

(ｴ) 飼料等に関する基準・規格等の改善に資するため、次に掲 穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況に
げる業務を実施する。 ついては、四半期ごとに取りまとめて公表した。
ａ 国際基準との比較検討
ｂ 国際基準設定のための共同試験への参加 ◇モニタリング検査結果を事業年度ごと又は四半
ｃ 必要に応じてISO会議に参加するとともに、国際規格案等 期ごとにとりまとめてホームページに公表した。

への意見の提出 ｓ：公表し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：公表した

イ モニタリング検査 ｃ：公表しなかった
飼料の安全性を向上させるため、モニタリング検査計画を策 ｄ：公表せず、その要因は法人の著しく不適切な

定し、次に掲げるモニタリング検査を行う。 対応にあった
(ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中の有害物質、

病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子組換え体のモニタリング検 【事業報告】
査については、次に掲げるモニタリング検査項目及び成分点 このうち農林水産省が策定する「サーベイラ
数を目標として実施する。 ンス・モニタリング年次計画」に含まれる有害
ａ 飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・規格適合検 化学物質／品目についての検査を実施する際は、

査として、200点 農林水産省が定めている「サーベイランス・モ
ｂ 飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物質の基準 ニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表

適合査として、55,000点 に関するガイドライン」（平成17年6月7日付け17
ｃ 飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査として、250点 消安第2330号農林水産省消費・安全局長通知）
ｄ 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として、1,000点モニタリ に従って迅速かつ的確に行い、その結果を農林
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ング検査結果は、事業年度ごとに取りまとめ、ホームペー 水産省に報告した。
ジに公表するとともに、このうち特に広域的に流通する主
要な輸入飼料穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況 【特記事項】
については、四半期ごとに取りまとめて公表する。 「サーベイランス・モニタリング計画」に含ま
このほか、農林水産省が策定する「サーベイランス・モ れる有害化学物質／品目についての検査について

ニタリング計画」に含まれる有害化学物質・品目について は、「中期計画第2の4(1)リスク管理に資するため
の検査を実施する際には、農林水産省が定めている「サー の有害物質の分析業務」において評価する。
ベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・
公表に関するガイドライン」（平成17年6月7日付け17消安第 【事業報告】
2330号農林水産省消費・安全局長通知）に従って迅速かつ (ｲ) 農林水産省動物医薬品検査所及び都道府県
的確に行い、その結果を農林水産省に報告する。 と連携して畜産農家等における抗菌性飼料添

(ｲ) 抗菌性飼料添加物を含有する飼料の適正な使用に資するた 加物及び動物用医薬品に対する耐性菌発現モ
め、畜産農家等における薬剤耐性菌モニタリング調査を農林 ニタリング調査を実施し、その結果をとりま
水産省動物医薬品検査所及び都道府県と連携して実施し、担 とめるとともに、農林水産省動物医薬品検査
当部分の調査結果を取りまとめて農林水産省を通じて公表す 所が実施した調査の結果と合わせて、農林水
る。 産省及び各地方自治体へ報告した。

なお、調査結果は家畜衛生週報（農林水産
ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発生時の対応 省消費・安全局畜水産安全管理課、動物衛生

飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若しくは家畜等の被 課発行）に掲載された。
害の発生又は有害な飼料の流通が確認された場合には、被害の
拡大等を確実に防止する観点から、農林水産省及び都道府県等 ◇抗菌性飼料添加物の耐性菌発現モニタリング調
と連携しつつ、機動的かつ柔軟な組織体制をとるなど、迅速か 査を実施し、その結果を取りまとめた。
つ適切に有害な飼料の流通実態の把握、原因の究明等を行うた ｓ：調査し、その結果を取りまとめ、特に優れた ａ
め必要な検査等を行う。 成果が得られた

また、整備した緊急時対応マニュアルを必要に応じて、見直 ａ：調査し、その結果を取りまとめた
す。 ｂ：調査結果を取りまとめなかった

ｃ：調査しなかった
エ 標準品等の指定 ｄ：調査せず、その要因は法人の著しく不適切な

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農 対応にあった
林省令第35号）の規定に基づく抗生物質の常用標準品（抗菌性
物質の力価を定めるための標準として、センターが指定する特 【事業報告】
定製造番号の抗菌性物質をいう。）の指定に当たっては、必要に ウ 飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若し
応じて常用標準品の指定を行うとともに、常用標準品の配布に くは家畜等の被害発生又は有害な飼料の流通が
ついては、事務処理の迅速化により申請を受理した日から7業務 確認された場合における被害の拡大等を確実に
日以内に行う。 防止する観点から、農林水産省及び都道府県等

と連携しつつ、スタッフ制を活用した機動的か
オ 調査研究 つ柔軟な組織体制の下で、次に掲げる事項につ

農林水産省等からの次に掲げる委託事業等について調査研究 いて迅速かつ適切に対応した。
を行うとともに、緊急時等の農林水産省からの要請を優先して
調査研究を実施し、調査研究の結果を取りまとめる。 ・ エンドファイト毒素による中毒が疑われる
(ｱ) 動物由来たん白質及びDNA検出法改良 事例の原因究明のため、給与した飼料の分析
(ｲ) 飼料からのサルモネラの迅速検出法の開発 （4件、6点）を実施した。

カ 牛海綿状脳症の発生の防止のための対応 また、マニュアルの見直しを検討した結果、
我が国において牛海綿状脳症が発生したことを踏まえ、牛海 改正を要する事項はなかった。

綿状脳症の発生の防止を万全なものとするため、牛海綿状脳症
の発生に関する感染源及び感染経路の究明のための国内及び海 ◇飼料の使用に起因する家畜被害等が発生した場
外の飼料工場等に対する飼料の流通経路等の調査を必要に応じ 合、整備したマニュアルに基づき有害な飼料の流
て行う。 通実態の把握、原因の究明等を行うため必要な検 ａ

査等を迅速かつ効率的に実施した。
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた
ａ：迅速かつ効率的に実施した
ｂ：概ね迅速かつ効率的に実施した
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な

対応にあった

【事業報告】
エ 抗生物質の常用標準品の指定については、指

定を行わなかった。また、平成21年度に指定し
た18種類の常用標準品の配布については、申請
を受理した日から7業務日以内に405本配布した。

【特記事項】
◆達成度合（7業務日以内に配布した常用標準品の

本数） ：100％(405本／405本)

◇抗生物質の常用標準品の指定を必要に応じて行
った。
ｓ：指定を行い、特に優れた成果が得られた －
ａ：指定を行った
ｂ：必要な指定を行わなかった事例があった
ｃ：必要な指定を行わなかった
ｄ：必要な指定を行わず、その要因は法人の著し

く不適切な対応にあった

◇常用標準品の配布について、申請を受理した日
から7業務日以内に行った。
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得 ａ

られた
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ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
オ 次に掲げる調査を実施し、結果を取りまとめ

ることにより、飼料の安全性及び品質の向上を
図った。

(ｱ) 動物由来たん白質及びDNA検出法改良
ａ 飼料中の動物由来たん白質検出法におけ

る「モリナガ加熱処理牛由来タンパク質検
出キットVer.2」の検討

（株）森永生科学研究所と共同開発した
「モリナガ加熱処理牛由来タンパク質検出
キットVer.2」の飼料への適用の可否を検討
し、動物由来たん白質検出法としての有用
性を確認し、その内容を「飼料研究報告第3
6号」（平成23年度発行予定）に掲載予定。（平
成23年度継続）

ｂ 飼料中の動物由来DNA検出法におけるRFLP
を用いた確認試験法の検討

PCR増幅産物の制限酵素切断によるRFLP法
を用いた迅速で簡便な確認試験法を検討し、
その内容が食品衛生学雑誌（第52巻第1号）
に掲載された。（平成23年度継続）

(ｲ) 飼料からのサルモネラの迅速検出法の開発
（独）農業・食品産業技術総合研究機構動

物衛生研究所と共同でマルチプレックスPCR法
によるサルモネラ主要血清型迅速同定法を開
発した。（平成23年度継続）

(ｳ) 自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加
価値化技術の開発

農林水産省委託プロジェクト研究「自給飼
料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技
術の開発」の一環として、作期の異なるとう
もろこし6品種を適期及び適期から概ね1週間
遅れて収穫しデオキシニバレノール、ニバレ
ノール及びゼアラレノンを測定して、西日本
におけるかび毒の発生状況を調査した。（平成
23年度継続）

また、農林水産省からの要請により、飼料
中のデオキシニバレノールの暫定許容値の見
直しについて、添加回収試験を実施し、その
結果を速やかに報告した。

(ｴ) 麦類等のカビ毒汚染実態調査
厚生労働省の「食品の安心・安全確保推進

研究事業（食品汚染カビ毒の実態調査ならび
に生体毒性影響に関する研究）」に参画して、
厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所と協力
し、麦類20点、雑穀米20点についてT-2トキシ
ン、HT-2トキシン及びゼアラレノンの調査を
行った。（平成23年度継続）

◇飼料の安全性及び品質に関する分析法等を開発
又は実用化し、若しくは結果が次年度の調査研究
に活用できる成果が得られた。 ａ
ｓ：達成し、特に優れた成果が得られた
ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった
ｄ：達成されず、その要因は法人の著しく不適切

な対応にあった

【事業報告】
カ 牛海綿状脳症の発生に関する感染源及び感染

経路の究明のための国内及び海外の飼料工場等
に対する飼料の流通経路等の調査については、
農林水産省からの要請がなかったため、実施し
なかった。

【特記事項】
実績がないため、評価しない。

◇牛海綿状脳症の発生に関する感染源及び感染経



- 65 -

路の究明のための国内及び海外の飼料工場等に対
する飼料の流通経路等の調査を必要に応じて行っ －
た。
ｓ：必要な調査を行い、特に優れた成果が得られ

た
ａ：必要な調査を行った
ｃ：必要な調査を行わなかった事例があった
ｄ：必要な調査を行わなかった事例があり、その

要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務 ② 特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示に

特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示の業務について、 関する業務194件を適正に実施した。さらに、イ
適正に実施するとともに、事務処理の効率化により、申請を受 ンターネットVPNを活用した事務処理等の効率化
理した日から20業務日以内に処理する。 により、申請のあった日から20業務日以内にす

べて処理した。
【年度計画】
② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務 【特記事項】

特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示の業務について、 ◆達成度合（検定等業務の実施件数）
適正に実施するとともに、事務処理の効率化により、申請を受 ：100％（194件／194件）
理した日から20業務日以内に処理する。

◇飼料添加物の検定及び表示の業務について、適
正に実施し、申請を受理した日から20業務日以内
に処理した。 ａ
ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得

られた
ａ：達成度合は90％以上であった
ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：達成度合は50％未満であった
ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 飼料について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査 ③ 検定実績のある登録検定機関（2機関（2事業
及び指導の業務 所））に対して分析技術の維持状況の調査を行っ

登録検定機関の行う検定業務の適切な実施に資するため、検 た。その結果、技術的指導を必要とする事業場
定実績のある登録検定機関に対して毎事業年度1回調査を実施す はなかった。
るとともに、必要に応じて検定精度の管理等について技術的指
導を行う。 【特記事項】

また、登録検定機関を対象として共通試料による共同試験を ◆達成度合（調査を行った登録検定機関数）
毎事業年度1回実施し、検定業務に係る技術水準を確認するとと ：100％（2機関／2機関）
もに必要に応じて検査技術について技術的指導を行う。

◇検定実績のある全登録検定機関に対して技術上
【年度計画】 の調査を1回実施するとともに、必要に応じて技術
③ 飼料について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査 的指導を行った。 ａ
及び指導の業務 ｓ：計画値の達成度合は100％であり、特に優れた

登録検定機関の行う検定業務の適切な実施に資するため、検 成果が得られた
定実績のある登録検定機関に対して年1回調査を実施するととも ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
に、必要に応じて検定精度の管理等について技術的な指導を行 ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であっ
う。 た

また、登録検定機関を対象として共通試料による共同試験を ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
年1回実施し、検定業務に係る技術水準を確認するとともに、必 ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要
要に応じて検査技術について技術的指導を行う。 因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
共通試料を用いた登録検定機関の技術水準の

確認試験を7機関（13事業所）に対して実施し、
そのうち4機関4事業所に対し技術的指導を行う
ことにより、検定業務に係る技術水準の維持・
向上を図った。

◇登録検定機関を対象として共通試料による共同
試験を1回実施するとともに、必要に応じて技術的
指導を行った。 ａ
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた
ａ：実施した
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な

対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する ④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の

検査等業務 方法等に関する検査等業務
ア 特定飼料等製造業者の登録等の申請に係る検査 ア 特定飼料等製造業者の申請1件について、25業

特定飼料等製造業者（外国特定飼料等製造業者を除く。）の登録 務日で検査を終了した。
等の申請に係る検査については、検査に要する標準処理期間を
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50業務日と定め、事務処理の効率化を図り、当該標準処理期間 イ 規格設定飼料製造業者の登録等の申請はなか
内に検査を終了するよう努める。 った。

イ 規格設定飼料製造業者の登録等の申請に係る検査
規格設定飼料製造業者（外国規格設定飼料製造業者を除く。） 【特記事項】

の登録等の申請に係る検査については、検査に要する標準処理 ◆達成度合（検査を行った製造業者）
期間を40業務日と定め、事務処理の効率化を図ることにより、 ：100％（1件／1件）
当該標準処理期間内に検査を終了するよう努める。

ウ 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化に関する調査 ◇特定飼料等製造業者（外国特定飼料等製造業者
(ｱ) 有害物質又は病原微生物による飼料の汚染及び反すう動物 を除く。）又は規格設定飼料製造業者（外国規格設

用飼料への肉骨粉等の混入等による有害な飼料の流通を未然 定飼料製造業者を除く。）の登録等の申請に係る検 ａ
に防止する観点から、飼料及び飼料添加物の製造設備、製造 査について、事務処理の効率化を図ることにより、
・品質管理の方法等に関する調査を実施し、その管理の高度 それぞれの標準処理期間内に検査を終了した。
化に係る技術的指導を行う。 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得

また、製造管理等の状況をデータベース化し、技術的指導 られた
の高度化に活用する。 ａ：達成度合は90％以上であった

(ｲ) 収去品の検査の結果、基準・規格等に抵触する事例等が認 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
められた場合には、製造・品質管理の方法等の改善について、 ｃ：達成度合は50％未満であった
センターの専門的知見から技術的指導及び情報の提供を行う。 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

(ｳ) 牛海綿状脳症の発生の防止に万全を期する観点から、動物 の著しく不適切な対応にあった
由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造事業場の
製造設備、製造・品質管理の方法等に関する調査を実施し、 【事業報告】
製造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す ウ 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度
る。 化に関する調査

(ｴ) 飼料を海外に輸出する業者等からの要請に基づき、当該飼
料の製造事業場の製造設備、製造・品質管理の方法等に関す (ｱ) 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の方
る調査を実施し、輸出先国の製造基準等への適否を確認する。 法等に関する調査として、次に掲げる業務を

実施した。
【年度計画】
④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する ａ 牛等用飼料に肉骨粉等が混入することを
検査等業務 防止するため、飼料等を製造する事業場406

ア 特定飼料等製造業者の登録等の申請に係る検査 箇所に対して検査を実施し、肉骨粉等の交
特定飼料等製造業者（外国特定飼料等製造業者を除く。）の登録 差汚染防止に関する製造・品質管理の高度
等の申請に係る検査については、検査に要する標準処理期間を 化に係る技術的指導を行った。
50業務日と定め、事務処理の効率化を図り、当該標準処理期間 また、製造管理等の実施状況を確認する
内に検査を終了するよう努める。 チェックリストを作成してデータベース化

イ 規格設定飼料製造業者の登録等の申請に係る検査 し、検査及び技術的指導の高度化に活用し
規格設定飼料製造業者（外国規格設定飼料製造業者を除く。） た。

の登録等の申請に係る検査については、検査に要する標準処理 ｂ 抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及
期間を40業務日と定め、事務処理の効率化を図り、当該標準処 び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質
理期間内に検査を終了するよう努める。 管理に関するガイドラインに基づき、配合

ウ 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化に関する調査 飼料26事業場及び飼料添加物複合製剤9事業
(ｱ) 有害物質又は病原微生物による飼料の汚染、反すう動物用 場について確認検査を実施し、製造事業場

飼料への肉骨粉等の混入及び抗菌性物質に関する基準・規格 確認証を発給した。また、過去に製造事業
等を逸脱した飼料及び飼料添加物による有害な飼料の流通を 場確認証を発給した31事業場に対して中間
未然に防止する観点から、飼料及び飼料添加物の製造設備、 確認検査を実施した。
製造・品質管理の方法等に関する調査を実施し、その管理の
高度化に係る技術的指導を行う。 (ｲ) 収去品の検査の結果、基準・規格等に抵触

また、製造管理等の状況をデータベース化し、技術的指導 する事例が6件認められたことから、製造・品
の高度化に活用する。 質管理の方法等の改善に資するため、センタ

(ｲ) 収去品の検査の結果、基準・規格等に抵触する事例等が認 ーの専門的知見による技術的指導及び情報の
められた場合には、製造・品質管理の方法等の改善について、 提供を行った。
センターの専門的知見から技術的指導及び情報の提供を行う。

(ｳ) 牛海綿状脳症の発生の防止に万全を期する観点から、動物 (ｳ) 動物由来たん白質、動物性油脂及びペット
由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造事業場の フードの製造事業場の設備、製造・品質管理
製造設備、製造・品質管理の方法等に関する調査を実施し、 の方法等に関する調査として、次に掲げる業
製造基準に適合するものであると認めた製造事業場を公表す 務を実施した。
る。 ａ 農林水産大臣の確認を要する動物由来た

(ｴ) 飼料を海外に輸出する業者等からの要請に基づき、当該飼 ん白質及び動物性油脂を製造する事業場（1
料の製造事業場の製造設備、製造・品質管理の方法等に関す 98箇所）について、製造・品質管理状況を
る調査を実施し、輸出先国の製造基準等への適否を確認する。 確認し、そのうち新たに大臣確認を受けた

製造事業場27箇所をホームページに公表し
た。

ｂ 魚粉等の輸入業者及び輸入先の製造事業
場の管理状況を266件確認した。

ｃ ペットフード等の製造事業場からの申請
に応じ製造基準適合確認検査を6件実施し、
製造基準に適合すると認められた事業場を
ホームページに公表した。

(ｴ) 飼料を海外に輸出する業者からの要請に基
づき、動物検疫所の輸出証明書の発行要件と
なる肉骨粉等の使用に関する製造基準適合確
認検査を17件実施した。

◇飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化
に関する調査を実施した。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
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ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく
不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
⑤ ①から④までの業務に附帯する業務 ⑤ 飼料の安全性及び品質の向上に資する観点か

飼料の安全性及び品質の向上に資する観点から、都道府県、 ら飼料等の依頼分析については、5件（分析成分
畜産農家等からの飼料及び飼料添加物の依頼分析については、 点数：26点、鑑定：15原料）実施した。
①から③まで及び⑥並びに５の業務に支障のない範囲内で実施 また、実施に当たっては、分析法の開発等分
する。 析技術の高度化及び決裁等の事務の簡素化によ

また、次に掲げる依頼検査の内容に応じて標準処理期間を定 る事務手続きの合理化を図ることにより、依頼
め、その期間内に適切に処理する。 分析の内容に応じた標準処理期間内に適切に処
(ｱ) 化学分析（(ｳ)を除く。） 30業務日 理した。
(ｲ) 生物分析 30業務日
(ｳ) ダイオキシン類分析 60業務日 【特記事項】

標準処理期間内に適切に処理するため、分析技術の高度化、 ◆達成度合（標準処理期間内で処理した依頼分析
事務手続の合理化を図る。 件数）：100％(5件／5件)

【年度計画】 ◇都道府県、畜産農家等からの飼料及び飼料添加
⑤ ①から④までの業務に附帯する業務 物の依頼分析について、分析技術の高度化、事務

飼料の安全性及び品質の向上に資する観点から、都道府県、 手続の合理化を図ることにより、標準処理期間内 ａ
畜産農家等からの飼料及び飼料添加物の依頼分析については、 に適切に処理した。
業務に支障のない範囲内で実施する。 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得

また、次に掲げる依頼分析の内容に応じて標準処理期間を定 られた
め、その期間内に適切に処理する。 ａ：達成度合は90％以上であった
(ｱ) 化学分析（(ｳ)を除く。） 30業務日 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
(ｲ) 生物分析 30業務日 ｃ：達成度合は50％未満であった
(ｳ) ダイオキシン類分析 60業務日 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人

標準処理期間内に上記の依頼分析を適切に処理するため、分 の著しく不適切な対応にあった
析技術の高度化、事務手続の合理化を図る。

【中期計画】 【事業報告】
⑥ 飼料安全法に基づく立入検査等業務 ⑥ 飼料安全法に基づく立入検査等業務
ア 飼料安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、農林水産 ア 飼料安全法に基づく立入検査及び質問の結果

大臣の指示に従い適正に実施するとともに、立入検査及び質問 の報告については、業務の効率化により立入検
の結果の報告については、立入検査を実施した日から30業務日 査実施後の事務処理等の迅速化を図り、立入検
以内に農林水産大臣に報告する。 査の日から24業務日以内にすべて農林水産大臣

また、農林水産大臣への報告までに要する期間については、 に報告した。
中期目標期間の最終事業年度までに事務処理の効率化により5業 また、立入検査等の結果の農林水産大臣への
務日短縮する。 報告までに要する期間については、インターネ

イ 収去品の試験結果の報告については、飼料及び飼料添加物の ットVPNを活用した本部及び各地域センター間に
分析・鑑定試験に要する標準処理期間を収去した日から20業務 おける報告事務の簡素化等を図り、6業務日短縮
日と定め、当該標準処理期間内に試験を終了するように努める した。
とともに、試験が終了した日から20業務日以内に農林水産大臣
に報告する。 ◇飼料安全法に基づく立入検査等の結果について、

また、農林水産大臣への報告までに要する期間については、 現行の報告期間内に農林水産大臣へ報告するとと
もに、報告期間を短縮するための取組を行った。 ａ
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った

中期目標期間の最終事業年度までに事務処理の効率化により5業 ｃ：計画どおり行わなかった
務日短縮する。 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく
ウ 収去品等の試験結果の信頼性を確保する観点から、前期中期 不適切な対応にあった
目標期間中に整備した試験責任者、信頼性保証部門等から構成
する信頼性保証体制及び試験操作手順書に基づき、試験を円滑 【事業報告】
に実施する。 イ 収去品の試験については、標準処理期間（20

業務日）内に853件すべて終了した。
【年度計画】
⑥ 飼料安全法に基づく立入検査等業務 【特記事項】
ア 飼料安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、農林水産 ◆達成度合（標準処理期間内の収去品検査件数）
大臣の指示に従い適正に実施するとともに、立入検査及び質問 ：100％（853件／853件）
の結果の報告については、立入検査等を実施した日から30業務
日以内に農林水産大臣に報告する。 ◇飼料安全法に基づく収去品の分析・鑑定試験を

その場合、農林水産大臣への報告までに要する期間について 20業務日以内に終了させた。
は、LAN等を活用して本部及び各地方組織間の報告を電子媒体で ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得 ａ
送付して簡素化することにより、25業務日以内とする。 られた

イ 収去品の試験結果の報告については、飼料及び飼料添加物の ａ：達成度合は90％以上であった
分析・鑑定試験に要する標準処理期間を収去した日から20業務 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
日以内と定め、当該標準処理期間内に試験を終了するように努 ｃ：達成度合は50％未満であった
めるとともに、試験が終了した日から20業務日以内に農林水産 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人
大臣に報告する。 の著しく不適切な対応にあった

その場合、農林水産大臣への報告までに要する期間について
は、LAN等を活用して本部及び各地方組織間の報告を電子媒体で 【事業報告】
送付して簡素化することにより、15業務日以内とする。 収去品の試験結果は、15業務日以内にすべて

ウ 収去品等の試験結果の信頼性を客観的に確保する観点から、 農林水産大臣に報告した。
前期中期目標期間中に整備した試験責任者、信頼性保証部門等 また、収去品の試験結果の農林水産大臣への
から構成する信頼性保証体制及び試験操作手順書に基づき、試 報告については、インターネットVPNを活用した
験を円滑に実施する。 本部及び各地域センター間における報告事務の

また、試験の精度を適正に保つため、外部機関における精度 簡素化等を図り、5業務日短縮した。
管理を行い、信頼性保証部門による試験の点検、確認を行う。
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【特記事項】
◆達成度合（標準処理期間内の収去品の検査結果
の報告件数）：100％（853件／853件）

◇飼料安全法に基づく収去品の試験結果について、
現行の報告期間内に農林水産大臣へ報告するとと
もに、報告期間を短縮するための取組を行った。 ａ
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【事業報告】
ウ 収去品等の試験結果の信頼性を確保する観点

から、信頼性保証体制及び試験操作手順書に基
づき試験を円滑に実施するとともに、各センタ
ーに対して試験結果報告書に係る査察を毎月実
施(51件)した。

また、試験の精度を適正に保つため、本部又
は各地域センターに対し、次に掲げる外部精度
管理を実施した。
・FERA（英国）主催 3回（フモニシン、りん系
農薬、遺伝子組換えトウモロコシ）

・（財）食品薬品安全センター主催 1回（デオキ
シニバレノール及びニバレノール）

・食品総合研究所主催 1回（精米中のカドミウ
ム）

◇信頼性保証体制及び試験操作手順書に基づき、
収去品等の試験を円滑に実施した。
ｓ：円滑に実施し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：円滑に実施した
ｂ：概ね円滑に実施した
ｃ：円滑に実施しなかった
ｄ：円滑に実施せず、その要因は法人の著しく不

適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
⑦ ペットフード安全法に基づく立入検査等業務 ⑦ ペットフード安全法に基づく立入検査等業務
ア ペットフード安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、 ア ペットフード安全法に基づく立入検査59件に
農林水産大臣の指示に従い適正に実施する。 ついて、適正に実施するとともに速やかに農林

イ 集取品等の試験結果の信頼性を確保する観点から、中期目標 水産大臣へ報告した。また、集取した愛玩動物
期間中に試験責任者、信頼性保証部門等から構成する信頼性保 用飼料40件の試験結果について、速やかに農林
証体制及び試験操作手順書を整備し、試験を円滑に実施する。 水産大臣に報告した。

【年度計画】 【ペットフード安全法に基づく立入検査等の実施
⑦ ペットフード安全法に基づく立入検査等業務 (中期計画第1の2(1)の③イ(ｱ))に関する事業報告
ア ペットフード安全法に基づく立入検査を行うに当たっては、 の記述】
農林水産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、その結果 ペットフード安全法に基づく立入検査等につい
を速やかに農林水産大臣に報告する。 ては、農林水産大臣からの指示に従い、59箇所に

イ 集取品等の試験結果の信頼性を客観的に確保する観点から、 対して効率的かつ効果的に実施した。
平成21年度に整備した試験責任者、信頼性保証部門等から構成
する信頼性保証体制により、試験を円滑に実施するとともに試 【ペットフード安全法に基づく立入検査等の結果
験実施に必要な試験操作手順書を作成する。 及び集取対象品の試験結果の報告(中期計画第1の2

(1)の③イ(ｲ))に関する事業報告の記述】
ペットフード安全法に基づく立入検査等の結果

及び集取対象品の試験結果については、速やかに
農林水産大臣に報告した。

【特記事項】
｢中期計画第1の2(1)の③イ(ｱ)ペットフード安全

法に基づく立入検査等の実施及び(ｲ)ペットフード
安全法に基づく立入検査等の結果及び集取対象品
の試験結果の報告｣に関する取組については、当指
標において評価する。

◇ペットフード安全法に基づく立入検査について、
適正に実施するとともに、その結果を速やかに報
告した。 ａ
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた
ａ：計画どおり行った
ｂ：概ね計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった

【事業報告】
イ 愛玩動物用飼料の検査に係る試験に関しては、
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信頼性保証体制の下で、平成21年度に作成した
試験手順書に基づき、試験を実施した。

なお、試験操作手順書に新たに追加した手順
書はなかった。

◇信頼性保証体制を整備するとともに、試験実施
に必要な試験操作手順書を作成した。
ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：計画どおり行った
ｃ：計画どおり行わなかった
ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく

不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○土壌改良資材関係業務 Ａ
(4) 土壌改良資材関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 土壌改良資材の検査等業務 ① 土壌改良資材の検査等業務
ア 土壌改良資材の表示の内容に係 ア 土壌改良資材の品質に関する表示の内容が実際の品質と一致しているか否か
る品質の検査 についての検査を33件実施し、品質に関する表示の適正化を図った。

土壌改良資材の品質に関する表
示の適正化を図るため、当該品質 ◇土壌改良資材の品質に関する表示の内容が実際の品質と一致しているか否かに
に関する表示の内容が実際の品質 ついての検査を実施した。
と一致しているか否かについての ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた ａ
検査を実施する。 ａ：実施した

イ 土壌改良資材及びその原料の試 ｃ：実施しなかった
験の受託 ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

土壌改良資材の品質の保全に資
するため、都道府県、農業者等か 【事業報告】
らの依頼を受けて、土壌改良資材 イ 土壌改良資材の試験の依頼はなかった。
等の試験を極力実施することと

し、次に掲げる標準処理期間内 【特記事項】
に適切に処理する。 依頼がなかったため、評価しない。
(ｱ) 一般試験 30業務日
(ｲ) VA菌根菌資材試験 60業務日 ◇都道府県、農業者等からの依頼による土壌改良資材等の依頼試験について、標

準処理期間内に適切に処理した。
【年度計画】 ｓ：達成度合は100％であり、特に優れた成果が得られた －
① 土壌改良資材の検査等業務 ａ：達成度合は90％以上であった
ア 土壌改良資材の表示の内容に係 ｂ：達成度合は50％以上90％未満であった
る品質の検査 ｃ：達成度合は50％未満であった

土壌改良資材の品質に関する表 ｄ：達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
示の適正化を図るため、当該品質
に関する表示の内容が実際の品質

と一致しているか否かについて
の検査を実施する。

イ 土壌改良資材及びその原料の試
験の受託

土壌改良資材の品質の保全に資
するため、都道府県、農業者等か
らの依頼試験については、業務に

支障のない範囲で実施することと
し、次に掲げる標準処理期間内に
適切に処理する。
(ｱ) 一般試験 30業務日
(ｲ) VA菌根菌資材試験 60業務日

【中期計画】 【事業報告】
② 地力増進法に基づく立入検査業 ② 地力増進法に基づく立入検査については、農林水産大臣の指示に従い適正に
務 33件実施した。

地力増進法に基づく立入検査を また、結果の報告については、インターネットVPNを活用した各地域センタ
行うに当たっては、農林水産大臣 ーからの報告事務の簡素化を行い、すべての検査結果を30業務日以内に農林水
の指示に従い適正に実施するとと 産大臣へ報告した。
もに、立入検査の結果の報告につ
いては、中期目標期間中に、農林 ◇地力増進法に基づく立入検査結果を農林水産大臣へ報告までの期間を短縮する
水産大臣の指示から報告までに要 ための取組を行った。
する期間を、VA菌根菌資材を除き、 ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
30業務日に短縮する。 ａ：計画どおり行った

ｂ：概ね計画どおり行った
【年度計画】 ｃ：計画どおり行わなかった
② 地力増進法に基づく立入検査業 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
務

地力増進法に基づく立入検査を
行うに当たっては、農林水産大臣
の指示に従い適正に実施するとと
もに、立入検査の結果の報告につ
いては、稟議手続きの合理化等事
務処理の効率化を図り、農林水産
大臣の指示から報告までに要する
期間を、VA菌根菌資材を除き、中
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期目標期間開始時の目標期間（40
業務日）に対して30業務日に短縮
する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○食品表示監視業務 Ａ
(1) 食品表示監視業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １０×２点＝２０点
合計 ２０点（２０/２０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 食品表示の監視業務について ① 食品表示の監視業務については、科学的手法を用いた食品表示の真正性の検
は、DNA解析技術、微量成分の検 査を加工食品について4,939件、生鮮食品について1,123件、合計6,062件実施
査分析技術等の科学的手法を用い した。
た食品表示の真正性の検査を、以 その結果、加工食品については、不適正な表示が176件認められた。このう
下により、毎事業年度6,000件以 ちその内容が軽微な不適正である97件について、センターから製造業者等に対
上行う。 して文書による是正指導を行い、表示内容に重大な疑義の可能性があるもの（7

9件）については、農林水産省に報告した。
ア 前事業年度の検査で不適合の多 また、生鮮食品については、表示内容に重大な疑義の可能性があるもの49件
かった品目については、検査件数 の検査結果を農林水産省に報告した。
を増加させる。 上記のほか、平成22年度12月までのJAS規格の定期見直しに係る調査業務等

イ 消費者の関心の高い品目を対象 において軽微な不適正表示が認められた26件について、製造業者等に対して文
に、毎事業年度4回以上の重点的 書による是正指導を行った。
な検査を行う。

ウ 遺伝子組換えに係る表示が行わ 【特記事項】
れている食品の検査を毎事業年度 加工食品の検査を行った結果に基づき指導を行った97件のうち、96件について
500件以上行うとともに、表示に は、平成22年度中に改善報告が提出され、適正に改善されたことを確認した。
疑義が生じた場合には、分別生産 また、残る1件については、改善計画は確認しているが、製品が季節製造製品
流通管理に係る調査を行う。 であることから改版表示については製品が製造される7月頃まで入手できないた

エ 食品の産地表示に関する検査を め、これを待って改善確認する予定である。
毎事業年度600件以上行う。 改善報告は原則として指導後1ヶ月以内を期限として提出させ、早期の改善確

オ 検査結果については、結果を取 認に努めている。
りまとめ毎事業年度公表する。

◆達成度合（食品の真正性の検査件数）：101％（6,062件／6,000件）
その結果、偽装の疑いが生じた

場合には、農林水産省からの指示 ◇食品表示の真正性の検査を6,000件以上実施した。
に基づき、製造業者、販売業者、 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
輸入業者等に対し立入検査又は任 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
意調査（以下３の(1)において「立 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
入検査等」という。）を実施し、 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
立入検査等の終了後原則3業務日 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
以内に報告する。 にあった

なお、立入検査等を行うに当た
っては、立入検査等を行う職員に 【事業報告】
資格要件を設け、検査能力等の資 ア 平成21年度の検査において不適合の割合が高かった「乾しいたけ」について、
質、検査経験等を勘案した立入検 次のとおり検査件数を平成21年度より増加させた。
査等職員の適切な人選を行い、立
入検査等に関する基準文書に基づ 品 目 平成21年度 平成22年度
き厳正に実施する。 検査件数 検査件数

・乾しいたけ 104(1.7％) 126(2.1％)
【年度計画】
① 食品表示の監視業務について 注：（ ）内の数値は、各年度の検査件数に占める割合である。
は、DNA解析技術、微量成分の検
査分析技術等の科学的手法を用い ◇前年度の検査において不適合の多かった品目の検査件数を前年度に比べて増加
た食品表示の真正性の検査6,000 させた。

件以上を適切に実施するため、次 ｓ：増加させ、特に優れた成果が得られた ａ
に掲げる措置を講ずる。 ａ：増加させた

ｃ：増加させなかった
ア 平成21年度の検査で不適合の割 ｄ：増加させず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
合が高かった「乾しいたけ」の検
査件数を増加する。 【事業報告】

イ 消費者の関心の高いと考えられ イ 消費者の関心の高いと考えられる品目について、次のとおり各センターで一
る品目を対象とした重点的な検査 斉に重点的な検査を4回行った。
を行うに当たっては、調査事項、
実施期間を調整し、各センターで 〔農林水産省関係部局と連携して行った調査〕
一斉に行う等の効率的な対応に努 ・大豆等加工食品（豆腐）の表示等に関する特別調査
めることにより4回以上行う。 200件

また、検査の計画及び実施に当 ・加工米飯の表示等に関する特別調査 100件
たっては、農林水産省関係部局と ・もち米加工品の表示等に関する特別調査 200件
連携して行う。

ウ 遺伝子組換えに係る表示が行わ 〔センターが独自で行った調査〕
れている食品の検査については、 ・マグロ（生鮮食品）の表示等に関する重点調査
製造業者等の事業規模、地域バラ 300件
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ンス等を勘案して対象製品を選定 【特記事項】
し、500件以上の検査を適切に行 ◆達成度合（重点的な調査の実施回数）：100％（4回／4回）
う。

なお、分別生産流通管理の実施 ◇消費者の関心の高い品目を対象とした重点的な検査を4回以上実施した。
に疑義があった場合には、製造業 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
者、流通業者等に対する分別生産 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
流通管理の実施状況等の調査を行 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
うとともに、可能な範囲において、 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
原料農産物を入手し、遺伝子組換 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
え体の混入率について検査分析を にあった
行う。

エ 食品の産地表示に関する検査に 【事業報告】
ついては、産地ごとの食品の流通 ウ 遺伝子組換えに係る表示が行われている食品の検査については、製造業者等
状況等を勘案し、検査を行うセン の事業規模、地域バランス等を勘案して603件実施した。（加工食品563件、生
ター、実施時期等を調整して600 鮮食品40件）
件以上を適切に行う。

オ 事業者間取引に関する監視につ 【特記事項】
いては、農林水産省と連携を図り ◆達成度合（遺伝子組換え食品の検査件数）：121％（603件／500件）
実施する。

カ 検査結果については、早急に結 ◇遺伝子組換えに係る表示が行われている食品の検査を500件以上実施した。
果を取りまとめ、農林水産省関係 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
部局と連携し、報道発表等により ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
公表する。 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった

キ 食品表示の真正性の検査の結 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
果、偽装の疑いが生じ、製造業者、 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
販売業者、輸入業者等に対する立 にあった
入検査又は任意調査（以下「立入
検査等」という。）を農林水産大 【事業報告】
臣からの指示等により実施する場 検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるもの等164件のうち、
合には、適切に実施するとととも 分別生産流通管理の実施状況等の調査を144件行った。また、平成21年度に実
に、立入検査等の終了後原則3業 施した遺伝子組換え食品の検査のうち、分別生産流通管理の調査未了分12件に
務日以内に報告するために、次に ついても調査を行った。分別生産流通管理の調査においては、可能な範囲で原
掲げる措置を講ずる。 料農産物を入手し、遺伝子組換え体の混入率について検査分析を行った。以上
○ 立入検査等を行うに当たって の調査の結果、不適切な管理が認められた案件はなかった。

は、立入検査等に関する基準文 なお、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるもののうちセンターが分別生
書に基づき厳正に実施する。 産流通管理確認調査を行わなかったものについては、別途農林水産省が行った

また、基準文書は必要に応じ 産地表示の調査等において確認されている。
て見直しを行い、内容の充実を
図る。 ◇検査の結果に基づき、必要に応じて製造業者等に対し分別生産流通管理に係る

○ 立入検査等の終了後の報告が 調査を行った。
3業務日を超えた場合には、そ ｓ：必要な調査を行い、特に優れた成果が得られた ａ
の都度その原因を究明し、以後 ａ：必要な調査を行った
の立入検査等の業務改善に活用 ｃ：必要な調査を行わなかった事例があった
する。 ｄ：必要な調査を行わなかった事例があり、その要因は法人の著しく不適切な対

ク 農林水産省又は都道府県が行う 応にあった
食品表示の真正性の検査又は調査
において、協力要請又は技術支援 【事業報告】
等の要請があった場合には、可能 エ 食品の産地表示に関する検査については、産地ごとの食品の流通状況等を勘
な限り応じる。 案し、検査を行うセンター、実施時期等を調整して1,289件実施した。（加工食

品528件、生鮮食品761件）
その結果、加工食品については、不適正な表示が40件認められた。このうち

平成22年12月までの検査において、その内容が軽微な不適正である13件につい
て、センターから製造業者等に対して文書による是正指導を行い、表示内容に
重大な疑義の可能性があるもの（27件）について、農林水産省に報告した。
また、生鮮食品については表示内容に重大な疑義の可能性があるもの48件の

検査結果を農林水産省に報告した。

表８ 食品の産地表示に関する検査件数
品 目 件 数

加工食品 528
乾しいたけ 126
梅漬物 28
野菜冷凍食品（さといも） 12
アジ・サバ加工品 142
うなぎ加工品 40
マダコ 28
塩蔵わかめ 101
コンブ 51

生鮮食品 761
黒大豆 41
ネギ 70
ニンニク 71
タマネギ 58
カボチャ 40
さといも 58
マグロ 300
アサリ 50
シジミ 73

合 計 1,289
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【特記事項】
◆達成度合（産地表示に係る検査件数）：215％（1,289件／600件）

◇食品の産地表示に関する検査を600件以上実施した。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【事業報告】
オ 事業者間取引における食品表示の監視について、農林水産省等と連携を図り、
立入検査等において原産地に疑義が生じた加工食品の原材料等41件入手し、検
査を実施した。

◇事業者間取引に関する監視について、農林水産省と連携を図り実施した。
ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた
ａ：実施した ａ
ｃ：実施しなかった
ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
カ 平成21年度の食品表示の真正性に係る検査結果について、農林水産省関係部
局と連携し、ホームページ上で公表した。

◇検査結果を取りまとめ、公表した。
ｓ：公表し、特に優れた成果が得られた
ａ：公表した ａ
ｃ：公表しなかった
ｄ：公表せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
キ 農林水産大臣からの指示等に基づき、食品表示監視業務に係る立入検査等を
適切に実施するとともに、立入検査等の終了後3業務日以内に農林水産省へ報
告するため、次に掲げる取組を行った。

○ 立入検査等については、関係する基準文書に基づき厳正に実施し、立入検
査を11件（14事業所）、任意調査を32件（71事業所）、計43件（85事業所）、
すべての案件について3業務日以内に報告した。

また、立入検査等のほか、農林水産省が改善の指示又は指導を行った事業
者に対する改善状況の確認調査を3件（5事業所）実施し、都道府県からの要
請により、20件（29事業所）の立入検査等に協力した。

なお、平成23年1月1日から、「食品表示に関する立入検査等について」（農
林水産省消費・安全局長通知）が施行されことに伴い、センターにおける立
入検査員の資格要件の見直しや、登録された立入検査員の技量の維持・向上
のための研修の受講に関する規定を設ける等基準文書の改正を行った。

○ 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件について3業務日を超えて報
告した案件はなかった。

【特記事項】
◆達成度合（3日以内に報告した立入検査等件数）：100％（43件／43件）

◇立入検査等の結果を立入検査等の終了後3業務日以内（ただし、特段の理由が
ある案件を除く。）に報告した。
ｓ：3業務日以内に報告した件数は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：3業務日以内に報告した件数は90％以上であった
ｂ：3業務日以内に報告した件数は50％以上90％未満であった
ｃ：3業務日以内に報告した件数は50％未満であった
ｄ：3業務日以内に報告した件数は50％未満であり、その要因は法人の著しく不
適切な対応にあった

【事業報告】
ク 農林水産省又は都道府県が行う食品表示の真正性の検査又は調査、警察から
の協力要請又は技術支援等の要請があった385件について、要請に応じた分析
を行い、その結果については速やかに報告する等適切に対応した。

【中期計画】 【事業報告】
② 食品表示110番等を通じて収集 ② 食品表示110番等を通じて収集した不正表示に関する情報について、事務処
した不正表示に関する情報は、速 理手順書に基づき、次のとおり迅速かつ的確に対応した。
やかに農林水産省関係部局等に通
報するとともに、必要に応じて事 ○ センターが受け付けた、又は農林水産省等から回付された15件の情報に基
実関係の確認のための調査、分析 づき、事実関係の確認のための買上検査を46件行い、表示の確認及び分析を
等を行う。 行った。買上検査の結果については、農林水産省等の回付元に報告した。

○ 農林水産大臣の指示により、食品表示110番等の情報提供に基づく立入検
【年度計画】 査等を8件（15事業所）実施したほか、都道府県の実施する1件（1事業所）
② 食品表示110番等を通じて収集 の立入検査等への協力を行った。
した不正表示に関する情報の農林 なお、食品表示110番に係る事務処理手順書の見直しを検討した結果、改
水産省関係部局等への通報及び必 正を要する事項はなかった。
要に応じた事実関係の確認のため



- 75 -

の調査、分析等については、事務 ◇食品表示110番により収集した情報に基づき、必要に応じて事実関係の確認の
処理手順書に基づき迅速かつ的確 ための調査等を行った。
に行う。 ｓ：必要な調査等を行い、特に優れた成果が得られた ａ

また、事務処理手順書は必要に ａ：必要な調査等を行った
応じて見直す。 ｃ：必要な調査等を行わなかった

ｄ：必要な調査等を行わず、その要因は法人の著しく不適切な業務運営にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○登録認定機関、認定事業者等に対する指導・監督業務 Ａ
(2) 登録認定機関、認定事業者等に 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
対する指導・監督業務

【評価結果】
◇小項目 １２×２点＝２４点
合計 ２４点（２４/２４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 農林物資の規格化及び品質表示 ① 次の措置を講ずることにより、登録認定機関等に対する技術上の調査及び定
の適正化に関する法律の一部を改 期的調査を適切に実施した。
正する法律（平成17年法律第67号）
による改正後の農林物資の規格化 ○ ISO/IEC17011に基づく業務執行体制を維持するとともに、「登録認定機関
及び品質表示の適正化に関する法 及び登録外国認定機関の技術上の調査規程」、「登録認定機関等の調査等業務
律（昭和25年法律第175号。以下 品質マニュアル」、「登録認定機関等の調査等業務に係る要員の資格基準」及
「JAS法」という。）により、セン び「技術委員会設置・運営要領」等の基準文書の見直しを行った。
ターの業務に追加された登録認定
機関の登録及びその更新の申請時 【事業報告】
における調査（以下「技術上の調 ○ 技術上の調査を次のとおり実施し、進行管理を的確に行うことにより、調
査」という。）については、「ISO/ 査を行った416件すべてについて27業務日以内に農林水産大臣へ調査結果を
IEC17011適合性評価機関の認定を 報告した。
行う機関に対する一般要求事項」
（以下「ISO/IEC17011」という。） 表９ 技術上の調査件数
に基づき実施し、農林水産省から 新規 更新 変更 合計
の調査指示から報告までの目標期 登録認定機関 0 49 310 359
間（30業務日）内に結果を報告す 登録外国認定機関 1 11 45 57
る。 合 計 1 60 355 416

また、登録後において登録認定
機関が引き続き登録基準に適合し ○ 技術上の調査結果については、当該調査を行った者を除く職員で構成する
ているか否かを確認するための定 技術委員会において調査結果を審査することにより、調査を行った。
期的な調査（以下「定期的調査」
という。）については、原則とし 【特記事項】
て登録認定機関（分析業務の外部 ◆達成度合（目標期間内に報告した技術上の調査件数）：100％（416件／416件）

委託を行っている場合は、委託先
の分析機関も含む。）ごとに毎事 ◇ISO/IEC17011に基づき技術上の調査を実施し、年度計画に定めた目標期間内に
業年度1回以上実施し、必要に応 農林水産省へ結果を報告した。
じて是正のための指導及び追加調 ｓ：目標期間内に報告した件数は100％であり、特に優れた成果が得られた ａ
査を行う。 ａ：目標期間内に報告した件数は90％以上であった

なお、技術上の調査及び定期的 ｂ：目標期間内に報告した件数は50％以上90％未満であった
調査を中立かつ厳正に実施するた ｃ：目標期間内に報告した件数は50％未満であった
め、調査を行う職員に資格要件を ｄ：目標期間内に報告した件数は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適
設ける。 切な対応にあった

（注：日数は実労働日数）
【年度計画】
① 農林物資の規格化及び品質表示 【事業報告】
の適正化に関する法律（昭和25年 ○ 定期的調査に係る事業所調査については、登録認定機関等ごとにその認定事
法律第175号。以下「JAS法」とい 業者数等を勘案した調査計画を作成し、進行管理表等により立会調査及び格付
う。）に基づきセンターが行う登 品検査の進捗状況を把握し、計画的に実施した。
録認定機関の登録及びその更新の
申請時における調査（以下「技術 【事業報告】
上の調査」という。）並びに登録 ○ 定期的調査は、127機関147事業所（うち、登録外国認定機関2機関2事業所）
後において登録認定機関が引き続 を対象として、立会調査及び格付品検査と連動して次のとおり各1回実施し
き登録基準に適合しているか否か た。
を確認するための定期的な調査
（以下「定期的調査」という。） ・飲食料品 15機関（ 22事業所）
を適切に実施するため、次に掲げ ・林産物 12機関（ 19事業所）
る措置を講ずる。 ・生糸・畳表 4機関（ 4事業所）
○ 適切に技術上の調査及び定期 ・生産情報公表牛肉等 16機関（ 16事業所）

的調査を遂行するため、「ISO/ ・有機農産物等 80機関（ 86事業所）
IEC17011適合性評価機関の認定 計 127機関（147事業所）
を行う機関に対する一般要求事
項」（以下「ISO/IEC17011」と ○ 格付品検査の結果、JAS規格に不適合の疑義が生じた案件7件については、
いう。）に基づく業務執行体制 適合性確認のため現地調査を実施した。
を維持し、基準文書を必要に応
じて見直す。 【特記事項】

○ 技術上の調査を行うに当たっ ◆達成度合（定期的調査を実施した機関数）：100％（127機関／127機関）
ては、農林水産大臣からの調査
指示から報告までの目標期間 ◇定期的調査を全対象機関について1回以上行った。
（30業務日）内に結果を報告す ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
るため、調査の進行管理を的確 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
に行う。 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
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○ 技術上の調査の公平性、信頼 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
性を確保するため、職員で構成 ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
する技術委員会（当該調査を行 にあった
った者を除く。）において調査
結果をレビューする。 【事業報告】

○ 定期的調査は、登録認定機関 ○ 事業所調査の結果、認められた問題点については、現地で指摘を行うとと
ごとにその認定事業者数等を勘 もに、不適合が認められた67機関に対しては、文書により是正指導を行った。
案した調査計画を作成し、計画 なお、調査結果及び是正指導に対する改善状況については、速やかに農林
的に行うとともに進捗状況を常 水産省関係部局へ報告した。
に把握する。 この他、事業所調査において、認定業務の実施について改善が見込めない

○ 定期的調査は、登録認定機関 1機関については、定期的調査を打ち切り、農林水産省に報告した。
の認定を行う事業所における調
査（以下「事業所調査」という。） ◇調査の結果に基づき、必要に応じて是正のための指導を行った。
をすべての対象機関について、 ｓ：指導を行い、特に優れた成果が得られた
原則として1回以上行う。 ａ：指導を行った ａ

また、事業所調査は、③に定 ｃ：必要な指導を行わなかった事例があった
める立会調査及び格付品検査と ｄ：必要な指導を行わなかった事例があり、その要因は法人の著しく不適切な対
連動して行う。 応にあった

○ 事業所調査、立会調査及び格
付品検査の結果、必要がある場 【事業報告】
合は当該事業所、認定事業者等 ○ 技術上の調査及び定期的調査については、調査を行う職員の資格要件であ
及び格付品についての追加の調 るISO9000審査員研修コース修了者又はISO/IEC17011等に関する調査員内部
査又は検査を実施する。 研修修了者2名以上によるチームを編成し、中立かつ厳正に実施した。

○ 事業所調査において適正でな また、調査を行う職員の資格要件の見直しを行い、関係規程を改正した。
い事項を認めた場合には、当該
登録認定機関に対して是正のた 【特記事項】
めの指導を行う。 「登録認定機関等の調査等業務に係る要員の資格基準」について、「登録認定

なお、調査結果及び是正指導 機関及び登録外国認定機関の定期的調査細則」等の改正を行った。
に伴う改善状況については、速
やかに農林水産省関係部局へ報 ◇調査を行う職員の資格要件を設け、必要に応じて見直した。
告する。 ｓ：資格要件を設け、又は必要な見直しを行い、特に優れた成果が得られた

○ 技術上の調査及び定期的調査 ａ：資格要件を設け、又は必要な見直しを行った ａ
を中立かつ厳正に実施するた ｃ：資格要件を設けず、又は必要な見直しを行わなかった
め、調査を行う職員の資格要件 ｄ：資格要件を設けず、又は必要な見直しを行わず、その要因は法人の著しく不
であるISO9000審査員研修コー 適切な対応にあった
ス修了者又はISO/IEC17011等に
関する内部研修修了者2名以上
によるチームを編成して調査を
行う。

なお、調査を行う職員の資格
要件は、必要に応じて見直す。

【中期計画】 【事業報告】
② 技術上の調査及び定期的調査に ② 次に掲げる措置を講ずることにより、技術上の調査及び定期的調査の質の向
おけるデータの質の向上を図るた 上を図った。
め、以下の措置を講ずる。

【事業報告】
ア 職員技術研修計画に基づき、調 ア （公財）日本適合性認定協会が認定するISO9000審査員研修コースを6名に受
査を行う職員に（財）日本適合性 講させ、ISO/IEC17011に基づく調査のための有資格者を養成した。（総数57名）
認定協会の認定するISO9000審査
員研修コースを受講させ、ISO/IEC 【特記事項】
17011に基づく調査のための有資 ◆達成度合（養成した有資格者数）：150％（6名／4名）
格者を毎事業年度に4名程度養成
する。 ◇年度計画に基づいてISO/IEC17011に基づく調査のための有資格者を養成した。

ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
イ 調査を行う職員の資格要件を満 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった ａ
たす職員を養成するため、職員技 ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった
術研修計画に基づきISO/IEC17011 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
等に関する研修を開催し、担当職 ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
員に対し3年に1回以上の受講を義 にあった
務付ける。

【事業報告】
【年度計画】 イ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO/IEC17011等に関する調査員内部研修を、
② 技術上の調査及び定期的調査に 新たに対象となった者及び前回の受講から2年を過ぎた職員等を対象に計2回（1
おけるデータの質の向上を図るた 7名）実施し、技術上の調査及び定期的調査を行う職員としての資格要件を満
め、次に掲げる措置を講ずる。 たす職員を確保するとともに、調査を補佐する職員として対象となった職員等

に対し調査員補内部研修を4回（11名）実施し、調査技術の維持・向上を図っ
ア (財)日本適合性認定協会の認定 た。
するISO9000審査員研修コースを
受講させ、ISO/IEC17011に基づく 【特記事項】
調査のための有資格者を、4名以 登録認定機関等の技術上の調査及び定期的調査を行う職員に対しては、「登録
上養成する。 認定機関等の調査等業務に係る要員の資格基準」の規定に基づき、調査員にあっ

イ 技術上の調査及び定期的調査を ては過去3年以内の調査員内部研修並びに調査員補にあっては過去4年3ヶ月以内
行う職員としての資格要件を満た の調査員補内部研修の受講を義務づけている。
す職員を確保するとともに、調査
技術の維持・向上を図るため、ISO ◇職員技術研修計画に基づきISO/IEC17011等に関する研修を実施し、調査担当職
/IEC17011等に関する内部研修を 員に定期的な受講を義務付け、必要な教育を行った。
実施する。 ｓ：研修を実施し、必要な教育を行い、特に優れた成果が得られた ａ

ａ：研修を実施し、必要な教育を行った
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ｃ：研修を実施せず、必要な教育を行わなかった
ｄ：研修を実施せず、必要な教育を行わず、その要因は法人の著しく不適切な対
応にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 登録認定機関に対する定期的調 ③ 登録認定機関に対する定期的調査に資するため、登録認定機関が適切に認定
査においては、登録認定機関によ 事業者を指導しているか否かを確認するための検査等を、次のとおり実施した。
り認定された認定事業者が行う格
付に対する登録認定機関の指導が 【事業報告】
適切に行われているか否か確認す ア 格付品検査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して712件実施し、不
るため、以下の検査等を行う。 適合があった33件については、関係する登録認定機関等に対して文書により是

正指導を行った。
ア JAS製品の検査を毎事業年度 なお、平成21年度の定期的調査で不適合が認められた登録認定機関について
700件以上行うこととし、検査を は、原則として不適合が認められなかった場合の1.2倍程度の格付品検査を実
行うに当たっては、各登録認定機 施した。
関の認定事業者数等を勘案して登
録認定機関ごとの検査件数を配分 ・飲食料品 188件
することを基本としつつ、前年度 ・林産物 116件
の定期的調査又は追加調査で不適 ・生糸・畳表 5件
合があった登録認定機関について ・生産情報公表牛肉等 2件
は、検査を重点的に実施する。 ・有機農産物等 401件

イ 認定事業者に対する調査を登録 計 712件
認定機関の規模に応じて毎事業年
度350件以上行うこととし、調査 さらに、定期的調査に係る検査とは別に次の格付品の検査を実施した。
を行うに当たっては、各登録認定
機関の認定事業者数等を勘案して ○ 農林水産省からの要請に基づき、有機農産物の格付品の残留農薬分析を1
登録認定機関ごとの調査件数を配 件実施した。
分することを基本としつつ、前事
業年度の定期的調査又は追加調査 ○ 有機農産物の認定生産行程管理者に係る調査の一環として、有機農産物の
で不適合があった登録認定機関に 残留農薬分析を34件実施した。
ついては、調査を重点的に実施す
る。 【特記事項】

◆達成度合（格付品検査件数）：107％（747件／700件）
【年度計画】
③ 登録認定機関に対する定期的調 ◇JAS製品の検査を700件以上実施した。
査に資するため、登録認定機関の ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
認定事業者が行う格付に対する指 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
導を適切に実施しているか否かを ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
確認するためのJAS製品の検査（以 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
下「格付品検査」という。）及び ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
登録認定機関が適正に認定に関す にあった
る業務を行っているか否かを確認
するための認定等の業務実施現場 【事業報告】
に立ち会って行う実施状況調査 イ 立会調査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して437件実施し、不適
（以下「立会調査」という。）を 合があった43件については、関係する登録認定機関等に対して文書により是正
行う。 指導を行った。

また、定期的調査に資するため なお、平成21年度の定期的調査で不適合が認められた登録認定機関について
に行う検査等は、以下により実施 は、原則として不適合が認められなかった場合の件数の1.2倍程度の立会調査
するとともに、検査等の結果、適 を実施した。
正でない事項を認めた場合には、
必要な是正措置及び是正状況の確 ・飲食料品 97件
認を行う。 ・林産物 54件

・生糸・畳表 6件
ア 格付品検査は、各登録認定機関 ・生産情報公表牛肉等 12件
の認定事業者数等を勘案して各登 ・有機農産物等 268件
録認定機関ごとの検査件数を配分 計 437件
することを基本としつつ、700件
以上の検査を実施する。 【特記事項】

なお、前事業年度の定期的調査 ◆達成度合（立会調査件数）：125％（437件／350件）
又は追加調査で不適合があった登
録認定機関については、通常の格 ◇認定事業者に対する調査を350件以上実施した。
付品検査件数の1.2倍程度の検査 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
を実施する。 ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ

イ 立会調査は、各登録認定機関の ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
認定事業者数等を勘案して各登録 ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
認定機関ごとの調査件数を配分す ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
ることを基本としつつ、350件以 にあった
上の調査を実施する。

なお、前事業年度の定期的調査
又は追加調査で不適合があった登
録認定機関については、通常の立
会調査件数の1.2倍程度の調査を
実施する。

【中期計画】 【事業報告】
④ 登録認定機関及び認定事業者に ④ 農林水産大臣からの指示等に基づき、認定事業者に対する指導・監督業務に
対する指導・監督業務の結果、違 係る立入検査等を適切に実施するとともに、立入検査等の終了後3業務日以内
法なJASマークの表示の疑いが生 に報告するため、次に掲げる取組を行った。
じた場合には、農林水産省からの
指示に基づき、登録認定機関、認 ○ 立入検査等に関係する基準文書に基づき厳正に実施し、立入検査を7件（1
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定事業者に対し立入検査又は任意 1事業所）、任意調査を16件（30事業所）、計23件（41事業所）すべての案件
調査（以下④及び⑤において「立 について、3業務日以内に報告した。
入検査等」という。）を実施し、 また、立入検査等のほか、農林水産省が改善の指示又は指導を行った事業
立入検査等の終了後原則3業務日 者に対する改善状況の確認調査を1件（1事業所）実施した。
以内に報告する。 なお、平成23年1月1日から、「食品表示に関する立入検査等について」（農

また、立入検査等を行うに当た 林水産省消費・安全局長通知）が施行されたことに伴い、センターにおける
っては、立入検査等を行う職員に 立入検査員の資格要件の見直しや、登録された立入検査員の技量の維持・向
資格要件を設け、検査能力等の資 上のための研修の受講に関する規定を設ける等基準文書の改正を行った。
質、検査経験等を勘案した立入検 ○ 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件について3業務日を超えて報
査等職員の適切な人選を行い、立 告した案件はなかった。
入検査等に関する基準文書に基づ
き厳正に実施する。 【特記事項】

◆達成度合（3日以内に報告した立入検査等件数）：100％（23件／23件）
【年度計画】
④ 登録認定機関及び認定事業者に ◇立入検査等の結果を立入検査等の終了後3業務日以内（ただし、特段の理由が
対する指導・監督業務の結果、違 ある案件を除く。）に報告した。
法なJASマークの表示の疑いが生 ｓ：3業務日以内に報告した件数は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
じ、登録認定機関及び認定事業者 ａ：3業務日以内に報告した件数は90％以上であった
に対する立入検査等を実施する場 ｂ：3業務日以内に報告した件数は50％以上90％未満であった
合には、適切に実施するとともに、 ｃ：3業務日以内に報告した件数は50％未満であった
立入検査等の終了後原則3業務日 ｄ：3業務日以内に報告した件数は50％未満であり、その要因は法人の著しく不
以内に報告するため、(1)の①の 適切な対応にあった
キと同様の措置を講ずる。

【中期計画】 【事業報告】
⑥ 食品表示110番等を通じて収集 ⑤ 食品表示110番等を通じて収集した違法なJASマーク表示に関する情報につい
した違法なJASマーク表示に関す て、事務処理手順書に基づき、次のとおり迅速かつ的確に対応した。
る情報は、速やかに農林水産省関
係部局等に通報するとともに、必 ○ 農林水産大臣の指示により、食品表示110番等の情報提供に基づく立入検
要に応じて事実関係の確認のため 査等を10件（21事業所）実施した。
の調査、分析等を行う。 なお、食品表示110番に係る事務処理手順書の見直しを行った結果、改正

を要する事項はなかった。
【年度計画】
⑤ 食品表示110番等を通じて収集 【特記事項】
した違法なJASマーク表示に関す 全国のセンターで受け付けた食品表示110番情報のうち、JAS 規格関係の件数
る情報については、(1)の②と同 は7件であり、全件数を農林水産省へ回付した。
様の措置を講ずる。

◇食品表示110番により収集した情報に基づき、必要に応じて事実関係の確認の
ための調査等を行った。
ｓ：必要な調査等を行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：必要な調査等を行った
ｃ：必要な調査等を行わなかった
ｄ：必要な調査等を行わず、その要因は法人の著しく不適切な業務運営にあった

【中期計画】 【事業報告】
⑦ JAS法に基づく有機食品の検査 ⑥ 米国国家有機計画の技術的基準（以下「NOP基準」という。）による認証機関

認証制度が米国国家有機計画の技 の認定等業務が的確に実施されるよう、以下の取組を行った。
術的基準（以下「NOP基準」とい
う。）に適合することが米国によ ○ NOP認証機関の適合審査及び監査の見直しに対応するため、「NOP基準に基
り認証されたことから、国内にお づく認証機関認定のための審査の手順」の改正を行い、関係職員に文書にて
いてその運用に必要とされる農林 周知した。また、調査員内部研修及び調査員補内部研修においてNOP審査・
水産省からの機関の調査等の要請 監査の概要等について研修を行った。
に対応するため、センターの有す
るISO/IEC17011に関する知見を活 ◇調査等の業務に必要な基準文書及びセンターの有する知見を活用した業務執行
用した業務執行体制を整備し、要 体制の整備を図った。
請があった場合は、適切に調査を ｓ：整備し、特に優れた成果が得られた ａ
実施する。 ａ：整備した

ｃ：整備しなかった
【年度計画】 ｄ：整備せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
⑥ 我が国において米国国家有機計
画の技術的基準による認証機関の 【事業報告】
認定等の業務がJAS法に基づく検 ○ 審査依頼のあった1件及び変更の届出のあった9件についての調査結果を農
査認証制度と同様に的確に運用さ 林水産省及び依頼者へ報告した。また、NOP認証機関の初回監査として2機
れるよう、認証機関の調査等業務 関（2事業所）に対し、事業所調査及び立会調査を行った。
に係る基準文書を必要に応じて見
直すとともに、検査員への周知徹 ◇農林水産省から要請された調査等を適切に実施するとともに、その結果を速や
底及び教育訓練を行う等、センタ かに報告した。
ーの有するISO/IEC17011に関する ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ
知見を活用した業務執行体制の充 ａ：計画どおり行った
実を図る。 ｂ：概ね計画どおり行った

また、農林水産省からの機関の ｃ：計画どおり行わなかった
調査等の要請があった場合は、適 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
切に調査を実施するとともに、そ
の結果を速やかに報告する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○JAS規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務 Ａ
(3) JAS規格及び品質表示基準の見 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
直し等に係る業務

【評価結果】
◇小項目 ５×２点＝１０点
合計 １０点（１０/１０＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① JAS規格の見直しに当たっては、 ① 農林水産省から要請のあったJAS規格について、次に掲げる定期見直しに係

以下の調査、検査等を行い、それ る調査及び検査等を実施し、飲食料品15品目（55規格）、畳表1品目（1規格）
らの結果を反映させた見直し内容 及び林産物4品目（13規格）について見直し内容の素案（意見書）等を作成し、
の素案を取りまとめる。 農林水産省へ報告した。

ア 消費者、製造業者、実需者等の
JAS規格利用状況及び見直しに関 【事業報告】
する要望を把握するためのアンケ ア 消費者等に対するアンケート又はヒアリングによる利用実態調査を、次のと
ート調査 おり実施した。

イ JAS規格の対象品又は関連する
製品の品質実態を適切に把握する ・消費者団体 6品目（40規格）
ための市販品検査（1規格当たり ・実需者 10品目（49規格）
おおむね20件以上） ・製造業者等 15品目（55規格）

ウ JAS規格と国際規格の整合性を ・流通業者等 8品目（44規格）
確認するための、国際規格及び市
販品の品質実態に関する調査 イ 品質実態を把握するための市販品検査を、次の品目について、計743件実施

エ 消費者、製造業者、実需者等か した。また、検査を実施した39規格のうち、29規格については、1規格当たり2
ら見直しに対する意見を聴取する 0件以上の検査を実施した。8規格については市場流通量が少ない等の理由から、
ためのワーキンググループの開催 1規格あたり20件以上の検査を実施できなかった。また、2規格については平成

オ JAS規格の分析法の改善並びに 23年度に継続して行うため、20件未満となった。
分析値の信頼性の確保のための分
析法及び格付サンプリング法の妥 ・飲食料品 7品目（34規格、672件）
当性確認 ・畳表 1品目（ 1規格、 20件）

・林産物 2品目（ 4規格、 51件）
【年度計画】
① JAS規格の見直しに当たっては、 ウ JAS規格に対応する国際規格の内容やJAS規格との整合性についての調査及び
次に掲げる調査検査等を行い、そ 市販品の品質実態に関する調査を次の品目について実施した。
れらの結果を反映させた見直し内
容の素案を取りまとめる。 ・飲食料品 7品目（7規格、62件）

ア 消費者、製造業者、実需者等の
JAS規格利用状況及び見直しに関 エ 消費者団体に対する説明会を1回、消費者団体及び業界団体等をメンバーと
する要望を把握するため、アンケ したワーキンググループを21回開催した。
ート等による調査を実施する。

イ JAS規格の対象品又は関連する オ 分析法について情報収集を行うとともに、妥当性確認試験及び従来手法と新
製品の品質実態を適切に把握する たな手法の同等性確認試験を次のとおり実施した。
ための市販品検査（1規格当たり
概ね20件以上）を実施する。 ・文献調査

また、センターにおける農林物 飲食料品 2品目（5項目）
資の検査及びその他の調査等によ ・ヒアリング
り、当該品目に係る必要な情報が 飲食料品 3品目（13回）
得られる場合には、調査件数の調 ・妥当性確認のための共同分析試験
整を図る。 飲食料品 2品目（ 3項目）

ウ JAS規格と国際規格の整合性を ・従来手法と新たな手法の同等性確認
確認するための、国際規格及び市 飲食料品 1品目（ 1項目）
販品の品質実態に関する調査を実 また、学識経験者、業界関係者等で構成する分析手法妥当性確認検討委員会
施する。 を2回開催し、分析法の妥当性確認試験の設計及びその試験結果について検討

エ 消費者、製造業者、実需者等か を行った。
らJAS規格見直しに対する意見を
聴取するため、必要に応じて消費 【特記事項】
者説明会や関係者を対象としたワ ◆達成度合（市販品検査を20件以上実施した規格数）：100％（29規格／29規格）
ーキンググループによる検討会を
開催する。 ◇JAS規格の見直しに当たっては、見直し内容の素案を取りまとめるために必要

オ JAS規格の分析法の改善並びに な調査等を実施した。
分析値の信頼性の確保のための分 ｓ：必要な調査等を実施し、特に優れた成果が得られた ａ
析法の妥当性確認を行う。 ａ：必要な調査、検査等を実施した

ｂ：必要な調査、検査等を実施しなかった事例があった
ｃ：必要な調査、検査等を実施しなかった
ｄ：必要な調査、検査等を実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあ
った

◇規格見直しに係る市販品検査を1規格当たり20件以上（特段の理由がある場合
を除く。）行った。
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
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ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は50％以上90％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 品質表示基準の見直しに当たっ ② 農林水産省から要請のあった品質表示基準について、次に掲げる見直しに係
ては、以下の調査、検査等を行い、 る調査及び検査等を実施し、4基準について見直し内容の素案（意見書）等を
それらの結果を反映した見直し内 作成し、農林水産省へ報告した。
容の素案を作成する。

ア 消費者、製造業者等の品質表示 【事業報告】
基準の見直しの要望を把握するた ア 消費者における品質表示基準の認知の状況及び製造業者における見直しに関
めのアンケート調査 する要望について把握するため、ヒアリングを4基準について行った。

イ 品質表示基準の対象品又は類似
する製品の品質実態を適切に把握 イ 品質実態を把握するための市販品検査を、4基準について計585件実施した。
するための市販品検査（1基準当 また、検査を実施した4基準すべてについて、1基準当たり20件以上の検査を実
たりおおむね20件以上） 施した。

ウ 品質表示基準と国際規格との整
合性を確認するための、国際規格 ウ 品質表示基準に対応する国際規格の内容や品質表示基準との整合性について
及び市販品の品質実態に関する調 の調査及び市販品の品質実態に関する調査を2基準（62件）について実施した。
査

エ 消費者、製造業者等から見直し エ 消費者団体に対する説明会を1回開催した。
に対する意見を聴取するためのワ
ーキンググループの開催 【特記事項】

品質表示基準の見直しに係るアンケート調査については、対象となった4品目
【年度計画】 がいずれもJAS規格の見直しにも該当していたため、①のJAS規格見直しのアンケ
② 品質表示基準の見直しに当たっ ート調査の中で関連項目について要望を把握することとし、それを補完するため、

ては、次に掲げる調査、検査等を ヒアリング調査のみを実施した。
行い、それらの結果を反映させた
見直し内容の素案を取りまとめ 見直し内容の素案（意見書）等を作成した4基準は以下のとおり。
る。 1.風味調味料

ア 消費者、製造業者等の品質表示 2.農産物缶詰及び農産物瓶詰
基準認知の状況及び見直しに関す 3.調理冷凍食品
る要望を把握するため、アンケー 4.ジャム類
ト等による調査を実施する。

イ 品質表示基準の対象品又は類似 ◆達成度合（市販品検査を20件以上実施した基準数）：100％（4基準／4基準）
する製品の品質実態を適切に把握
するための市販品検査（1基準ご ◇品質表示基準の見直しに当たっては、見直し内容の素案を取りまとめるために
とに概ね20件以上）を実施する。 必要な調査、検査等を実施した。
また、物資の検査及びその他の調 ｓ：必要な調査等を実施し、特に優れた成果が得られた ａ
査等により、当該品目に係る必要 ａ：必要な調査、検査等を実施した
な情報が得られる場合には、調査 ｂ：必要な調査、検査等を実施しなかった事例があった
件数の調整を図る。 ｃ：必要な調査、検査等を実施しなかった

ウ 品質表示基準と国際規格の整合 ｄ：必要な調査、検査等を実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあ
性を確認するための、国際規格及 った
び市販品の品質実態に関する調査
を実施する。 ◇品質表示基準見直しに係る市販品検査を1基準当たり20件以上（特段の理由が

エ 消費者、製造業者等から品質表 ある場合を除く。）行った。
示基準見直しに対する意見を聴取 ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた ａ
するため、必要に応じて消費者説 ａ：計画値の達成度合は90％以上であった
明会や関係者を対象としたワーキ ｂ：計画値の達成度合は50以上90％未満であった
ンググループによる検討会を開催 ｃ：計画値の達成度合は50％未満であった
する。 ｄ：計画値の達成度合は50％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応

にあった

【中期計画】 【事業報告】
③ 農林水産省関係部局の要請に基 ③ 農林水産省からの依頼に基づき、「集成材等の日本農林規格に規定された接

づき、JAS規格の制定等のために 着剤に係る同等性確認審査委員会」を開催し、その審査結果を農林水産省に報
必要な調査等を行う。 告した。

【年度計画】
③ 農林水産省関係部局の要請に基 ◇JAS規格の制定等のために必要な調査を行った。
づき、JAS規格制定等のために必 ｓ：調査した品目数は、要請された品目数の100％であり、特に優れた成果が得
要な調査を行う。 られた ａ

ａ：調査した品目数は、要請された品目数の90％以上であった
ｂ：調査した品目数は、要請された品目数の50％以上90％未満であった
ｃ：調査した品目数は、要請された品目数の50％未満であった
ｄ：調査した品目数は、要請された品目数の50％未満であり、その要因は法人の
著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
④ ①から③に係るパブリックコメ ④ 農林水産省が行ったJAS規格及び品質表示基準の見直しに関するパブリック

ントの募集及びその結果に係る説 コメントの募集及び募集結果に係る説明会については開催すべきものがなかっ
明会を行う。 た。

【年度計画】 【特記事項】
④ ①から③までに係るパブリック 実績がないため、評価しない。
コメントの募集及びその結果につ
いて説明会を行う。 ◇パブリックコメントの募集及びその結果に係る説明会を行った。
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ｓ：行い、特に優れた成果が得られた
ａ：行った －
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
⑤ ①から④までに係る調査等の結果について、センターが公表すべき案件はな

【年度計画】 かった。
⑤ ①から④までに係る調査等の結 なお、JAS規格の見直しについて農林物資規格調査会での審議が行われたこ
果については、必要に応じて広報 とを踏まえて、広報誌等を活用し、見直し内容の解説等関連する情報の提供を
誌、インターネット等により公表 行った。
する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○国際規格に係る業務 Ａ
(4) 国際規格に係る業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 ２×２点＝４点
合計 ４点（４/４＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
ISO（国際標準化機構）のTC34、TC 次に掲げる措置を講ずることにより、国際規格への我が国の意見の反映を図

89/SC3及びTC218の国内審議団体と った。
して国際標準作成に関する活動を行
うため、必要に応じて外部有識者等 【事業報告】
からなる委員会を設置し、情報の収 ① ISO（国際標準化機構）のTC34（食品専門委員会）、TC34/SC12（官能分析分
集、国内の意見集約等行う。 科委員会）、TC34/SC16 （分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員会）、
また、農林水産省から各種の国際 TC34/SC17 （食品安全のためのマネジメントシステム分科委員会）、TC89/SC3

会議への出席要請が行われる場合に （木質パネル専門委員会/合板分科委員会）並びにTC218（木材専門委員会）の
備え、各種情報の収集・整理、国際 国内審議団体事務局として次の国際標準作成に関する活動を行った。
規格に関する知見の蓄積等に努め
る。 ○ 国内委員会等の開催及び国際会議への役職員の派遣を行うとともに、各委

員会で検討されている案件についての情報の収集を行い、委員へ提供した。
【年度計画】
国際規格に我が国の意見を反映さ 〔TC34〕

せるため、次に掲げる措置を講ずる。 国際会議 1回派遣（3名）
・WG13（ローヤルゼリー作業部会）

① ISO（国際標準化機構）のTC34、 国内検討会 1回開催
TC34/SC12、SC16及びSC17、TC89/ 国際会議 1回派遣（1名）
SC3並びにTC218の国内審議団体と
して国際標準作成に関する活動を 〔TC34/SC16〕
行うため、以下の措置を講ずる。 国内検討会 1回開催

また、TC34に新たなSCが設置さ
れ、その国内審議団体として承認 〔TC34/SC17〕
された場合は、同様に以下の措置 国内検討会 6回開催
を講ずる。 国際会議 4回派遣（6名）
○ 必要に応じて外部有識者等か なお、国際会議への4回の派遣のうち、1回（2名）は電話会議である。

らなる委員会を設置し、情報の
収集、国内の意見集約等を行う。 〔ISO/TC218〕

○ 必要に応じて、国際会議に職 国内委員会 1回開催
員等を派遣する。 国際会議 1回派遣（1名）

② 農林水産省から各種の国際会議
への対応要請に備え、次に掲げる 〔ISO/TC165（センターで国内審議団体事務局は設置していないが、TC89/SC3
措置を講ずる。 及びISO/TC218と関連があるTC）〕
○ 国際規格及び各国規格に関す 国際会議 1回派遣（2名）

る情報を収集、整理する。
○ 必要に応じ、国際的に流通し ◇外部有識者等からなる委員会を設置し、情報の収集、国内の意見集約等の国際

ている食品等の品質及び表示の 標準作成に関する活動を行った。
調査分析を行う。 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ

ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
② 農林水産省からの国際会議への対応要請に備え、次に掲げる取組を行った。

○ 国際的に流通している食品等の海外における製造技術、国際規格、各国規
格等に関する情報を収集、整理した。

また、コーデックス食品規格委員会（Codex）関連の国内会議に6回出席し、
Codex委員会総会及び各部会等で検討されている食品規格の分析法及び検討
状況等の情報を収集、整理した。

◇農林水産省からの国際会議への対応要請に備え、国際規格及び各国規格に関す
る情報の収集、整理等の活動を行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務 Ａ
(5) 農林物資の検査技術に関する調 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
査及び研究業務

【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
① 農林物資の検査技術に関する調 ① 農林物資の検査技術に関する調査及び研究については、次に掲げる措置を講
査及び研究については、現在必要 ずることにより、現在必要とされている偽装表示の取締りのための検査技術の
とされている次のような偽装表示 開発に重点化を図るとともに、研究水準の向上並びに課題の選定、実施方法及
の監視・取締りのための検査技術 び成果についての適正な点検・評価を行った。
の開発に重点化する。

また、必要に応じて大学、試験 9課題について、試験研究機関等と共同で調査研究を実施するとともに、次
研究機関、分析機関等との共同試 の2課題について、他機関で開発された判別技術の導入を行うことにより、調
験等を実施することにより調査及 査研究の水準の向上を図った。
び研究の質の向上を図るととも
に、他機関で開発された判別技術 ・畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥当性確認
の中で検査に活用できると考えら ・DNA分析によるコンブ属の種判別法の検討
れるものについては積極的に技術
導入を図り、検査に活用する。 ○ 調査研究の実施に当たっては、次の取組を行うことにより、食品等の検査

技術に関する技術開発の動向等の把握を行った。
ア 生鮮食品については、青果物や
魚類等のうち外観から容易に判別 ・ 食品等の検査技術に関するニーズ、技術開発の動向等を把握するため、
がつかないものについて品種及び 学会誌、試験研究機関の研究報告書等から必要な情報を入手した。
原産地の判別技術の開発 また、（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所及び（独）

イ 加工食品については、消費者の 水産総合研究センター中央水産研究所等の主催する試験研究推進会議等に
関心が高い品目を中心に原材料表 計16回、各種学会に5回参加し、情報収集を行った。
示の真正性、原材料の原産地等の ・ 行政部局のニーズについては、農林水産省が主催する地方農政局表示・
判別技術の開発 規格課長等会議などの各種会議等に出席して情報を収集した。

ウ 遺伝子組換え食品については、
新たに遺伝子組換えに係る表示が 【特記事項】
義務付けられた食品等、判別技術 「大学、試験研究機関等との共同試験等」は、「中期計画第2の1(4)検査・分析
が確立されていないものを中心に 能力の継続的向上」において評価する。
遺伝子組換え原材料の定性及び定
量分析技術の開発 【事業報告】

○ 年度途中で追加した2課題を含め、調査研究を次のとおり23課題実施した。
また、課題の選定・評価に当た このうち中期目標に定められた3分野に関する課題は23課題（うち生鮮食品8

っては、外部有識者からの客観的 課題、加工食品11課題、遺伝子組換え食品4課題）であり、全課題に占める
な意見を踏まえて行い、毎事業年 割合を100％とした。
度20課題以上実施する。

【特記事項】
【年度計画】 ◆達成度合（実施した調査研究課題数）：115％（23課題／20課題）
① 農林物資の検査技術に関する調
査及び研究については、現在必要 ◇調査研究課題を20課題以上実施した。
とされている偽装表示の取締りの ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ための検査技術の開発に重点化を ａ：計画値の達成度合は100％以上であった ａ
図るとともに、質の向上並びに課 ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
題の選定、実施方法及び成果につ ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
いての適正な点検・評価を行うた ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
め、次に掲げる措置を講ずる。ま にあった
た、調査研究の質の向上を図るた
め、必要に応じて大学、試験研究 【事業報告】
機関、分析機関等との共同試験等 ア 生鮮食品については、次のとおり8課題実施した。
を実施することにより調査及び研 (ｱ) 元素分析による生シイタケの原産国判別法の開発
究の質の向上を図るとともに、他 国産原木栽培、国産菌床栽培、中国産菌床栽培の生シイタケそれぞれ35
機関で開発された判別技術の中で 件についての多元素濃度を誘導結合プラズマ発光分析法（ICP-OES）、誘導結
検査に活用できると考えられるも 合プラズマ質量分析法（ICP-MS）により測定し、分析した13元素で主成分分
のについては積極的に技術導入を 析を行った結果、原木と菌床栽培品群の分布は概ね分かれており、栽培方法
図る。 の分類は可能であると考えられた。（平成23年度継続）

○ 食品等の検査技術に関する技 (ｲ) 元素分析によるマツタケの原産国判別法の開発
術開発の動向等を把握するた マツタケの多元素濃度をICP-OES、ICP-MSにより測定し、その組成から国
め、調査研究に係る試験研究機 産品と東アジア産品間の分類、判別が可能か検討するため、試料の調製法を
関の連絡会、各種学会等へ積極 検討し、21元素を測定する分析法の精度、真度を確認した。国産5件、中国
的に参加するほか、行政部局の 産5件、韓国産4件分析し、主成分分析を行った結果、国産品は群を形成する
ニーズを把握するために農林水 傾向が認められた。（平成23年度継続）
産省の各種会議に参加し、情報
収集を行う。 (ｳ) X線を利用した照射食品検知法の開発〔共同研究〕

○ 農林物資の検査技術に関する X線を用いた熱ルミネッセンス（TL）による照射食品検知法のマニュアル
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調査研究課題は20課題以上と （案）を作成し、事前試験による検証を行ったところ、非照射及びガンマ線
し、そのうち中期目標に示され 照射試料（12件）の確認実験における照射判定の正解率は100％であった。
た次に掲げる3分野等の偽装表 また、輸入された香辛料及び乾燥野菜（21件）を用いて検知試験を行ったと
示の監視・取締りのための検査 ころ、いずれの試料も非照射と判定され、問題のないことが確認され、「X線
技術の開発に関する課題が全課 を用いた熱ルミネッセンス法による照射食品検知マニュアル（暫定版）」を
題に占める割合を80％以上とす 作成した。また、日本食品衛生学会第99回学術講演会等で口頭発表を行うと
る。 ともに、食品衛生学雑誌（第52巻第1号）に掲載された。（平成22年度終了）

なお、年度途中で緊急に実施
すべき課題が発生した場合に (ｴ) 畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥当性確認
は、課題件数に留意しつつ、必 国産牛肉と外国産牛肉（豪州及び米国）の判別法について、国立学校法
要に応じて実施する課題の調整 人神戸大学が開発した判別法の試験条件を変更し、変更した判別法の試験指
を行う。 示書を作成して17試験室による試験室間共同試験を行ったところ、妥当性が

確認され、本成果を基にマニュアル案を作成した。（平成22年度終了）
・生鮮食品については、青果物や

魚類等のうち外観から容易に判 (ｵ) 元素分析によるシジミの原産地判別法の開発〔共同研究〕
別がつかない生しいたけ、シジ 日本、ロシア、中国及び韓国産のシジミの殻を試料とし、ICP-MSにより1
ミ等の原産地判別技術 5元素の測定を行い、産地間で含有量に差のある元素を明らかにした。さら

・加工食品については、缶詰等高 に、日本の主要産地とロシア産のシジミの判別モデルを作成し、判別率を確
度に加工された製品の原料魚種 認したところ、日本産を98％、ロシア産を71％の確率で判別することが可能
等の原材料表示の真正性、輸入 であった。（平成23年度継続）
原材料の占める割合の多いいり
さや落花生等の原料原産地等の (ｶ) DNA分析によるシジミの原産地判別法の開発 〔共同研究〕
判別技術 （独）水産総合研究センターが開発したヤマトシジミ（日本、ロシア、

・遺伝子組換え食品については、 朝鮮半島）、朝鮮半島型シジミ（ロシア、朝鮮半島）、セタシジミ（日本）、
判別技術が確立されていないGM 中国太湖産シジミ（中国）の判別法を基に検査・分析マニュアル案を作成し、
トウモロコシの定量分析技術の 3試験室で事前運用試験を行ったところ、すべての試験室で正しく分析がで
確立 きることが確認されたので、検査・分析マニュアル（暫定版）を作成した。

また、日本産（網走湖、天塩川、十三湖、小川原湖、涸沼、荒川、木曽川、
○ 必要性の高い調査研究課題の 宍道湖）とロシア産シジミのミトコンドリアDNAの塩基配列を解析したとこ

選定、実施方法及び成果につい ろ、16S rRNAにおいて茨城県（涸沼）を境として南北産地で異なる塩基配列
て適正な点検・評価を行い、そ を発見した。（平成23年度継続）
の結果を業務運営に反映させる
ため、外部の有識者を含めた食 (ｷ) 塩基配列決定法による種推定の検討〔共同研究〕
品関係調査研究評価委員会を開 魚介類122種を対象とした塩基配列の解析による種推定法（案）により2
催する。 試験室間の確認試験を実施し、分析法の頑健性・再現性の確認を行うととも

また、適切な進行管理を行う に、その結果を基に「DNAシーケンスマニュアル（暫定版）」を作成した。ま
とともに、食品関係調査研究推 た、新たに30種の魚介類について、マニュアルによる解析が可能であること
進委員会における内部評価を踏 を確認した。（平成23年度継続）
まえ計画変更の指示等を効率的
に行う。 (ｸ) 魚介類種判別法のDNA抽出法の検討

マグロ及びサケ・マス（合計20件）について、これまでセンターで作成
したマニュアルに記載されたDNA抽出法と多検体処理可能なDNA抽出法を比較
検討し、多検体処理可能なDNA抽出法のマニュアルへの追加の可否について
確認した。その結果、多検体処理可能なDNA抽出法をマグロ及びサケ・マス
の判別マニュアルに追加できることが確認された。（平成22年度終了）

イ 加工食品については、次のとおり11課題実施した。
(ｱ) 元素分析によるいりさや落花生の原産国判別法の開発
〔共同研究〕

いりさや落花生の元素組成から、原産国を判別する技術を開発するため、
国産落花生110件及び中国産落花生68件を収集し、13元素について分析を行
った。その結果、マグネシウム、ニッケル及びストロンチウムの3元素で判
別モデルを構築することにより、国産、中国産ともに99%以上の確率で判別
を行うことが可能であった。（平成22年度終了）

(ｲ) 超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置による乾しいたけの原産国判
別マニュアルの検証

平成21年度に策定した超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置を用い
た、乾しいたけの原産国判別マニュアル（案）について3試験室で事前運用
試験を行ったところ、精度良く判別することができなかった。そのため、新
たな判別モデルを再構築した。改良したマニュアル（案）を用い、3試験室
での当初のデータを基に検証したところ、原木と菌床及び日本産原木と中国
産原木について、いずれも判別できた。また、日本食品科学工学会第57回大
会において口頭発表を行った。（平成22年度終了）

(ｳ) ストロンチウム安定同位体比分析による産地判別法への適用について
ゴボウ、ショウガ及びうなぎ加工品について、ストロンチウム安定同位

体比分析による産地判別の適用が可能かどうか検討した。ゴボウ及びショウ
ガについては適用できる可能性が示唆された。うなぎ加工品については産地
によっては適用の可能性が示唆された（平成23年度継続）

(ｴ) イソマルトース分析による果実飲料への異性化液糖の検出法の検討
果実飲料に添加された異性化液糖の検出法について、異性化液糖製造工

程中で生成する「イソマルトース」に注目し、異性化液糖、原料果汁及び市
販ジュース中のイソマルトース含有量を測定した結果、精度よく異性化液糖
の混入を判別することが可能と判断された。（平成23年度継続）

(ｵ) 炭素安定同位体比分析による米酢の原材料判別の検討
米酢及び米酢の不揮発相について炭素安定同位体比を測定することによ

り、それぞれの同位体比の違いから米以外の原材料の混入物質の判別を行う
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ことが可能と判断された。また、同時に同位体比を指標として氷酢酸使用の
判別を行うことが可能と推定された。（平成23年度継続）

(ｶ) 近赤外分光法によるそば粉と小麦粉の混合割合の推定法の検討
そば粉混合割合の明らかな「干しそば」のめん線を試料として、近赤外

スペクトルを測定し水の吸収領域を除外した波長領域で解析を行い検量線を
作成したところ、誤差の少ない検量線が得られた。この検量線により新たに
収集した「干しそば」（10件）を試料として、そば粉混合割合を推定したと
ころ、そば粉混合割合との高い相関を示した。（平成23年度継続）

(ｷ) しょうゆ中に含まれるグリセリンを指標とした丸大豆使用の判定法の検
討

製造履歴の明確な丸大豆しょうゆ及び脱脂加工大豆使用しょうゆについD
てグリセリン等を指標とした判別が可能であるかの検討を行ったところ、グ
リセリン及び多環ピラジンの2成分の相関関係に両者間で差がみられたもの
の、誤判別率が高く、通常の表示監視業務への活用は困難であると考えられ
た。（平成22年度終了）

(ｸ) 安定同位体比分析による牛肉及びウナギ加工品の産地判別法の検討
ウナギ加工品における前処理（洗浄及び脱脂）の影響を確認し、酸素安

定同位体比の分析条件の検討を行った。また、ウナギ加工品（国産40件、中
国産20件・台湾産3件）について炭素、窒素及び酸素安定同位体比を測定し、
炭素及び酸素安定同位体比について、国産と中国産間とに有意な差があるこ
とを確認した。（平成23年度継続）

(ｹ) 元素分析によるニホンウナギ加工品の原料原産地判別法の検証
平成21年度に作成したマニュアルについて、国産及び中国産の判別率の

検証を行ったところ、国産の判別率は良好であったが、中国産の判別率は低
い値となった。試料採取量を増やして元素含有量を測定したところ8元素が
判別に有効であるとの結果が得られた。（平成23年度継続）

(ｺ) 魚種判別マニュアルの適用範囲拡大の検討
缶詰等の高度な加工品にも適用可能となるように、サバ属及びサケ・マ

ス類の種判別マニュアルを改良し、適用範囲の拡大が可能かを検討したとこ
ろ、サバ属については魚種判別が可能であったが、サケ・マス類については、
一部の試料で判別不可能であった。（平成22年度終了）

(ｻ) DNA分析によるコンブ属の種判別法の検討
（公財）函館地域産業振興財団北海道立工業技術センターが開発したコ

ンブの品種判別方法の技術移転を受けて、乾燥コンブで品種判別が可能であ
ることを確認するとともに、表示監視業務に活用するため、分析法を改良し、
品種判別が可能であることを確認した。また、技術移転を受けた分析法の適
用範囲を確認するためにコンブ加工品40件について、分析を行ったところ、
昆布巻き等の高度な加工が加えられた加工品については、適用が困難である
ことが明らかとなった。（平成23年度継続）

ウ 遺伝子組換え食品については、次のとおり4課題実施した。
(ｱ) 農作物からの遺伝子組換え体の定量分析技術の確立

＜GMトウモロコシMIR604系統の定量分析法＞〔共同研究〕
本研究で開発したGMトウモロコシMIR604系統の定量分析法について、国

際的なガイドラインに従った試験室間共同試験を実施したところ、本分析法
の妥当性が確認された。（平成22年度終了）

(ｲ) 農作物からの遺伝子組換え体の定量分析技術の確立
＜GMトウモロコシスクリーニング定量法の追加検討＞〔共同研究〕

試料に含まれるGM系統P35S及びGA21間の濃度差がGMトウモロコシスクリ
ーニング定量法に与える影響について検討したところ、濃度差のある場合に
は低濃度側GM系統のDNA増幅が影響を受け、分析値に影響を及ぼす可能性が
示唆された。（平成22年度終了）

(ｳ) 農産物加工品からの遺伝子組換え体の定性分析技術の開発
＜遺伝子組換えパパイヤ加工品の検知法＞〔共同研究〕

厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所と共同でパパイヤ内在性遺伝子chy
mopapainを指標としてリアルタイムPCR法及びパパイヤ加工品に適したDNA抽
出法を開発した。開発した手法を用いて各パパイヤ加工品を分析したところ、
chymopapainが検出できることを確認し、結果を取りまとめて同研究所に報
告した。その検知法は、消費者庁から告示される予定である。（平成22年度
終了）

(ｴ) 農産物からの遺伝子組換え体の定量のための分析技術の確立
＜トウモロコシグループ単位検査法のコラボレーティブ試験の実施に係る検
討＞〔共同研究〕

害虫抵抗性や除草剤耐性などの遺伝子組換え品種を複数掛け合わせたス
タック品種の影響を受けず、遺伝子組換え体の混入率を定量するための検査
法について、試験室間共同試験のための条件を検討し、試料とするトウモロ
コシの粒数、陽性試料の濃度区分数、必要な試験所数等を決定した。（平成2
2年度終了）

◇農林物資の検査技術に関する調査研究について、偽装表示の監視・取締りのた
めの判別技術等を開発又は実用化し、若しくは結果が次年度の調査研究に活用で
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きる成果が得られた。 ａ
ｓ：達成し、特に優れた成果が得られた
ａ：達成した
ｂ：概ね達成した
ｃ：達成されなかった
ｄ：達成されず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【事業報告】
外部の有識者を含む食品関係調査研究総合評価委員会を平成23年3月15日に開

催することとしていたが、東日本大震災の影響により平成22年度中の開催が困難
となったことから、書面で外部委員の意見を伺い、平成22年度調査研究成果の評
価及び平成23年度の調査研究課題として、安定同位体比分析による豚肉の産地判
別法の検討、元素分析及び安定同位体比分析によるはちみつの原産国判別の検討
等21課題の選定を行った。
また、本部において食品関係調査研究推進委員会を3回開催し、調査研究の進

行管理及び課題追加の検討、指示等を行った。

◇外部の有識者を含めた委員会を設置し、検討の結果を踏まえて、必要性の高い
課題を選定した。
ｓ：選定し、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：選定した
ｃ：選定しなかった
ｄ：選定せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
② 調査研究の成果については、毎 ② 次に掲げる措置を講ずることにより、調査研究の成果を積極的に公表した。
事業年度1回以上の公開発表会を
開催するとともに、調査研究報告 ○ 平成21年度の調査研究の成果について「食品関係等調査研究報告第34号」
書、インターネット等により広く を作成し、公表するとともに、調査研究結果の概要をホームページに掲載し
一般に公開する。 た。

また、調査研究の成果について また、研究成果について公開調査研究発表会を平成22年11月に開催した。
は、検査・分析のためのマニュア なお、調査研究発表会は、食品、肥料、飼料及び農薬の各分野合同で行い、
ルに反映し、検査・分析業務等に 「DNA分析を利用した牛肉の雌雄判別法」、「湯通し塩蔵わかめの元素分析に
迅速に活用する。 よる原料原産地の判別法」、「肥料中の窒素全量の測定における燃焼法の適

用」、「とうもろこしサイレージのかび毒検出状況とその対策」及び「赤外光
【年度計画】 を利用した農薬製剤処方の検査方法の確立」等7課題について発表した。（外
② 調査研究の成果を積極的に公表 部からの参加者29名）
するため、次に掲げる措置を講ず ○ 調査研究の成果を検査分析等業務に迅速に活用するため、4種類の検査・
る。 分析マニュアルを作成した。
○ 年1回以上の公開発表会を開

催するとともに、調査研究報告 ◇調査研究成果を公開発表会の開催、調査研究報告書の作成及びホームページへ
書を作成し、関係機関へ配布す の掲載により公表するとともに、検査・分析のためのマニュアルに反映した。
る。またインターネット等によ ｓ：公表・反映し、特に優れた成果が得られた ａ
り広く一般に公表する。 ａ：公表・反映した

○ 調査研究の成果を検査分析等 ｂ：公表しなかった、又は反映しなかった
業務に迅速に活用するため、検 ｃ：公表・反映しなかった
査・分析マニュアルの作成等を ｄ：公表・反映せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○依頼検査 －
(6) 依頼検査 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画】 【事業報告】
製造業者等から依頼された農林物 依頼検査に関する基準文書の見直しを行った。なお、農林物資について製造業

資の検査を適切に行うため、依頼検 者等からの依頼に基づく検査はなかった。
査に関する基準文書を作成するとと
もに、依頼者の機密保持を図るため 【特記事項】
検査結果の厳正な管理を行う。 依頼がなかったため、評価しない。

【年度計画】 ◇依頼された農林物資の検査について、基準文書に基づく適切な検査及び検査結
製造業者等から依頼された農林物 果の厳正な管理を行った。

資の検査を適切に行うため、依頼検 ｓ：行い、特に優れた成果が得られた －
査に関する基準文書について、必要 ａ：行った
に応じて見直しを行う。 ｃ：行わなかった
また、依頼者の機密保持を図るた ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

め検査結果の厳正な管理を行う。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○緊急時の要請に関する業務 Ａ
(7) 緊急時の要請に関する業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
独立行政法人農林水産消費安全技 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水産大臣から独立行政法人農林水産

術センター法（平成11年法律第183 消費安全技術センター法第12条の規定に基づき、調査、分析又は検査を緊急に実
号）第12条の規定に基づく緊急時の 施するよう要請のあったときに、迅速かつ的確に対応する体制を整備した。
調査等については、農林水産大臣か
らの要請に従い、機動的かつ柔軟な 【事業報告】
組織体制をとるなど、最優先で迅速 ○ 要請が想定される事案ごとに研究論文や分析方法等を整理するとともに、
かつ的確に実施し、その結果を速や インターネット上の情報についても検索できるようデータベース化した。
かに農林水産大臣に報告する。 また、想定される要因及びその内容別分類ごとに専門的知見を有する職員
必要な分析方法、データを効率よ 及び機器を登録した名簿を見直し、更新した。

く検索できるよう、調査研究結果や
研究論文等の情報を収集し、体系的 ◇調査研究結果及び緊急時に活用する可能性の高い研究論文等を体系的に整理
に整理する。 し、随時更新・再整理した。

ｓ：整理し、又は再整理し、特に優れた成果が得られた ａ
【年度計画】 ａ：整理し、又は再整理した
農林水産大臣から独立行政法人農 ｃ：整理せず、又は再整理しなかった

林水産消費安全技術センター法（平 ｄ：整理せず、又は再整理せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
成11年法律第183号）第12条の規定
に基づき調査、分析又は検査を緊急
に実施するよう要請があったとき
に、迅速かつ的確に対応することが
できるよう、次に掲げる措置を講ず 【事業報告】
る。 ○ 平成22年度については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第
○ 調査研究結果及び緊急時に活 12条の規定に基づく農林水産大臣からの緊急時の調査、分析又は検査の要請

用する可能性の高い研究論文等 はなかった。
を整理し、必要に応じた分析方
法、データを効率的に検索でき 【特記事項】
る情報管理体制を維持するとと 実績がないため、評価しない。
もに、緊急要請が想定される事
案についてそれぞれの専門家を ◇農林水産大臣からの要請された調査等を迅速かつ的確に実施し、調査結果を速
登録し、必要に応じて見直す。 やかに報告した。

○ 緊急要請があった場合には、 ｓ：迅速かつ的確に実施し、調査結果を速やかに報告し、特に優れた成果が得られ －
プロジェクトチームを設置する た
等により、他の業務に優先して ａ：迅速かつ的確に実施し、調査結果を速やかに報告した
要請された調査、分析又は検査 ｃ：迅速かつ的確に実施しなかった、又は調査結果の報告が遅滞した
の迅速かつ正確な実施に努める ｄ：迅速かつ的確に実施せず、又は調査結果の報告が遅滞し、その要因は法人の
とともに、調査結果を速やかに 著しく不適切な対応にあった
報告する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－４ ○リスク管理に資するための有害物質の分析業務 Ａ
リスク管理に資するための有害 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

物質の分析業務
【評価結果】
◇小項目 ４×２点＝８点
合計 ８点（８/８＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成度合や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
(1) 農林水産省が行うリスク管理に (1) 農林水産省が行う食品の安全性に関するリスク管理のための有害化学物質

資するための有害物質の分析につ の分析に当たっては、次に掲げる措置を講ずることにより、的確に実施した。
いては、農林水産省が策定する「サ
ーベイランス・モニタリング計 【事業報告】
画」に含まれる有害化学物質・品 ○ 農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年次計画」に含ま
目についての実態調査を優先的に れる有害化学物質・品目についての実態調査を優先的に実施した。
実施する。

〔農産物〕
【年度計画】 ・残留農薬 1,432検体
(1) 農林水産省が行う食品の安全性 ・かび毒（注1） 440検体
に関するリスク管理について、そ 注1：デオキシニバレノール（DON）、ニバレノール及びゼアラレノン
の的確な実施に資するため、有害
化学物質の分析に当たっては、次 〔飼料〕
に掲げる措置を講ずる。 ・かび毒（注2） 1,587検体
○ 農林水産省が策定する「サー ・有害金属（注3） 630検体

ベイランス・モニタリング計 ・残留農薬 557検体
画」に含まれる有害化学物質・ ・ダイオキシン類 25検体
品目についての実態調査を優先 注2：オクラトキシンA、アフラトキシン類、ゼアラレノン及びDON
的に実施する。 注3：カドミウム、総ヒ素、水銀及び鉛

○ 新たに顕在化したリスクに機
動的に対応し得るよう、必要に ○ 新たに顕在化したリスクに対応するものとして、実施検体数等の調整を行
応じて対象有害化学物質及び実 ったものはなかった。
施検体数の調整を図るものとす
る。 【サーベイランス・モニタリング計画に含まれる有害化学物質／品目についての

検査(中期計画第2の2(3)の①イ)に関する事業報告の記述】
このうち農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年次計画」に

含まれる有害化学物質／品目についての検査を実施する際は、農林水産省が定め
ている「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の評価・公表に関
するガイドライン」（平成17年6月7日付け17消安第2330号農林水産省消費・安全
局長通知）に従って迅速かつ的確に行い、その結果を農林水産省に報告した。

【有害物質の分析結果の報告(中期計画第2の4(3))に関する事業報告の記述】
有害物質の分析の実施に当たっては、農林水産省が定めている評価・公表ガイ

ドラインの要件に従って迅速かつ的確に実施し、その結果を農林水産大臣に報告
した。

【特記事項】
農産物の残留農薬調査及びかび毒調査のサンプリングは、地方農政事務所等が

行っているが、諸事情によりセンターに送付されなかった農産物があることから、
一部の項目で計画検体数に満たなかった。

「中期計画第2の2(3)の①イ「サーベイランス・モニタリング計画」に含まれ
る有害化学物質／品目についての検査」については、当指標において評価する。

「中期計画第2の4(3)有害物質の分析結果の報告」については、当指標におい
て評価する。

◆達成度合（農産物における有害物質の分析件数）：100％（1,872件／1,872件）
◆達成度合（飼 料における有害物質の分析件数）：132％（2,799件／2,115件）

◇「サーベイランス・モニタリング計画」に含まれる有害物質の分析について、
農林水産省関係部局との調整の上で策定した計画検体数の実態調査を実施し、そ
の結果を農林水産省に報告した。（ただし、農林水産省関係部局からサンプルが ａ
送付されなかった場合を除く。）
ｓ：調査・報告した検体数は、計画検体数の100％であり、特に優れた成果が得

られた
ａ：調査・報告した検体数は、計画検体数の90％以上であった
ｂ：調査・報告した検体数は、計画検体数の50％以上90％未満であった
ｃ：調査・報告した検体数は、計画検体数の50％未満であった
ｄ：調査・報告した検体数は、計画検体数の50％未満であり、その要因は法人の
著しく不適切な対応にあった
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【中期計画】 【事業報告】
(2) その際、検査等業務に従事する (2) 農薬が残留するおそれの高い作物について、次のとおり有害物質の分析を
職員から成るプロジェクトチーム 行うことにより、生産現場等におけるリスク低減策の支援等に寄与した。
を毎事業年度設置し、それぞれの
情報や知見の活用、テーマの検討 ○ 前作の作物に使用した農薬の、後作物残留に係るリスク低減に資するため
等を行うことにより、肥料、農薬、 にさらにデータを蓄積することが必要なことから、平成19、20、21年度に引
飼料及び飼料添加物並びに土壌改 き続き食品検査業務及び農薬検査業務に従事する職員からなる「前作に使用
良資材の検査等業務と連携・調整 された農薬の作物残留分析等プロジェクトチーム」を設置し、検査等業務を
を図るとともに、当該業務を通じ 行う各部門が有する知見、データを活用して、分析対象農薬や分析方法等を
て蓄積された知見等を活用し、生 選定した。
産現場等におけるリスク低減対策
の支援等に資するよう、これらの ○ 生産現場におけるリスク低減対策の支援に資するよう、前作の農作物に使
資材の特性や使用実態等を踏まえ 用した農薬の後作物への残留状況について調査を行うため、「平成22年度食
つつ、農林水産省が策定する「サ 品の安全性に関する有害物質のサーベイランス・モニタリング年次計画」に
ーベイランス・モニタリング計 基づく国産野菜の残留農薬分析の実施に当たっては、通常の検査に加え、上
画」の下で分析対象を選定する。 記プロジェクトチームにおいて選定した土壌半減期の長い農薬を分析対象と

具体的には、肥料、農薬、飼料 して、効率的かつ効果的に63検体分析した。また、果実の部位別の残留状況
及び飼料添加物並びに土壌改良資 についても調査を行い、30検体の分析を実施した。
材の検査等業務の有する生産資材
の特性や使用実態等の情報を活用 ◇生産現場等におけるリスク低減対策の支援等に資するように、必要な課題を設
しつつ、 定して有害物質の分析を行った。
① 農薬が残留するおそれの高い ｓ：計画どおり行い、特に優れた成果が得られた ａ

作物 ａ：計画どおり行った
② 汚泥肥料の施用等により有害 ｂ：概ね計画どおり行った

重金属を含むおそれのある作物 ｃ：計画どおり行わなかった
③ カビ毒の発生する可能性の高 ｄ：計画どおり行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

い地域の作物
④ 上記に掲げるもののほか、生

産現場等におけるリスク低減対
策の観点から必要な課題等、4
件以上の課題について、中期目
標期間中にテーマを設定して実
施する。

【年度計画】
(2) 次の①～④に掲げる課題など比
較的リスクが高いおそれのある農
産物等について、1テーマ以上を
設定して次により有害物質の分析
を行う。
○ 検査等業務に従事する職員か

らなるプロジェクトチームを設
置し、検査等業務を行う各部門
が有するデータを活用して分析
対象や分析方法等の選定を行
う。

○ 肥料、農薬、飼料及び飼料添
加物並びに土壌改良資材の検査
等業務と連携・調整を図るとと
もに、当該業務を通じて蓄積さ
れた知見等を活用し、生産現場
等におけるリスク低減対策の支
援等に資するよう、これらの資
材の特性や使用実態等を踏まえ
つつ、農林水産省が策定する「サ
ーベイランス・モニタリング計
画」に基づき実施するものとす
る。
① 農薬が残留するおそれの高

い作物
② 汚泥肥料の施用等により有

害重金属を含むおそれのある
作物

③ カビ毒の含有のリスクが高
い作物

④ 上記に掲げるもののほか、
生産現場等におけるリスク低
減対策の観点から必要な課題

【中期計画】 【事業報告】
(3) 有害物質の分析の実施に当たっ (3) 有害物質の分析の実施に当たっては、農林水産省が定めている評価・公表

ては、評価・公表ガイドラインに ガイドラインの要件に従って迅速かつ的確に実施し、その結果を農林水産大臣
従って迅速かつ的確に行い、その に報告した。
結果を農林水産省に報告する。

【特記事項】
【年度計画】 当該事項は、「中期計画第2の4(1)リスク管理に資するための有害物質の分析業
(3) 有害物質の分析の実施に当たっ 務」において評価する。
ては、農林水産省が定めている評
価・公表ガイドラインの要件に従
って迅速かつ的確に実施し、その
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結果を農林水産省に報告する。

【中期計画】 【事業報告】
(4) 分析結果の信頼性を客観的に保 (4) 分析結果の信頼性を客観的に保証するため、次に掲げる取組を行った。
証するため、精度管理、分析法の
妥当性の確認等を的確に実施す ○ 内部精度管理として、分析の都度、添加回収試験等を行うことにより分析
る。 の精確さを管理するとともに、外部精度管理として、分析担当者に対して担

また、当該業務に従事する要員 当試験に係る外部技能試験に1回以上参加させた。
の資格要件を定め、必要な教育及 また、これまで個別試験法で分析していた一部の農薬について、厚生労働
び訓練を行う。 省が通知している一斉試験法で分析することが可能かどうか、共同試験によ

り検証を行い、その妥当性について確認した。
【年度計画】 ○ 「リスク管理分析担当者資格認定マニュアル」において当該業務に従事す
(4) 分析結果の信頼性を客観的に保 る要員の資格要件を定めるとともに、分析技術及び分析試験業務の品質管理
証するため、ISO/IEC17025及び ・品質保証に関する教育訓練を実施した。
GLPの考え方に基づく精度管理、
国際的なガイドラインに基づく手 ◇精度管理、分析法の妥当性確認等を的確に実施した。
順・方法により分析法の妥当性の ｓ：的確に実施し、特に優れた成果が得られた
確認等を的確に実施する。 ａ：的確に実施した ａ

また、当該業務に従事する要員 ｂ：一部不的確に実施した
の資格要件を定め、分析機器の操 ｃ：実施しなかった
作等の分析技術に関する教育及び ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
訓練を行う。

◇リスク管理のための有害物質の分析業務に従事する要員の資格要件に基づき、
必要な教育訓練を行った。
ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な業務運営にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－５ ○カルタヘナ担保法関係業務 －
カルタヘナ担保法関係業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画】 【事業報告】
遺伝子組換え生物等の使用等の規 次に掲げる措置を講ずることにより、遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

制による生物の多様性の確保に関す る生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ担
る法律（平成15年法律第97号）第32 保法」という。）第32条の規定に基づき、同条第2項の農林水産大臣の指示に従い、
条第1項の規定に基づき、同条第2項 立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する体制を維持した。
の農林水産大臣の指示に従い、立入 なお、立入、収去及び検査のための大臣指示はなかったが、農林水産省がカル
り、質問、検査及び収去を的確に実 タヘナ法に基づく検査に使用可能な未承認遺伝子組換えパパイヤ種子の検査法を
施し、その結果を速やかに農林水産 確立する過程で当該検査法の妥当性確認のための共同試験への協力要請が農林水
大臣に報告する。 産省からなされた。これに対し、センターから3箇所が共同試験に参画し、デー

タを提供した。これらの結果を踏まえ、農林水産省で当該種子の検査法が確立さ
【年度計画】 れ、その内容等についてプレスリリースされるとともに、カルタヘナ法に基づく
遺伝子組換え生物等の使用等の規 検査に活用された。

制による生物の多様性の確保に関す
る法律（平成15年法律第97号。以下 ○ 立入検査等を行うための規程類について見直しを検討した結果、改正を行う
「カルタヘナ担保法」という。）第32 必要はなかった。
条第1項の規定に基づき、同条第2項 ○ 農林水産大臣からカルタヘナ担保法第31条第1項の規定に基づき収去した遺
の農林水産大臣の指示に従い、立入 伝子組換え生物等の検査の依頼はなかった
り、質問、検査及び収去を的確に実
施するため、次に掲げる措置を講ず 【特記事項】
る。 実績がないため、評価しない。
また、立入り、質問、検査及び収

去を実施した場合には、その結果を ◇立入り、質問、検査及び収去を的確に実施し、その結果を速やかに農林水産大
速やかに農林水産大臣に報告する。 臣に報告した。
○ 立入検査等を行うための規程 ｓ：的確に実施し、速やかに報告し、特に優れた成果が得られた －

等を必要に応じて見直す。 ａ：的確に実施し、速やかに報告した
○ 農林水産大臣からカルタヘナ ｂ：報告事項の不備、又は報告の遅滞があった

担保法第31条第1項の規定に基 ｃ：報告事項の不備、及び報告の遅滞があった
づき収去した遺伝子組換え生物 ｄ：報告事項の不備、及び報告の遅滞があり、その要因は法人の著しく不適切な
等の検査の指示があった場合は 対応にあった
適切に実施する。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－６ ○国際協力業務 Ａ
国際協力業務 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
可能な範囲において、センターの （独）国際協力機構（JICA）等からの国際技術協力等の要請を踏まえ、次の取

技術力を活用した専門家の海外派遣 組を行った。
及び海外からの研修生の受入れを行
う。 ○ JICA及び国際獣疫事務局（OIE）等から技術協力専門家の派遣要請があり、

役職員を5回（5名）派遣した。
【年度計画】 ○ JICA等からの要請により海外からの研修員を受入れ、JAS制度、日本の農
農林水産省、独立行政法人国際協 薬登録制度及び飼料安全制度、食品及び飼料等の分析技術等に関する研修を

力機構及び国際獣疫事務局等の関係 9回（延べ32か国、42名）実施した。
機関からの国際技術協力等の要請に
ついては、可能な範囲において対応 また、センターがOIEの「飼料の安全と分析分野」におけるコラボレーティン
することとし、国内活動及び専門家 グ・センターに指定されてから初めての国際会議として、「第1回OIE/FAO-APHCA
の海外派遣を行うとともに、海外か 共催 飼料の安全性に関する地域ワークショップ」を7月に東京で開催するなど、
らの研修員の受入れを行う。 飼料の安全や分析等の情報収集・発信の活動を行った。
また、必要に応じて独立行政法人

国際協力機構の主催する研修等に職 ◇可能な範囲において、海外からの研修生の受入れ、専門家の海外派遣等の活動
員を派遣する。 を行った。

ｓ：行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：行った
ｃ：行わなかった
ｄ：行わず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○経費（業務経費及び一般管理費）削減に係る取組 Ａ
経費（業務経費及び一般管理費 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

人件費）節減に係る取組
【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
○ 平成22年度においても予算の執行を適切に行い、平成21年度に引き続き、業

【年度計画】 務経費、一般管理費の削減に取り組んだ。
本事業年度の予算（人件費の見積 平成22年度における運営費交付金の執行率は83.7％であったが、これは予算

もりを含む。）、収支計画及び資金計 額と比べて退職手当の支給額が減少したこと及び給与改定による減少等により
画は、別表1、2及び3に定めるとお 人件費に残額を生じたこと並びに経費の節減等によるものである。
りとする。 なお、未執行額に相当する運営費交付金債務については、前払費用（405千

円）に対応する債務を除き、平成23年度に国庫に返納することとしている。

◇経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組みは十分であった。
ｓ：十分であり、特に優れた成果が得られた
ａ：十分であった ａ
ｂ：やや不十分であった
ｃ：不十分であった
ｄ：不十分であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
（なお、本指標の評価に当たっては、中期計画に定める「業務運営の効率化によ
る経費の抑制」の評価結果に十分配慮するものとする。）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○法人運営における資金の配分状況 Ａ
法人運営における資金の配分状 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

況
【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
○ 年度当初及び年度途中において計画的な予算配付・調整を行うことにより、

【年度計画】 適切かつ効果的な資金配分を行った。
本事業年度の予算（人件費の見積

もりを含む。）、収支計画及び資金計 ◇法人運営における資金の配分状況は、十分であった。
画は、別表1、2及び3に定めるとお ｓ：十分であり、特に優れた成果が得られた
りとする。 ａ：十分であった ａ

ｂ：やや不十分であった
ｃ：不十分であった
ｄ：不十分であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○自己収入の増額に係る取組 Ａ
自己収入の増額にかかる取組 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
自己収入（JAS法に基づく格付業 ○ 自己収入（飼料安全法に基づく特定飼料の検定業務に係る収入等を除く。）

務及び飼料安全法に基づく特定飼料 について、講師派遣の要請に積極的に対応する等の自己収入の増額のための取
の検定業務に係る収入等を除く。） 組を行った結果、平成22年度予算額を上回る自己収入（6,071千円）を得た。
を平成18年度予算を基準として、毎 なお、センターは運営費交付金を主な財源として運営しており、これによっ
事業年度1％以上の増額を図る。 ては利益は生じない。この他、検査・検定手数料、講習事業収入等により当期

利益が生じているが、これは通常の業務範囲内での利益計上である。このため、
【年度計画】 当中期目標期間終了後、運営費交付金残額と合わせた利益金は、国庫に返納す
また、平成18年度予算を基準とし ることとしており、特に目的積立金として申請していない。

て、4％以上の自己収入（飼料安全
法に基づく特定飼料の検定業務に係 【特記事項】
る収入等を除く。）の増額を図るた ◆達成度合（自己収入）：130.1％（6,071千円／4,666千円）
めの取組を行う。

◇自己収入（JAS法に基づく格付業務及び飼料安全法に基づく特定飼料の検定業
務に係る収入等を除く。）を平成18年度予算を基準として、各事業年度ごとの計
画値を達成した。（各事業年度ごとの計画値：平成18事業年度は予算額。以降は、 ａ
前事業年度の予算額に101％を乗じて得られる額。）
ｓ：計画値の達成度合は100％以上であり、特に優れた成果が得られた
ａ：計画値の達成度合は100％以上であった
ｂ：計画値の達成度合は70％以上100％未満であった
ｃ：計画値の達成度合は70％未満であった
ｄ：計画値の達成度合は70％未満であり、その要因は法人の著しく不適切な対応
にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３ ○随意契約の適正化に係る取組 Ａ
随意契約の適正化に係る取組 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
○ 予算の執行に当たっては、平成22年度に改正した「随意契約見直し計画」に

【年度計画】 基づき、契約を締結した145件のうち明らかに競争の余地のない8件を除き、原
更に予算の執行に当たっては、物 則として一般競争入札等による契約とした。また、随意契約とせざるを得なか

品購入、役務等に係る契約について、 った案件については、個別に本部の職員からなる契約審査委員会に諮って審査
真にやむを得ないものを除き原則と した。
して一般競争入札等によるものと なお、契約状況等については、ホームページで国と同様に公表した。
し、随意契約の適正化を推進する観 ○ この他、予算の執行に当たっては次に掲げる取組を行い、業務運営の一層の
点からセンターが策定した「随意契 適正化を図った。
約見直し計画」に基づく取組を着実
に実施するとともに、その取組状況 競争性のない随意契約の見直しを更に徹底するとともに、一般競争入札等に
を公表することにより業務運営の一 ついても真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行うため、外部有識
層の適正化を図る。 者からなる契約監視委員会において、契約等が適正に行われていることを確認

するとともに、その審議結果をホームページで公表した｡

・ 工事等については、業界紙に調達情報を掲載して公告媒体を拡充し、応札
者の増大を図った。

・ 調査研究関係の委託事業については、公募型企画競争を実施した。
・ 入札手続き等の透明性を確保する観点から、工事及び測量・建設コンサル

タント等業務に係る入札等については、外部有識者から成る入札監視委員会
において審議し、入札等が適正に行われたことを確認するとともに、その審
議結果をホームページで公表した。

・ 予算の効率的・効果的な執行を確保するため、支出における無駄を点検し
て具体的な目標を設定し、役職員の意識改革を促進する取組み等を行った。

【特記事項】
契約事務については、会計規程及び契約事務取扱規程等に契約方式、手続き等

を規定している。
契約方式は原則一般競争によることとし、緊急の必要性、競争に付することが

不利と認められる場合及び予定価格が少額な契約にあっては随意契約ができるこ
ととしており、個別の契約締結に当たっては本部に設置している契約審査委員会
において、事前に審査を行うこととしている。
平成22年度においては随意契約のうち、｢名古屋センター特殊ガス警報装置改

修工事」について､不落随意契約とすることの審査を行った｡

平成21年度と比較して随意契約の件数は17件から8件へ減少させ、金額で48,47
0千円減少させた。この結果、平成22年度における契約全体に占める割合は件数
で5.5％、金額で3.8％となり、平成21年度と比較して件数で6.6％、金額で3.8％
の減少となった。

一般競争入札を実施した129件のうち、一者応札となった契約は41件（31.8％）
であり、平成21年度と比較して全体に占める割合を9.6％低下させ、改善を図っ
た。なお、一者応札となった契約は、分析機器の保守点検等であった。

契約監視委員会における審議結果については、同委員会の設置運営要領におい
て、速やかに理事長に報告することと規定している。平成22年度に開催された1
回の審議結果について理事長に速やかに報告し、公告期間の延長等の措置を講じ
た。
また、入札監視委員会の設置・運営について規定した要領において、必要に応

じ理事長に対して意見の具申又は勧告を行うことができると規定している。平成
22年度においては、理事長に対する意見の具申又は勧告すべき事項はなかった。
なお、審議結果については、速やかに理事長に報告した。

会計検査院から、平成19年度に一般競争入札で購入した超遠心粉砕機について、
仕様書で定める要求事項を満たしていないなど調達の目的を達していないにもか
かわらず、契約金額を支払ったことについて指摘を受け、会計規程等の遵守の徹
底、適正な検査の実施を確保するため関係規程の改正、仕様書の見直し等を行い、
改善を図った。

◇随意契約の適正化を推進するため、年度計画に基づく取組を実施した。
ｓ：計画どおり実施し、優れた成果が得られた
ａ：計画どおり実施した ａ
ｂ：概ね計画どおり実施した
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ｃ：計画どおり実施しなかった
ｄ：計画どおり実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４ ○法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済 －
法人の短期借入金について、借 の見込み

入に至った理由及び使途、金額及 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
び金利、返済の見込み

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画】 【事業報告】
平成18年度：7億円 運営費交付金の受入れの遅延等の短期借入を行う事態は生じなかった。
平成19年度～平成22年度：13億円

【特記事項】
（想定される理由） 実績がないため、評価しない。
・運営費交付金の受入れが遅延
・公務災害及び通勤災害が発生し ◇法人の短期借入金について、借入に至った理由及び使途、金額及び金利、返済

た場合の災害補償費の借入れ の見込みに関しては適切であった。
・神戸センターの移転・新築の ｓ：適切であり、特に優れた成果が得られた －

際、現庁舎の跡地の売却収入が ａ：適切であった
発生するまでの間、一時的に資 ｂ：やや不適切であった
金が不足した場合に業務活動に ｃ：不適切であった
充当する経費及び移転・新築等 ｄ：不適切であり、不利益が生じた
に係る経費の借入れ （借入がなかった場合は、本項目の評価は行わない。）

【年度計画】
平成22年度：13億円

（想定される理由）
・運営費交付金の受入れが遅延
・公務災害及び通勤災害が発生し

た場合の災害補償費の借入れ
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第５ ○重要な財産の譲渡又は担保に関する計画 －
重要な財産の譲渡又は担保に関 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

する計画
【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画】 【事業報告】
神戸センターの移転・新築に伴い 重要な財産を譲渡及び担保に供する事案はなかった。

不要となる現庁舎及び土地について
は処分する。その際、①庁舎の解体 なお、センターが所有する重要な資産として、庁舎及びその敷地3箇所、ほ場2
・撤去を行った上で土地を売却す 箇所、計5箇所を所有しているが、庁舎については、センターが実施するすべて
る、②庁舎の解体・撤去を行わず、 の検査等業務に、ほ場については、肥料の公定規格の改正に資する調査研究業
庁舎と一体で土地を売却する、のい 務等に使用している。
ずれかの方法によるものとし、より これらの資産は、引き続き事務・事業に必要な資産であり、遊休資産にはな
有利な売却を図ることができるよ っていない。
う、十分に検討を行う。なお、現庁 なお、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣
舎等を処分したことによる当該売却 議決定）等を踏まえ、肥料の仮登録に係る栽培試験業務を岩槻ほ場に集約する
収入については、移転新築費用の一 等により平成23年度をもって堺ほ場を廃止し、平成24年度に国庫に返納するこ
部に充当する。 ととした。
土地：兵庫県神戸市中央区小野浜町 調査研究等を通じて取得し、又は出願中の特許等は、他の研究機関等と共同

1-4 して出願したものを含め「動物由来のDNA検出用プライマー」等の6件であり、
（面積:7,292.12m ） 食品や生産資材等の検査に係る分析方法に関するものである。このうち、「動物２

建物：旧館 由来DNA検出用プライマー」等の3件について、実施許諾を行っている。また、
昭和2年築、RC-4-1造延べ床面積 職務発明規程の見直しに向けた検討を行い、センターが特許等を保有すること

4,401.18m 新館 の意義を明確にすること等の規程の改正事項を整理した。さらに、平成23年度２

昭和6年築、SRC-4-1造延べ床面積 には、特許等の維持コストの観点から、長期間実施許諾の実績がないものにつ
11,623.26m いて、特許等を保有する必要性等の検討を行っていくこととした。２

（注）土地の面積、建物の延べ床面 また、出願の是非については、役職員で構成する職務発明審査会において実
積については、独立行政法人へ 施許諾の可能性、特許権取得の必要性を踏まえた審査を行っている。なお、実
の移行時に国から出資された面 用新案等の知的財産権は保有していない。

積を記載
なお、第４に記述したとおり、当 【特記事項】

該売却収入が発生するまでの間、一 実績がないため、評価しない。
時的に資金が不足した場合には、短
期借入れを実施することとし、当該 ◇重要な財産の譲渡又は担保に関する計画について、譲渡等を行う目的及び譲渡
短期借入れの担保として現庁舎の土 等により得た資金の使途は適切であった。
地及び建物を供する。 ｓ：適切であり、特に優れた成果が得られた －

ａ：適切であった
【年度計画】 ｂ：やや不適切であった

なし ｃ：不適切であった
ｄ：不適切であり、不利益が生じた。
（計画がなかった場合は、本項目の評価は行わない。）



- 102 -

評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第６ ○剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に －
剰余金の使途について、中期計 得られた成果

画に定めた使途に充てた結果、当 【評価指標】第１－１(1)に同じ。
該事業年度に得られた成果

【評価結果】
実績がないため、評価しない。

【中期計画】 【事業報告】
検査検定業務に係る業務運営の効 剰余金を使用する事案はなかった。

率化及び業務の質の向上を図るため なお、利益剰余金（1,736,153千円）は生じているが、これは、平成22年度末に
の分析機器の購入の経費に充当す おける運営費交付金の残額、検査・検定手数料、講習事業収入等の他、前中期目
る。 標期間に発生した繰越積立金（自己収入取得資産の減価償却費に充当したものの

残額）及び積立金（平成22年度までの中期目標期間中に生じた、検査・検定手数
【年度計画】 料、講習事業収入等による利益を積み立てたもの）によるものである。
検査検定業務に係る業務運営の効

率化及び業務の質の向上を図るため 【特記事項】
の分析機器の購入の経費に充当す 実績がないため、評価しない。
る。

◇剰余金の使途について、中期計画に定めた使途に充てた結果、当該事業年度に
得られた成果は、十分であった。
ｓ：特に優れた成果が得られた －
ａ：十分であった
ｂ：やや不十分であった
ｃ：不十分であった
ｄ：不十分であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
（中期計画に定めた剰余金の使途に充てた年度のみ評価を行う。）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－１ ○施設及び設備に関する計画 Ａ
施設及び設備に関する計画 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
業務の適切な実施を確保するた 本部のスクラバー等改修工事、札幌センタードラフトチャンバー改修工事及び

め、老朽化が著しく耐震上問題のあ 仙台センター実験室ガス検知警報装置設置工事を実施した。
る神戸センターの現庁舎について、
移転・新築することとし、併せて新
築時に大阪及び岡山の両事務所の業
務を移管し、これらの事務所を廃止 ◇中期計画に定められている施設及び設備について、当該事業年度における改修
する。 ・整備前後の業務運営の改善の成果は十分であった。
また、業務実施上の必要性及び既 ｓ：特に優れた改善の成果が得られた ａ

存の施設・設備の老朽化等に伴う施 ａ：十分であった
設及び設備の整備・改修等を計画的 ｂ：やや不十分であった
に行う。 ｃ：不十分であった

ｄ：改善の成果が得られなかった
【年度計画】
業務の適切かつ効率的な実施を確

保するため、業務実施上の必要性及
び既存の施設・設備の老朽化等に伴
う施設及び設備の整備・改修等を計
画的に行う。

本部：スクラバー等改修工事
札幌：ドラフトチャンバー改修工

事
仙台：実験室ガス検知警報装置設

置工事
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－２ ○職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） Ａ
職員の人事に関する計画（人員 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

及び人件費の効率化に関する目標
を含む。） 【評価結果】

◇小項目 ３×２点＝６点
合計 ６点（６/６＝１００％）

各小項目の評価結果を積み上げた評価はＡ評価であった。
各小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合

的に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこ
ととする。

【中期計画】 【事業報告】
(1) 方針 (1) 食品、肥飼料、農薬の各検査等業務間の人事交流を行うとともに、次のと

業務の適切かつ効率的な実施を おり共通部門である一般管理、企画調整、情報提供の各業務に適正な人員配置
確保するため、食品、肥飼料、農 を行うことにより、業務の適切かつ効率的な実施を確保した。
薬の各検査等業務間の人事交流に
努めるとともに、共通部門である ○ 地方組織の一般管理部門については、総務課は各地域センターのみに、会
一般管理、企画調整、情報提供の 計課は神戸センターのみに設置し、本部横浜事務所及び福岡センター門司事
各業務に適正な人員配置を行う。 務所にはこれらの課を設置せず、一般管理部門の合理化を図った。

○ 引き続き企画調整部門をさいたま本部の企画調整部に一元化し、合理化を
【年度計画】 図った。
(1) 方針 ○ 肥料、飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する情報を消費者、生産者、

業務の適切かつ効率的な実施を 事業者等へ一元的に提供できるよう、各部門の担当者を情報提供部門に配置
確保するため、食品、肥飼料、農 し、情報提供体制の整備を行った。
薬の各検査等業務間の人事交流に
努めるとともに、共通部門である 【専門的知見を有する職員の配置(中期計画第2の1(2)の①ア)に関する事業報告
一般管理、企画調整、情報提供の の記述】
各業務に適正な人員配置を行う。 情報提供業務部門や相談窓口等に肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌

改良資材の品質及び安全性等に関して専門的知見を有する職員を配置し、これら
と併せて食品の品質及び表示等に関する消費者、生産者、事業者等からの相談に
次のとおり適切に対応した。

【特記事項】
「中期計画第2の1(2)の①ア専門的知見を有する職員の配置」に関する取組に

ついては、当指標において評価する。

◇食品、肥飼料、農薬の各検査等業務間の人事交流及び共通部門である一般管理、
企画調整、情報提供の各業務に適正な人員配置を行った。
ｓ：適正な人員配置を行い、特に優れた成果が得られた ａ
ａ：適正な人員配置を行った
ｂ：一部不適正な人員配置を行った
ｃ：不適正な人員配置を行った
ｄ：不適正な人員配置を行い、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

【中期計画】 【事業報告】
(2) 人員に関する指標 (2) 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日時点（※）の常勤職員722名か

簡素で効率的な政府を実現する ら673名（平成23年1月1日時点）と49名削減することにより、平成17年度決算
ための行政改革の推進に関する法 額を基準として人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）
律に基づき、平成18年度以降の5 並びに非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）を7.4
年間において、センター全体の人 ％削減した。
件費（退職金及び福利厚生費（法 なお、平成21年度人員から6名の増員があったが、これは、育児休業職員が
定福利費及び法定外福利費）並び 増加したこと、また、21年度は予定外の退職者がいたこと等により常勤職員数
に非常勤役職員給与及び人事院勧 が減少（△26名）したことから引き続き業務を安定的に実施する必要があるた
告を踏まえた給与改定部分を除 め、採用等により必要最小限の職員を補充したことによるものである。
く。）について5％以上の削減を行 ※ 独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国会報告基準日であ
うとともに、第１の１(5)の10％ る。なお、平成18年1月1日における職員数は旧3法人の職員数を合計したも
相当額の抑制を行うに当たり、一 のである。
般管理部門の統合等による管理部
門の合理化等の統合メリットを発 なお、センターの給与体系は国と同水準を維持しており、平成22年度のラス
現することにより、更なる人件費 パイレス指数（事務・技術職員）は98.8であった。
の削減を行う。

また、国家公務員の給与構造改 また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告及び「経済財政運営と
革に併せ、人事院勧告を踏まえて、 構造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、俸給を引き下げるとともに、期末
役職員の給与について必要な見直 ・勤勉手当の支給割合の引き下げ等を行い、人件費の見直しを行った。
しを進める。さらに、「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針 【特記事項】
2006」に基づき、国家公務員の給 当該事項は、「中期計画第1の1(6)人件費の削減」において評価する。
与構造改革を踏まえ、人件費改革
を平成23年度まで継続する。

（参考）
平成17年度の人件費

5,175 百万円
期初の常勤職員数
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742 人
(注)平成19年4月1日に統合した旧
肥飼検及び旧農薬検の平成17年度
の人件費及び期 初の常勤職員数
（旧肥飼検1,081百万円、149人、
旧農薬検540百万円、72人）を含
む。なお、平成19年4月1日の統合
時における常勤職員数は、700人
である。

平成22年度の人件費見込み
4,641 百万円

期末の常勤職員数
680 人

ただし、上記の額は、役員報酬並
びに職員基本給、職員諸手当、超過
勤務手当、休職者給与及び国際機関
等派遣職員給与に相当する範囲の費
用であり、今後の人事院勧告を踏ま
えた給与改定分は含んでいない。

【年度計画】
(2) 人員に関する指標

業務の効率化を図り、人員を削
減することにより、人件費（退職
金及び福利厚生費（法定福利費及
び法定外福利費）並びに非常勤職
員給与及び人事院勧告を踏まえた
給与改定部分を除く。）について、
平成17年度決算額を基準として5
％以上の削減を行うとともに、第
１の１(5)の10％相当額の抑制を
行うに当たり、一般管理部門の統
合等による管理部門の合理化等の
統合メリットを発現することによ
り、更なる人件費の削減を行う。

また、「経済財政運営と構造改
革に関する基本方針2006」（平成18
年7月7日閣議決定）に基づき、国
家公務員の給与の改革を踏まえ、
引き続き人件費改革を進めるとと
もに、人事院勧告を踏まえて、役
職員の給与について必要な見直し
を行う。

【中期計画】 【事業報告】
(3) 人材の確保についての計画 (3) 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水産行政との連携を図り、セン

農林水産行政と連携した業務運 ターの業務に必要な人材を確保した。
営を推進するため、業務上密接な
関連を有する消費・安全局を中心 ○ 農林水産省消費・安全局等と人事交流（転出32名、転入35名）を実施した。
とした行政部局との円滑な人事交
流を行う。 ◇行政部局との人事交流を円滑に実施した。

また、職員の採用に当たっては、 ｓ：実施し、特に優れた成果が得られた
業務を遂行する上で必要とされる ａ：実施した ａ
分析の基礎的能力、農林水産物や ｃ：実施しなかった
食品及び生産資材に関する専門的 ｄ：実施せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった
知識等を有する農学、化学等及び
行政の試験区分の国家公務員試験 【事業報告】
合格者を中心として採用する。 ○ 農学、化学等の試験区分の国家公務員試験等の合格者の中から14名を採用

し、必要な人材を確保した。
【年度計画】 ○ 採用情報については、各センターで職場訪問等（21回）を開催するほか、
(3) 人材の確保・育成 人事院が行う官庁業務合同説明会等（10回）への参加、人事院が行う関東地

農林水産行政との連携を図り、 区官庁学生ツアー（2回）においての採用案内パンフレットの配布やインタ
センターの業務に必要な人材を確 ーネット等を活用した広報活動を行い、優秀な人材を確保した。
保するため、次に掲げる措置を講
ずる。 ◇業務を遂行する上で必要とされる分析の基礎的能力等を有する農学、化学等及
○ 人事交流については、農林水 び行政の試験区分の国家公務員試験合格者を中心として採用した。

産省の行政部局等と計画的に実 ｓ：採用し、特に優れた成果が得られた ａ
施することとし、一方に偏らな ａ：採用した
いよう諸事情に即し、双方が出 ｃ：採用しなかった
し合うことを基本とする。 ｄ：採用せず、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった

○ 職員の採用に当たっては、業
務の円滑な推進を図るため、分
析の基礎的能力、農林水産物や
食品、生産資材の専門的知識等
を有する農学、化学等及び行政
の試験区分の国家公務員試験合
格者等から採用する。

○ 採用情報については、人事院
が行う官庁学生ツアー、大学等
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の就職説明会等への参加やイン
ターネット等を活用した広報活
動により、優秀な人材の確保に
努める。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７－３ ○積立金の処分に関する事項 Ａ
積立金の処分に関する事項 【評価指標】第１－１(1)に同じ。

【評価結果】
◇小項目 １×２点＝２点
合計 ２点（２/２＝１００％）

小項目の評価結果から評価はＡ評価であった。
小項目の達成状況及びその他の要因を踏まえ、達成状況や対応状況等を総合的

に勘案した結果、妥当な実績であると考えられることから、Ｓ評価としないこと
とする。

【中期計画】 【事業報告】
前期中期目標期間繰越積立金は、 前中期目標期間中の繰越積立金は、計画に基づき前中期目標期間中に自己収入

前期中期目標期間中に自己収入財源 財源で取得し、当期中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する
で取得し、当期中期目標期間へ繰り 費用の平成22年度相当額（331千円）を取り崩した。
越した有形固定資産の減価償却等に
要する費用に充当する。 【特記事項】

繰越積立金残高664千円については、第3期中期計画に定めた使途に適切に充当
【年度計画】 することとしている。
前期中期目標期間中の繰越積立金

は、前期中期目標期間中に自己収入 ◇繰越積立金の処分について、取得の財源及び使用目的は適切であった。
財源で取得し、当期中期目標期間へ ｓ：適切であり、特に優れた成果が得られた
繰り越した有形固定資産の減価償却 ａ：適切であった ａ
等に要する費用に充当する。 ｂ：やや不適切であった

ｃ：不適切であった
ｄ：不適切であり、その要因は法人の著しく不適切な対応にあった




